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第２章 地方公共団体からの相談事例集（細目次） 

行政の
行 為 

政策目的 相 談 事 例 
参照条文 

（独占禁止法） 
頁 

条例等
の制定 

災害対策 

① 

１ 事業者団体との間で締結する物資供給に係る災害協

定について 

第３条，第８

条，第 19条 
35 

環境対策 

① 

２ 県が事業者と営業時間短縮等に係る協定を結ぶこと

について 

第３条，第８

条 
39 

流通・取

引対策① 

３ 県によるガソリン小売価格表示を推奨するための認

定制度の策定等について 
- 42 

中小企業 

振興① 

４ 建設工事の受注事業者に対する地元業者の下請利用

の義務付けについて 
- 44 

行政 
指導 

流通・取

引対策② 

５ 市によるごみ袋の小売価格の統一に係る行政指導に

ついて 

第３条，第 19

条 
46 

流通・取

引対策③ 

６ 市による灯油の小売価格の統一に係る行政指導につ

いて 
第８条 48 

医療・ 

福祉① 

７ 福祉用具（電動ベッド）のレンタルに係る助成及び

価格指導について 
- 51 

医療・ 

福祉② 

８ 市による訪問理美容サービスの料金統一に係る行政

指導について 
第３条 54 

補助金
等の 
交付 

中小企業 

振興② 

９ 取扱事業者の規模により商品券の販売額に上乗せさ

れるプレミアム率に差を設けることについて 
- 57 

環境対策 

② 

10 家庭用コージェネレーション購入に係る助成制度に

ついて 
第 19 条 60 

委託 
事業等 

流通・取

引対策④ 

11 堆肥の販売価格等の調査の実施及び調査結果の周知

について 

第３条，第８

条 
62 

災害対策 

② 

12 事業者団体に対する災害発生時の道路啓開作業に係

る委託事業者の候補の選定依頼について 

第３条，第８

条，第 19条 
65 

運輸・ 

交通 

13 区域ごとに委託するデマンド型乗合タクシー事業者

の数を各区域１社とすることについて 
- 68 

医療・ 

福祉③ 

14 予防接種に係る被接種者の負担額及び委託費を県内

で統一することについて 

第３条，第８

条 
71 

医療・ 

福祉④ 

15 ガイドヘルプサービス（移動支援事業）の提供を特

定のＮＰＯ法人に一元化することについて 
- 76 
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公共 
調達 

環境対策 

③ 

16 市が公営住宅建設に使用する木材を特定の森林認証

を受けた事業者の供給するものに限定する行為につい

て 

- 79 

※第２章に関連する主なガイドライン 

○ 「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」（行政指導ガイドライン）（平成６年６月）

○ 「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」（事業者団体ガイドライン）（平成７

年 10月） 

なお，第２章でこれらのガイドラインの考え方を援用等したところは，当該ガイドラインの

参照箇所を付記している。 
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はじめに 

１ 本ハンドブックのねらい 

(1) 近年,地域経済の活性化が重要な経済・社会的な課題となっており，地

方公共団体では，地域経済の活性化を目的として多種多様な施策・事業

が実施されている。地域経済を活性化させるためには，短期的な需要創

出にとどまらず，当該地域経済の自律的な成長力の向上が必要であり1，

そのための環境の整備において，地域経済の実情をよく知る地方公共団

体の果たす役割は重要である。 

 事業者が自由で自主的な判断により経済活動を行うことができ，かつ，

事業者間において公正かつ自由な競争が行われるよう環境を整備するこ

とにより，事業者は創意工夫を十分に発揮でき，また，地域内外の消費者

に提供する商品・サービスの質を向上させることができる。これによっ

て，地域の住民の利益が増進するとともに，地域経済を担う事業者の競

争力が向上することを通じて，地域の所得と雇用の水準が高まることに

なる。 

 このため，地域経済の活性化等を目的として地方公共団体が各種の施

策・事業を実施する際には，当該施策・事業が，事業者の自由で自主的な

判断による経済活動を妨げたり，事業者間の公正かつ自由な競争を阻害

したりするおそれはないかなどという観点から検討することが有益であ

る。 

 また，既存の施策・事業が，その後の社会構造や経済情勢の変化によ

り，事業者の自由で自主的な判断による経済活動を妨げたり，事業者間

の公正かつ自由な競争を阻害したりするものとなっていないかなどにつ

いて，不断に見直しを行うことが望ましい。 

(2) 独占禁止法2は，公正かつ自由な競争の促進を直接の目的とし，一般消

費者の利益の確保を究極の目的としている（独占禁止法第１条）。また，

競争政策とは，公正かつ自由な競争を維持・促進することを目的に行わ

れる政策である。 

 公正取引委員会は，公正かつ自由な競争を促進することを任務として，

これまでも国や地方公共団体の規制・制度・施策等が競争促進的なもの

となることを目指し，提言等を行ってきた。 

 このうち，地方公共団体との関係では3，地方公共団体を含む行政機関

1
内閣府（2017）「地域の経済2017-地域の『稼ぐ力』を高める」

2
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）

3
なお，国の行政機関との関係では，公正取引委員会は，規制に係る制度改革に関する提言，
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が実施する行政指導に対する独占禁止法上の考え方について，「行政指

導に関する独占禁止法上の考え方」（平成６年６月）（以下「行政指導ガ

イドライン」という。）を策定したほか，独占禁止法等違反行為の未然防

止を図る観点から，地方公共団体等の調達担当者に対する研修会を開催

するなどしている。また，地方公共団体の活動に係る独占禁止法上及び

競争政策上の問題の有無についての相談にも対応してきており，その中

から地方公共団体等の施策立案の参考になると考えられる事例を「地方

公共団体からの相談事例集」（平成19年６月）（以下「平成19年相談事例

集」という。）として取りまとめ，公表している。これらを通じて，公正

取引委員会は，地方公共団体の活動における独占禁止法上及び競争政策

上の考え方を明らかにしてきている。 

(3) 平成19年相談事例集の公表から約10年が経過した。この間も，地域経

済の活性化に関する議論の高まりや，地方分権改革の進展によって地方

公共団体が地域の実情等に照らして主体的に施策を講じることなどへの

期待に加えて，独占禁止法のコンプライアンス意識の社会的な高まりな

どもあり，地方公共団体からの公正取引委員会に対する相談は引き続き

寄せられている。このことは，地方公共団体における独占禁止法及び競

争政策に対する意識・関心の高さの表れとも考えられる。 

(4) そこで，平成19年相談事例集公表後10年間の事例の蓄積も踏まえ，独

占禁止法及び競争政策に関する地方公共団体の理解を一層深めるため，

今般，「地方公共団体職員のための競争政策・独占禁止法ハンドブック」

を作成し，公表することとした。作成に当たっては，単なる相談事例集の

アップデートではなく，地方行政に携わる職員が施策・事業を検討・実施

するに当たって感じるであろう独占禁止法上及び競争政策上の疑問や懸

念等に対して，手元に置いて日々参照してもらえるよう，地方公共団体

の活動における独占禁止法上及び競争政策上の考え方を示すこととした。 

(5) 独占禁止法及び競争政策の考え方を理解するためには，まずは地方公

共団体の活動が事業者間の競争状況に対してどのような影響を及ぼし得

るかを把握することが重要となる。本ハンドブックでは，事業者間の競

争に影響を及ぼし得る行政機関の活動についての独占禁止法上及び競争

政策上の考え方が示されている「競争評価」と「行政指導ガイドライン」

の活用方法を，地方行政に関する想定事例とともに示している。競争評

価と行政指導ガイドラインの詳細については後述するが，競争評価とは，

国の行政機関において政策評価の一環として規制の新設又は改廃が事業

法令協議や事業所管官庁の政策形成プロセスへの関与等を行っている。
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者間の競争状況に及ぼす影響を把握するために行われているものであり，

行政指導ガイドラインとは，行政指導と独占禁止法との関係を明らかに

した指針である。 

 競争評価と行政指導ガイドラインは，いずれも地方公共団体の活動が

事業者間の競争状況に及ぼす影響を把握するに当たって活用できるもの

であるが，活用される場面は異なっている。例えば，施策・事業の企画・

検討段階において，競争評価を活用して，地方公共団体の活動が事業者

間の競争状況に及ぼす影響を適切に把握するとともに，行政指導ガイド

ラインも活用することで，独占禁止法違反行為を誘発するかどうかを確

認し，独占禁止法に係るコンプライアンス意識を更に高めることができ

ると考えられる。 

(6) 最後に，本ハンドブックを通じて地方行政に携わる職員が独占禁止法

及び競争政策の考え方に触れるとともに，本ハンドブックが今後の地方

行政に活用されることを期待している。また，実際に施策・事業を検討・

実施するに当たって，独占禁止法上及び競争政策上の観点からの疑問や

懸念等があれば，後記の公正取引委員会の窓口に相談していただきたい。 
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２ 本ハンドブックの構成 

本ハンドブックは２部構成となっている。 

まず，第１章では，地方公共団体の活動において留意すべき独占禁止法及

び競争政策に関する事柄について，考え方を整理している。 

第２章では，地方公共団体の活動における独占禁止法及び競争政策に対

する理解をより深める観点から，これまで蓄積された地方公共団体からの

具体的な相談事例に即して，留意すべき独占禁止法及び競争政策の考え方

を示している。 
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第１章 地方公共団体の活動における独占禁止法上及び競争政策上

の考え方 

１ 地方公共団体と独占禁止法及び競争政策の関係 

地方公共団体は，地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割

を広く担っており（地方自治法4第１条の２第１項），当該地域における多

種多様な課題に対処するため，法律の範囲内で条例を制定するほか（憲法第

94条），規則，規程，要綱等を制定し，必要に応じて見直しを行った上，こ

れらに基づき，施策・事業を実施することなどの活動を行っている。 

以下，第１章において，特段の断りがない限り，地方公共団体が制定改廃

する条例，規則，規程，要綱等の成文規範を総称して「条例等」という。 

地方公共団体では，一般に，条例等の制定改廃やその運用の各過程におい

て，憲法，地方自治法を始めとした法令や政策等，様々な観点から検討が行

われている。 

その上で，このような検討を行う場面において，事業者の自由で自主的な

判断による経済活動を妨げたり，事業者間の公正かつ自由な競争を阻害し

たりするおそれがないかなどの観点からも検討し，事業者が競争しやすい

環境を作っていくことは，地域経済の自立的な成長力の向上のためにも有

益である。 

そこで，本ハンドブックでは，地方公共団体が条例等の制定改廃やその運

用の各過程において留意すべき独占禁止法及び競争政策に関する事柄につ

いて，地方公共団体が条例等を制定改廃・運用する場合（後記２）と，自ら

事業者として事業活動を行う場合（後記３）とに分けて，それぞれ検討し，

考え方を整理することとする。 

4
昭和22年法律第67号
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２ 条例等の制定改廃・運用時における独占禁止法上及び競争政策上の考え

方 

(1) 条例等の制定改廃時における競争状況に及ぼす影響のセルフチェック 

ア 条例等の制定改廃時における競争評価の実施 

国の行政機関は，政策評価法5に基づく政策評価の実施が義務付けら

れており，規制の新設又は改廃を行おうとする場合，規制の事前評価

（政策を決定する前に行う政策評価をいう。以下同じ。）の実施が義務

付けられている（政策評価法第９条）。規制の事前評価とは，国民の権

利を制限し，又はこれに義務を課す規制を新設又は改廃する際に発生

する効果や負担を予測・評価するものであるが，そこでは，規制の新設

又は改廃が事業者間の競争状況に及ぼす影響についても，「競争評価」

を用いて，把握することとされている6。 

本ハンドブックでは，競争評価の概要及び「競争評価チェックリスト」

の活用方法を紹介する。競争評価のより効果的な実施方法等，詳細な活

用方法については，本ハンドブックの参考資料６の「規制の政策評価に

おける競争状況への影響の把握・分析に係る事務参考マニュアル」7（以

下「事務参考マニュアル」という。）を参照されたい。 

(ｱ) 競争評価の意義 

規制は，様々な目的を達成するために行政機関が設けるものであ

るが，規制の内容及び程度によっては，事業者の新規参入や事業者の

事業活動が制限等されることで，事業者が提供する商品又は役務の

価格が上昇し，また多様な商品・サービスの供給が制限され，ひいて

はイノベーションの創出までも阻害されるなど，経済的損失を発生

させるおそれもある。また，規制は，一度導入されると，規制の影響

を受ける事業分野によっては，規制の存在が事業活動を行う上で一

定の前提条件となるなど，規制を撤廃することが困難になることが

ある。そのため，規制の新設又は改廃を行おうとする際には，競争評

価を実施し，規制の新設又は改廃が事業者間の競争状況に及ぼす影

響を適切に把握する必要がある8。このようなことから，規制の目的

5
行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号）

6
地方公共団体は政策評価法の適用対象ではなく，競争評価の実施義務を負うものではない

が，「競争評価」は，規制の新設又は改廃が競争状況に及ぼす影響を把握･分析するという点

で，地方公共団体にも有効な視点を提供するものと考えられる。
7
公正取引委員会事務総局（平成29年９月）

8
一般に，規制は，産業の健全な発展等を目的とした経済的規制と，消費者や労働者の安全・
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にかかわらず，規制の新設又は改廃を行おうとする場合には，当該規

制を設けようとする目的を達成する観点からだけではなく，競争評

価を実施し，規制の新設又は改廃が事業者間の競争状況に及ぼす影

響を適切に把握し，可能な限りその影響を小さくすることが重要で

ある。 

なお，「競争評価」の結果によっては，事業者間の競争状況に負の

影響を及ぼし得るものと整理される場合も想定されるが，それに

よって直ちに当該規制の導入が否定されるわけではなく，その整理

の結果を踏まえた上で，競争状況に及ぼす影響を小さくする観点か

ら，導入しようとする規制の内容の再検討を行うことが望ましい。 

(ｲ) 競争評価の手法 

国の行政機関が行う競争評価の手法については，公正取引委員会

が定める手法によることとされており9，公正取引委員会では，平成

29年７月，「競争評価チェックリスト」（後記(ｳ)参照）に加え，「規

制の政策評価における競争状況への影響の把握・分析に関する考え

方について」（以下「競争評価の考え方」という。）を作成し，公表

している（参考資料５参照）。 

なお，事務参考マニュアルでは，例えば，地方公共団体が制定改廃

する条例等，規制の事前評価の実施が義務付けられてはいないもの

についても，事業者間の競争状況に影響を及ぼすことがあり得るた

め，競争評価チェックリストや競争評価の考え方を参考に，競争状況

に及ぼす影響を把握することが推奨されている10。 

(ｳ) 競争評価チェックリストの概要 

規制の新設又は改廃が事業者間の競争状況に及ぼす影響は様々あ

ると考えられるが，競争評価チェックリストでは，競争状況に負の影

響を及ぼすものを，①事業者の数の制限，②事業者の競争手段の制限，

③事業者の競争回避的行動の誘発，④需要者が利用できる情報・選択

健康の確保，環境の保全，災害の防止等を目的とした社会的規制とに分けて考えられることが

多い。社会的規制であっても，経済活動に対する効果や負担を伴う場合や事業者の経済活動に

対する制限の内容や程度によっては，事業者の自由な事業活動を妨げ，新たな事業活動を展開

していくことを困難にするなど，競争状況に影響を及ぼすことがある。
9
「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成19年８月24日政策評価各府省連絡会

議了承，平成29年７月28日一部改正）のⅡ４(2)エ，６頁
10

事務参考マニュアル，３頁
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肢の制限に大別している。 

その上で，競争評価チェックリストは，これら４つの観点から，次

のとおり，具体的な質問を設けている。競争評価は，回答者によって

判断に差が生まれないように，質問項目を規制の内容に基づき外形

的に判断し，「はい」「いいえ」で回答できるようにしている。これ

らの質問に回答することによって，当該規制が事業者間の競争状況

に負の影響を及ぼす可能性があるかを把握することができるように

なっている。 

競争評価チェックリスト（質問項目） 

競争評価チェックリスト 

(1)事業者の数の制限 

問１：規制が，事業活動の要件として許認可等を設定するか。 

問２：規制が，事業者が活動する地理的範囲を制限するか。 

問３：規制が，既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負担さ

せるか，又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できないコストを

発生させるか。 

(2)事業者の競争手段の制限 

問１：規制が，事業者が供給する商品・役務の価格，数量を制限するか。 

問２：規制が，事業者が供給する商品・役務の種類，品質，性能，規格等を制限する

か。 

問３：規制が，事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法，営業の方法，販

売の方法等を制限するか。 

(3)事業者の競争回避的行動の誘発 

問 ：規制が，事業者が供給する商品・役務の価格，数量の具体的な計画や見通し等

の情報を公開することを義務付ける，又は事業者間において当該情報の交換を

促す仕組みを設けるものか。 

(4)需要者が利用できる情報・選択肢の制限 

問 ：規制が，需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

(ｴ) 規制的な内容を含む場合における競争評価チェックリストの活用 

地方公共団体において，住民の権利を制限し又は義務を課すために

は条例を制定することが必要であり（地方自治法第14条第２項），この
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ような規制的な内容を含む条例を制定改廃する場合，その制定改廃過

程において事業者間の競争状況に及ぼす影響という視点から検討を行

うために，前記(ｳ)で紹介した「競争評価チェックリスト」を用いたセ

ルフチェックを行うことが有効である。 

 セルフチェックの結果，前記(ｱ)のとおり，当該規制が事業者間の競

争状況に負の影響を及ぼし得るものとされる場合も想定されるが，そ

れによって直ちに当該規制の導入が否定されるわけではなく，その結

果を踏まえた上で，競争状況に及ぼす影響を小さくする観点から，導入

しようとする規制の内容の再検討を行うことが望ましい。また，このよ

うなセルフチェックは，当該条例の制定改廃過程の適宜の場面におい

て繰り返し実施し，その結果を踏まえて，より事業者間の競争状況に及

ぼす影響を小さくする観点から検討を行うことが望ましい。 

以下では，地方公共団体における競争評価チェックリストの活用方

法について，想定事例11を用いて紹介する。 

なお，競争評価チェックリストは，後記イのとおり，規制的な内容を

含まない条例や条例以外の成文規範の制定等の過程においても，必要

に応じて活用されることが望まれる12。 

想定事例１ 農産物Ａは加工されて商品Ｂとなる。農産物Ａは全国各地

で生産され，産地ごとに特徴を持ち，商品Ｂの特色にもなって

いる。各地の商品Ｂの中でも，Ｐ県産は品質が高く人気があ

り，Ｐ県を代表する特産品である。また，Ｐ県の就業者数に占

める商品Ｂの生産に係る従事者の割合は高く，Ｐ県の産業上

重要な地位を占めている。Ｐ県には，県内に所在する全ての商

品Ｂの加工業者から構成される事業者団体Ｘがある。 

 近年，他県産商品Ｂの品質が向上して販売量を大幅に伸ば

している一方，Ｐ県産の商品Ｂの販売量は減少を続けている。 

 この状況を受け，Ｐ県における本件担当部局は，問題の所在

を確認した結果，Ｐ県産商品Ｂの加工業者ごとに加工及び管

理方法がまちまちであることが品質の不均一を生み，Ｐ県産

11
想定事例１を含め，第１章において紹介する全ての想定事例は飽くまで想定であり，特定の

地方公共団体による施策等を指すものではない。
12

条例自体は規制的な内容を含まない場合であっても，例えば当該条例の下位法令までを含め

てみると規制的な内容を含み得る場合も考えられる。したがって，競争評価の実施対象の選定

に当たっては，このような点にも留意することが望まれる。
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商品Ｂ全体の品質低下につながっていると認識した。その上

で，担当部局は，Ｐ県産商品Ｂの品質を一定水準に保つことが

地域の産業振興や雇用安定等に寄与するものと考えた。そこ

で，Ｐ県産商品Ｂの品質を一定水準以上に保つため，加工・管

理方法に係る基準を策定し，当該基準を満たさない商品は販

売できない旨を条例で定めることを検討している。なお，これ

には事業者団体Ｘのほとんどの構成事業者が賛同している。 

 上記検討内容は，飽くまで本件担当部局における企画段階

のものであるが，本施策案について事業者間の競争状況に及

ぼす影響という観点から留意すべきことはあるか。 

上記想定事例において，本件担当部局は，本条例案の検討を更に進める上で「競

争評価チェックリスト」を用いて，条例案が事業者間の競争状況に及ぼす影響を

把握するためのセルフチェックを実施したところ，次のような結果が得られた。 

観点１：事業者の数の制限                  

（考え方） 事業者の参入・退出は，本来，市場における競争を通じて決められ

るべきものであり，その数を制限するような規制は，市場メカニズム

に直接的な影響を及ぼすものである。 

 規制が事業者の数に影響を及ぼすと考えられる場合，次の問１から

問３のいずれか又は複数の質問に該当し得ると考えられる。 

問１：規制が，事業活動の要件として許認可等を設定するか。        

（考え方） 事業活動の要件として許認可等を設定することは，ある事業者を

他の事業者と比べて優位にすることにつながり，参入障壁となる。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，事業活動の要件として許認可等の設定は予定

されていないことから，本質問には「いいえ」と回答することとな

る。 

 なお，Ｐ県における今後の検討において，仮に商品Ｂの加工に係

る事業活動の要件として許認可等を設定することとなる場合，本質

問には「はい」と回答することとなる。 

問２：規制が，事業者が活動する地理的範囲を制限するか。       

（考え方） 本来自由に商品・役務の取引が可能な場合に，その商品・役務の
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取引を行うことができる地域を制限することは，その地域へ参入し

ようとする者にとって参入障壁となる。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，事業者が活動する地理的範囲を制限すること

は予定されていないことから，本質問には「いいえ」と回答するこ

ととなる。 

 なお，Ｐ県における今後の検討において，仮に商品Ｂの加工業者

の活動する地理的範囲を制限することとなる場合，本質問には「は

い」と回答することとなる。 

問３：規制が，既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負

担させるか，又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できない

コストを発生させるか。 

（考え方） 既存事業者と新規参入者の間で負担するコストが実質的に異な

り既存事業者が費用面で優位となる場合や，新規参入に際して負担

が生じ退出する際に回収できないコストが生じる場合には，新規参

入者が参入するためのコストを高めることから，新規参入者にとっ

て参入障壁となる。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，既存事業者と新規参入者とのコストの差異や

新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できないコストの発

生は予定されていないことから，本質問には「いいえ」と回答する

こととなる。 

 なお，Ｐ県における今後の検討において，仮に新たに策定される

基準に適合させるため，既存の事業者の設備には追加的な要件を課

さないが，新規参入者が設置する設備に何らかの要件を課そうとす

る場合，新規参入者のみがコストを負担することとなることから，

本質問には「はい」と回答することとなる。また，新規参入に際し

て負担が生じ退出する際に回収できないコスト（例えば，加工・管

理方法に係る基準を満たすために用いられ，売却が不可能だったり

他の用途に転用できない機器や設備を導入するコスト）が生じる場

合は，本質問には「はい」と回答することとなる。 

 一方，既存業者と新規参入業者の間にコスト面での非対称性が生

じず，新たに必要となるコストが小さい場合，本質問には「いいえ」

と回答することとなる。 
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観点２ 事業者の競争手段の制限                     

（考え方） 規制により事業者の競争手段が制限されれば，本来は自由な事業者

の行動が制限されることとなる。 

 規制が事業者の競争手段に制限を及ぼすと考えられる場合，次の問

１から問３のいずれか又は複数の質問に該当し得ると考えられる。 

問１：規制が，事業者が供給する商品・役務の価格，数量を制限するか。 

（考え方） 価格競争は，良質・廉価な商品・役務を提供して需要者を獲得す

る競争の中核をなすものであり，また，商品・役務の数量は，価格

を決定する主要因である。よって，価格や数量は事業者にとっての

重要な競争手段である。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，商品Ｂの加工業者が供給する商品Ｂの価格，

数量を制限することは予定されていないことから，本質問には「い

いえ」と回答することとなる。 

 なお，Ｐ県における今後の検討において，仮に商品Ｂのブランド

力を維持するため，商品Ｂの加工業者に対してその供給量を制限す

ることとなる場合，本質問には「はい」と回答することとなる。 

問２：規制が，事業者が供給する商品・役務の種類，品質，性能，規格等を制

限するか。 

（考え方） 規制により事業者が供給する商品・役務の種類，品質，性能，規

格等の競争手段が制限される場合，事業者が多種多様な商品を提供

することができなくなる可能性がある。

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，商品Ｂの品質を一定水準に保つための加工・

管理方法に係る基準を策定し，当該基準を満たさない商品は販売で

きない旨を条例で定めることが検討されていることから，本質問に

は「はい」と回答することとなる。 

問３：規制が，事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法，営業の方

法，販売の方法等を制限するか。 

（考え方） 規制により事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法，

営業の方法，販売の方法等の競争手段が制限される場合，事業者が

多種多様な商品・役務を提供できなくなる可能性がある。 
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（回答及び解説） 

 上記想定事例では，商品Ｂの加工業者が供給する商品Ｂの広告又

は宣伝の方法，営業の方法，販売の方法等を制限することは予定さ

れていないことから，本質問には「いいえ」と回答することとなる。 

 なお，Ｐ県における今後の検討において，仮に商品Ｂの品質維持

の一環として，商品Ｂの広告又は宣伝の方法等を制限することとな

る場合，本質問には「はい」と回答することとなる。 

観点３：事業者の競争回避的行動の誘発               

（考え方） 事業者の競争回避的行動を誘発する規制は，事業者の競争的行動の

意欲を減少させ，商品・役務の価格低下や質の向上といった競争によ

り得られる効果を小さくすることとなる。 

 例えば，事業者間で共有されていない情報について，共有・公開を

求める仕組みを導入する規制は，事業者間での情報交換・行動の予測

を容易にすることで，談合やカルテル等の競争回避的行動を誘発し，

その結果，市場の競争に直接的な影響を及ぼす可能性がある。 

問 ：規制が，事業者が供給する商品・役務の価格，数量の具体的な計画や見

通し等の情報を公開することを義務付ける，又は事業者間において当該情

報の交換を促す仕組みを設けるものか。 

（考え方） 事業者が供給する商品・役務の価格，数量の具体的な計画や見通

し等，事業者にとって現在又は将来の事業活動における重要な競争

手段に具体的に関係する内容の情報のうち，事業者間で把握・認識

されていない情報が事業者間で共有されると，各事業者が競争者の

行動を互いに予測することが容易になり，競争回避的な行動をとる

ことが利益となる場合があることから，競争により得られる効果が

小さくなる可能性がある。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，事業者が供給する商品・役務の価格，数量の

具体的な計画や見通し等の情報を公開することの義務付け等は予定

されていないことから，本質問には「いいえ」と回答することとな

る。 

 なお，Ｐ県における今後の検討において，例えば，商品Ｂのブラ

ンド力の維持・強化のため，商品Ｂの加工業者間で生産数量の計画

を共有する仕組みを設けることとなる場合，本質問には「はい」と

回答することとなる。 
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観点４：需要者が利用できる情報・選択肢の制限           

（考え方） 競争が消費者利益をもたらすためには供給者側だけでなく需要者

側も制約を受けないことが重要である。 

 規制によって需要者が利用できる情報や選択肢が制限される場合，

供給者である事業者は，自らが提供する商品・役務が選択・消費され

る可能性が小さくなることから，新たな商品開発への投資や，現在提

供している商品・役務を改善する意欲を失う可能性がある。 

問 ：規制が，需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

（考え方） 需要者が利用できる情報や選択肢が制限される場合，需要者の意

思決定に悪影響が生じる結果，事業者の競争意欲を減少させる可能

性がある。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，需要者が利用できる商品・役務の情報・選択

肢を制限することは予定されていないことから，本質問には「いい

え」と回答することとなる。 

 なお，Ｐ県における今後の検討において，例えば，需要者の正し

い選択に資する広告の媒体，回数，場所，内容等を制限することと

なる場合，本質問には「はい」と回答することとなる。逆に，例え

ば，事業者に対し，需要者に商品・役務を供給する際の説明義務を

課すこととなる場合，本質問には「いいえ」と回答することとなる。 

結論                                        

（考え方） チェックリストのいずれかの質問に「はい」と回答した場合には，

当該規制は，基本的には「競争状況に負の影響を及ぼす可能性がある」

ものとして整理される。 

（回答及び解説） 

 上記のとおり，セルフチェックの結果，検討段階の現時点では，少な

くとも，観点２の問２（事業者が供給する商品・役務の種類，品質，性

能，規格等を制限するか）に対して「はい」との回答があることから，

本条例案については「競争状況に負の影響を及ぼす可能性がある」も

のと整理されることとなる。 

 この結果から直ちに本条例案の制定が否定されるわけではないが，

本件担当部局においては，事業者間の競争状況に及ぼす影響という観

点から，この結果を分析することが望まれる。その際，商品Ｂの品質を
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一定水準以上に保つ手法に関して，事業者間の競争状況に及ぼす影響

を小さくする観点からは，より事業者の自主性が尊重されるような条

例等を制定することが望ましく，例えば商品Ｂの品質に関する規格を

定めてこれに適合する商品には認証を与えることとするが，当該認証

の取得は事業者の任意とするなど，より事業者が供給する商品・役務

の種類，品質，性能，規格等を制限しない方法について検討を行うこと

が望ましい。 

（注）後記(2)イ(ｴ)（想定事例６）では，上記の競争評価の結果も踏まえて

再検討された企画案に対する行政指導ガイドラインの活用例も紹介して

いる。 

【参考】規制的な内容を含む条例の制定に関する地方公共団体からの相談事例

    第２章 ４

イ 規制的な内容を含まない場合における競争評価チェックリストの活

用 

前記アでは，規制的な内容を含む条例の制定改廃過程において競争

評価チェックリストを活用したセルフチェックを行うことが有効であ

るとして，その活用について紹介した。 

本項イでは，規制的な内容を含まない条例や条例以外の成文規範の

制定改廃時における競争評価チェックリストの活用方法について，想

定事例を用いて紹介する。条例自体は規制的な内容を含まない場合で

あっても，例えば当該条例の下位法令までを含めてみると規制的な内

容を含み得る場合も考えられることから，競争評価チェックリストを

活用したセルフチェックの対象は，前記アの規制的な内容を含む条例

に限ることなく，それ以外の成文規範についても，その制定改廃が事業

者間の競争状況に及ぼす影響を把握することが望ましい。 

 以下では，規制的な内容を含まない条例や条例以外の成文規範の制

定時における競争評価チェックリストの活用方法について，想定事例

を用いて紹介する。 

想定事例２ Ｑ県の立地はＣ事業に適しているといわれているが，こ

れまで大規模な企業の進出はなかった。このため，Ｑ県にお

いてＣ事業に関する担当部局では，地域の産業振興及び雇
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用の確保などを促進する観点から，Ｃ事業に関する企業立

地を促進させるため，指定地区においてＣ事業を新規で営

む企業に対する補助金の交付を内容とする補助事業Ｄの実

施を検討することとした。 

 本件担当部局では，補助事業Ｄを具体化するため，補助金

交付の要件，手続等を規定する要綱案を検討することとし

た。要綱案では，事業期間，交付の対象事業者，補助額を規

定するほか，指定地区付近の住民に対する交通・騒音等の環

境面への配慮の観点から，補助金交付対象事業者に対して，

交付決定後に対象事業者間で，工場の稼働時間帯等の調整

を行うことを要件とすることを検討している。 

 なお，上記検討内容は，飽くまで本件担当部局における企

画段階のものであるが，本施策案について事業者間の競争

状況に及ぼす影響の観点から留意すべきことはあるか。 

上記想定事例において，本件担当部局は，補助事業Ｄに係る要綱案を検討する

上で事業者間の競争状況に及ぼす影響の観点から留意すべき点を確認するため，

「競争評価チェックリスト」を用いて，要綱案が競争状況に及ぼす影響を把握す

るためのセルフチェックを実施したところ，次のような結果が得られた。 

※以下では，各観点及び問における（考え方）の記載は省略する。 

観点１：事業者の数の制限                     

問１：規制が，事業活動の要件として許認可等を設定するか。     

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，事業活動の要件として許認可等を設定するこ

とは予定されていないことから，本質問には「いいえ」と回答する

こととなる。 

 なお，Ｑ県における今後の検討において，仮にＣ事業に係る事業

活動の要件として許認可等を設定することとなる場合，本質問には

「はい」と回答することとなる。 

問２：規制が，事業者が活動する地理的範囲を制限するか。       

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，事業者が活動する地理的範囲を制限すること

は予定されていないことから，本質問には「いいえ」と回答するこ
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ととなる。 

 なお，Ｑ県における今後の検討において，仮に補助事業Ｄに係る

補助金交付の要件が，事業者が活動する地理的範囲を制限すること

となる場合，本質問には「はい」と回答することとなる。 

問３：規制が，既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負

担させるか，又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できない

コストを発生させるか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，既存事業者と新規参入者とのコストの差異は

予定されていないことから，本質問には「いいえ」と回答すること

となる。 

 なお，Ｑ県における今後の検討において，仮に補助事業Ｄに係る

補助金の交付要件として，既存事業者と比べて新規参入者に対して

より大きなコストを負担させることとなる場合，本質問には「はい」

と回答することとなる。 

観点２：事業者の競争手段の制限                  

問１：規制が，事業者が供給する商品・役務の価格，数量を制限するか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，事業者が供給する商品・役務の価格，数量を

制限することは予定されていないことから，本質問には「いいえ」

と回答することとなる。 

 なお，Ｑ県における今後の検討において，仮に補助事業Ｄに係る

補助金の交付の要件が，事業者が供給する商品の価格，数量を制限

することとなる場合，本質問には「はい」と回答することとなる。 

問２：規制が，事業者が供給する商品・役務の種類，品質，性能，規格等を制

限するか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，事業者が供給する商品・役務の種類，品質，

性能，規格等を制限することは予定されていないことから，本質問

には「いいえ」と回答することとなる。 

 なお，Ｑ県における今後の検討において，仮に補助事業Ｄに係る

補助金の交付の要件が，事業者が供給する商品の品質，規格等を制
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限することとなる場合，本質問には「はい」と回答することとなる。 

問３：規制が，事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法，営業の方

法，販売の方法等を制限するか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝

の方法，営業の方法，販売の方法等を制限することは予定されてい

ないことから，本質問には「いいえ」と回答することとなる。 

 なお，Ｑ県における今後の検討において，仮に補助事業Ｄに係る

補助金の交付の要件が，事業者の広告又は宣伝の方法等を制限する

こととなる場合，本質問には「はい」と回答することとなる。 

観点３：事業者の競争回避的行動の誘発               

問 ：規制が，事業者が供給する商品・役務の価格，数量の具体的な計画や見

通し等の情報を公開することを義務付ける，又は事業者間において当該情

報の交換を促す仕組みを設けるものか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，事業者が供給する商品・役務の価格，数量の

具体的な計画や見通し等の情報の交換を促す仕組みを設けることは

予定されていないことから，本質問には「いいえ」と回答すること

となる。 

 なお，Ｑ県における今後の検討において，例えば，補助金交付対

象事業者間で，生産する商品の数量等の具体的な計画や見通し等の

情報交換を促す仕組みを設ける場合，本質問には「はい」と回答す

ることとなる。 

観点４：需要者が利用できる情報・選択肢の制限           

問 ：規制が，需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では，需要者が利用できる商品・役務の情報・選択

肢を制限することは予定されていないことから，本質問には「いい

え」と回答することとなる。 

 なお，Ｑ県における今後の検討において，補助事業Ｄに係る補助

金の交付の要件が，例えば，需要者の正しい選択に資する広告の媒
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体，回数，場所，内容等を制限することとなる場合，本質問には「は

い」と回答することとなる。逆に，例えば，事業者に対し，需要者

に商品・役務を供給する際の説明義務を課すこととなる場合，本質

問には「いいえ」と回答することとなる。 

結論                                        

（回答及び解説） 

上記のとおり，セルフチェックの結果，検討段階の現時点では，全

て「いいえ」と回答された点からは，本要綱案は，基本的には「競争

状況に負の影響を及ぼさない」ものと整理されることとなる。 

 ただし，この結果は，飽くまで本件担当部局における企画段階のも

のであるため，Ｑ県においては，今後も，本要綱案の策定過程の適宜

の場面において，セルフチェックを繰り返し実施し，より事業者間の

競争状況に及ぼす影響を小さくする観点から検討を行うことが望まし

い13。 

【参考】規制的な内容を含まない条例等の制定に関する地方公共団体からの相

談事例 

第２章 ２，３，９

(2) 条例等の制定改廃・運用時における独占禁止法違反行為の誘発の防止 

本項(2)では，条例等，すなわち地方公共団体が制定改廃する条例，規

則，規程，要綱等の成文規範の制定改廃あるいはその運用が，場合によっ

ては，事業者による独占禁止法違反行為を誘発し得る点に着目し，地方公

共団体が事業者の独占禁止法違反行為を誘発しないよう，留意すべき点

について考え方を整理する。 

 国や地方公共団体が条例等を運用するに当たって，例えば，行政需要へ

の機敏な対応，行政の弾力性の確保，行政目的の円滑な達成等のために行

政指導14が行われているが，行政指導の中には，その相手方の独占禁止法

違反行為を誘発し得るものもある。このため，公正取引委員会では，この

13
必要に応じて，行政指導ガイドラインも参照されたい。

14
行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者

に一定の作為又は不作為を求める指導，勧告，助言その他の行為であって処分に該当しないも

のをいう（行政手続法（平成５年法律第88号）第２条６号）。
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ような行政指導と独占禁止法との関係について，「行政指導ガイドライン」

を取りまとめて公表することにより，その考え方を示してきたところで

ある。 

 その上で，行政指導ガイドラインは，飽くまで「行政指導」と独占禁止

法との関係を示したものであるが，ここで示される独占禁止法上の考え

方の枠組みは行政指導に限定されるものではなく，地方公共団体が，事業

者の独占禁止法違反行為を誘発させ得る条例等の法令やその運用とはど

のようなものかを把握する上で，有効な視点を提供するものと考えられ

る。 

ア 行政指導ガイドラインの概要・意義 

行政指導に関して，公正取引委員会では，独占禁止法との関係を取り

まとめた「行政指導ガイドライン」を公表している。 

「行政指導ガイドライン」は，公正取引委員会が行った他の行政機関

との調整事例や独占禁止法違反被疑事件の審査の過程等で認められた

事例を踏まえて，作成されたものである。 

 行政指導ガイドラインは，行政指導が「事業者の参入・退出，商品又

は役務の価格・数量，設備等に直接・間接に影響を及ぼす」場合には，

「その目的，内容，方法等によっては，公正かつ自由な競争を制限し，

又は阻害するとともに，独占禁止法違反行為を誘発する場合さえある」

（「行政指導ガイドラインはじめに」）としている。そして，事業者が

行政指導に従って独占禁止法上問題のある行為を行った場合，「当該行

為について直接法的責任を問われるのは行政指導に従った事業者」で

あることから，行政指導を行う場合には慎重であることを求めている。 

また，行政指導ガイドラインでは，行政指導には，法令（法律，法律

に基づく命令〔告示を含む。〕，条例及び地方公共団体の執行機関の規

則〔規程を含む。〕をいう。以下２(2)において同じ。）に具体的な規

定がある場合と，法令に具体的な規定がない場合とがあり，これを踏ま

えて，行政指導ガイドラインは，法令に具体的な規定のない行政指導に

ついて，その目的，内容，方法によっては，公正かつ自由な競争を制限

し，又は阻害するとともに，その相手方の独占禁止法違反行為を誘発す

る場合，当該行為に対する独占禁止法の適用は妨げられないとの考え

を示している。また，法令に具体的な規定がある行政指導によって誘発

された事業者の行為が独占禁止法違反行為の要件に該当する場合，当

該行政指導の根拠となる法令において独占禁止法の適用を除外する規
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定が定められていない限り15，当該事業者の行為に対する独占禁止法の

適用は妨げられないとの考えも示している。 

なお，前記(1)で述べたとおり，事業者の独占禁止法違反行為を誘発

させ得るか否かは別として，条例等の制定改廃過程において，必要に応

じて，競争評価によるセルフチェックを実施し，事業者間の競争状況に

及ぼす影響を把握することも有効である。 

イ 独占禁止法違反行為を誘発し得る条例等を把握するための行政指導

ガイドラインの活用 

「行政指導ガイドライン」では，行政指導の内容や対象に応じて，①

参入・退出に関する行政指導，②価格に関する行政指導，③数量・設備

に関する行政指導，④営業方法，品質・規格，広告・表示等に関する行

政指導に類型分けをし，それぞれに対する独占禁止法上の考え方を示

している。 

以下では，独占禁止法違反行為を誘発し得る条例等及びその運用を

把握するための行政指導ガイドラインの活用方法について，前記４つ

の類型に即して，想定事例を用いて紹介する。 

(ｱ) 参入・退出に関する条例等の制定改廃・運用における留意点 

公正かつ自由な競争を維持・促進するためには，参入・退出の自由が

保障されている必要があり，行政機関は，法令に具体的な規定がない参

入・退出に関する行政指導により公正かつ自由な競争が制限され，又は

阻害されることのないよう十分留意する必要がある（行政指導ガイド

ライン２(1)）。 

この考え方を基にすると，例えば，次のような事例は，独占禁止法

違反行為を誘発するおそれがある。 

15
特定分野の行為に対して独占禁止法の適用を除外する規定が設けられているものがあり，そ

の根拠規定が独占禁止法自体に定められているもの（独占禁止法第21条〔知的財産権の行使行

為〕，第22条〔一定の組合の行為〕，第23条〔再販売価格維持契約〕）と，個別法に基づくも

の（保険業法第101条，損害保険料率算出団体に関する法律第７条の３，著作権法第95条第13項

及び第97条第４項，海上運送法第28条，道路運送法第18条，航空法第110条等）とがある（17の

法律において24の適用除外制度がある（平成30年12月現在））。なお，独占禁止法の適用除外

規定が定められていたとしても，特定分野の行為に対する独占禁止法の適用が除外されるに

は，所定の手続の完了を要する場合がある。
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想定事例３ Ｅ事業を営むには都道府県知事の許可が必要である。

Ｒ県では，複数の事業者がＥ事業を営んでおり，これら全

ての事業者で構成された事業者団体Ｙがある。近年，事業

者団体Ｙの各構成員の受注は減少傾向にある。その一方

で，他県においてＥ事業を営む事業者のうちの複数が，新

たにＲ県への参入を検討している。 

 このような状況において，事業者団体Ｙは，今般，構成

員の事業の継続や安定した雇用の確保等の観点から，Ｒ

県に対して，今後Ｅ事業への新規参入を認めないこと，ま

た，仮に参入を認めざるを得ない場合であっても，営業の

許可を与えるに当たり，事業者団体Ｙの同意を得るよう

指導することを要望することとした。 

 この要望を受けたＲ県における本件担当部局は，当該

要望を検討した結果，要件を満たした者を不許可とする

ことはできないが，許可に当たり事業者団体Ｙの同意を

得るよう求めることは，Ｒ県内のＥ事業を営む事業者間

の意思疎通が円滑化されることとなり，事業者の受注が

減少傾向にある中，過度の競争を防止することにつなが

り，ひいては地域の産業振興や安定雇用の確保に寄与し

得るのではないかと考えた。そこで，Ｒ県は，許可に当

たっては地域の産業振興や安定雇用の確保に配慮する旨

などを定めた条例を制定し，新規参入者に対するＥ事業

の許可に当たり事業者団体Ｙの同意を得ることを求める

行政指導を行うことを検討している。 

 上記検討内容は，飽くまで本件担当部局における企画

段階のものであるが，本施策案の検討を更に進める上で，

独占禁止法上留意すべきことはあるか。 

（考え方）  

(1) 本想定事例は，Ｒ県が，条例を制定し，Ｅ事業に関する営業

の許可に当たり事業者団体Ｙの同意を得ることを求める行政

指導を行うこととするものである。 

(2) 特定の事業への参入に当たり，当該事業分野の既存事業者若

しくは事業者団体の同意を得ることを求め，又は参入の条件に

ついてこれらのものと調整するよう指導することは，これによ

り，当該既存事業者が共同して，又は事業者団体が，参入の同
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意を拒否することにより新規参入を断念させ，当該事業分野の

事業者の数を制限し，又は参入しようとする事業者の事業活動

を不当に制限する条件を付すことになるおそれがある[行政指

導ガイドライン２(1)①]。そして，事業者又は事業者団体の行

為については，たとえそれが行政機関の行政指導により誘発さ

れたものであっても，独占禁止法の適用が妨げられるものでは

ない[行政指導ガイドラインはじめに]。 

(3) Ｒ県が，Ｅ事業の営業の許可を与えるに当たり，事業者団体

Ｙの同意を得ることを求める指導を行うことは，それによって

事業者団体Ｙが新規参入を求める者への同意を拒否すること

により新規参入を断念させ，当該事業分野においてＥ事業を営

む者の数を制限し，又は事業者団体Ｙへの加入に当たり参入し

ようとする事業者の事業活動を不当に制限する条件を付すと

いった，事業者団体Ｙの独占禁止法違反行為を誘発するおそれ

がある（独占禁止法第８条第１号，第３号，第４号）。 

 さらに，新規参入の可能性が低くなることによって，既存事

業者が新たな競争にさらされる可能性が低くなれば，既存事業

者において良質低廉な商品・役務を供給しようとする経営努力

を行うインセンティブは低くなり，消費者の不利益にもなりか

ねない。 

(4) したがって，Ｒ県における本施策は，地域の産業振興や安定

雇用の確保を目指すものであったとしても，事業者団体Ｙの独

占禁止法違反行為を誘発するおそれがあり，当該行為によって

既存事業者が新たな競争にさらされる可能性が低下し，経営努

力を行うインセンティブが低下すれば，消費者の不利益にもな

りかねない。また，既存事業者と新規参入者との間で新たな競

争を生じさせ，これにより既存事業者において良質低廉な商

品・役務を供給しようとする経営努力を行うインセンティブを

高めることで，公正かつ自由な競争を維持・促進することが，

むしろ消費者の利益の向上や競争力のある地元事業者の育成

にも寄与するものと考えられる。 

【参考】参入・退出に関する地方公共団体からの相談事例   

第２章 １，４，12，13，15
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(ｲ) 価格に関する条例等の制定改廃・運用における留意点 

公正かつ自由な競争を維持・促進するためには，商品又は役務の価格

設定が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり，行政機関は，法

令に具体的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な

競争が制限され，又は阻害されることのないよう十分留意する必要が

ある（行政指導ガイドライン２(2)）。 

この考え方を基にすると，例えば，次のような事例は，独占禁止法違

反行為を誘発するおそれがある。 

想定事例４ Ｓ市は，Ｓ市が設置した音楽ホールを有料で市民等に

貸し出している。Ｓ市が設置した複数の音楽ホールの管

理については，Ｓ市が指定管理者を指定して行わせてい

る。指定管理者が収受する利用料の額については，Ｓ市の

条例で設定された範囲内で，指定管理者の申請に基づき，

Ｓ市の承認を受けた上，決定される。 

 Ｓ市の音楽ホールの指定管理者は，かつては全ての音

楽ホールに同一の者が指定されていた。しかし，現在は，

各ホールの指定管理者は異なり，また，各指定管理者がＳ

市から承認を受けた利用料は異なっているため，音楽

ホールが提供するサービスの程度が同じであっても，そ

れぞれの利用料は異なっている。 

 この状況について，音楽ホールの利用者である市民等

からＳ市に対して，音楽ホールごとに利用料が異なるこ

とに関して，分かりにくい，料金を一律にすべき等の意見

が多数寄せられている。 

 Ｓ市における本件担当部局は，これらの意見を検討し

た結果，各音楽ホールの利用料を統一させるため，条例に

基づきＳ市に利用料案を申請しようとする者に対して，

目安となる具体的な額を示して申請事項である利用料を

指導する，又は申請する利用料案を指定管理者等の間で

調整するよう促すこととし，これにより，各音楽ホールの

利用料を統一させることで，市民等の不満解消や利便性

の向上にも寄与するのではないかと考えた。そこで，利用

料案の申請手続等を定めた要綱を改正し，これに基づき，

申請者に対し行政指導を行うことを検討している 

 上記検討内容は，飽くまで本件担当部局における企画
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段階のものであるが，本施策案の検討を更に進める上で，

独占禁止法上留意すべき点はあるか。 

（考え方） 

(1) 本想定事例は，Ｓ市が，条例に基づき各指定管理者がＳ市に

申請する利用料案を申請者間で統一するため，申請手続等を定

めた要綱を改正して，申請者に対して目安となる具体的な額を

示して申請事項である利用料を指導する，又は申請する利用料

案を申請者間で調整するよう促す指導を行うこととするもの

である。 

(2) 個々の事業者が自主的判断で決めることとされている価格

について事前届出制が採られている場合に，目安となる具体的

な数字を示して届出事項について指導したり，事業者間で調整

をさせたりすることは，それにより，事業者が共同して，届出

事項である価格について決定することになるおそれがある[行

政指導ガイドライン２(2)⑤]。そして，事業者又は事業者団体

の行為については，たとえそれが行政機関の行政指導により誘

発されたものであっても，独占禁止法の適用が妨げられるもの

ではない[行政指導ガイドラインはじめに]。 

(3) 現状，Ｓ市において指定管理者が収受する利用料については，

指定管理者が条例で設定された範囲内で自主的な判断により

決定した利用料案をＳ市に申請し，承認を得ることで決定され

ているが，Ｓ市が検討している施策は，指定管理者が申請する

利用料案の目安となる具体的な額を示したり，又は指定管理者

間で申請する利用料案を調整するよう指導するものである。こ

うしたＳ市の施策によって，指定管理者間で話し合うなどして，

申請する利用料案を決定するといった，指定管理者の独占禁止

法違反行為を誘発するおそれがある（独占禁止法第３条）。 

 個々の指定管理者が申請する利用料案を統一することは，い

ずれの音楽ホールも同じ利用料となる点で利用者の利便が図

られるようにも見えるが，他方，それによって，個々の指定管

理者による利用料案や提供するサービスの内容等の設定に係

る創意工夫の発揮が妨げられるほか，指定管理者が共同して申

請する利用料案を決定することとなれば，例えば利用料が条例

の上限額に高止まりするなど，かえって利用者の不利益にもな

りかねない。  
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(4) したがって，Ｓ市における本施策は，市民等の不満解消や利

便性の向上を目指すものであったとしても，指定管理者の独占

禁止法違反行為を誘発するおそれがあり，当該行為によって指

定管理者の創意工夫の発揮が妨げられることとなれば，消費者

の不利益にもなりかねない。また，条例の範囲内で設定される

利用料について，例えば，利用料の設定に係る指定管理者の自

由度を担保した上で，同程度のサービスを提供する音楽ホール

間の差が小さくなるよう利用料の審査基準をより明確にする

など，公正かつ自由な競争を維持・促進する他の方法を検討す

ることが，利用者の利益になると考えられる。 

【参考】価格に関する地方公共団体からの相談事例   

第２章 ５，６，７，８，14 

(ｳ) 数量・設備に関する条例等の制定改廃・運用における留意点 

公正かつ自由な競争を維持・促進するためには，数量・設備に関する

事業活動が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり，行政機関

は，法令に具体的な規定がない数量・設備に関する行政指導により公正

かつ自由な競争が制限され，又は阻害されることのないよう十分留意

する必要がある（行政指導ガイドライン２(3)）。 

この考え方を基にすると，例えば，次のような事例は，独占禁止法違

反行為を誘発するおそれがある。 

想定事例５ Ｔ県で産出される農産物Ｆを加工した商品Ｇは，Ｔ県

を代表する特産品として，全国各地で販売されている。ま

た，Ｔ県の就業者数に占める農産物Ｆ及び商品Ｇの生産・

加工の従事者の割合は高く，農産物Ｆ及び商品ＧはＴ県

の産業上重要な地位を占めている。 

 近年，Ｔ県では，農産物Ｆの生産量は横ばい傾向にある

が，商品Ｇの販売量は減少傾向にあることに対して，Ｔ県

の本件担当部局は，商品Ｇの販売量の減少には，商品Ｇの

品質の低下が影響していると考えた。 

 その上で，本件担当部局は，Ｔ県における農産物Ｆ及び

商品Ｇの重要性に鑑みると，今後は県が農産物Ｆ及び商

品Ｇの生産・加工・販売の各数量の管理に関与すること
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が，商品Ｇの販売量の増加につながり，地域産業の振興や

安定雇用の確保に寄与するものと考えた。そこで，Ｔ県

は，条例を制定して，①Ｔ県は農産物Ｆ及び商品Ｇの生

産・加工・販売事業に関する基本計画を毎年策定し，商品

Ｇの品質を維持するために適正と考えられる農作物Ｆ及

び商品Ｇの生産・加工・販売数量を定めること，②農産物

Ｆの生産者及び商品Ｇの加工・販売事業者は，それぞれ生

産・加工・販売を行う数量に関して実施計画を立て，それ

をＴ県知事に提出すること，③Ｔ県知事は，県が定めた基

本計画に照らして，必要に応じて，実施計画に記載の生

産・加工・販売の各数量について助言又は勧告を行うこと

を検討している。 

 上記検討内容は，飽くまで本件担当部局における企画

段階のものであるが，本施策案の検討を更に進める上で，

独占禁止法上留意すべきことはあるか。 

（考え方） 

(1) 本想定事例は，Ｔ県が，条例を制定し，農産物Ｆ及び商品Ｇ

の生産・加工・販売に関する基本計画を策定し，県内の農産物

Ｆ及び商品Ｇの生産・加工・販売事業者にそれぞれ生産等を行

う数量に関して実施計画を立てさせてこれを知事に提出させ，

個々の事業者が定める実施計画に記載された生産・加工・販売

の各数量について指導又は勧告を行うこととするものである。 

(2) 個々の事業者が自主的判断で決定することとされている生

産・販売数量，輸入・輸出数量，設備の新増設等について事前

届出制が採られている場合に，具体的な目安を示して届出事項

について指導したり，事業者間又は事業者団体で調整をさせた

り，事業者団体に一括して届出をさせたり，事業者団体を経由

して届出をさせることは，それにより，事業者が共同して，又

は事業者団体が，届出事項である数量等について決定すること

になるおそれがある[行政指導ガイドライン２(3)⑥]。そして，

事業者又は事業者団体の行為については，たとえそれが行政機

関の行政指導により誘発されたものであっても，独占禁止法の

適用が妨げられるものではない[行政指導ガイドラインはじめ

に]。 

(3) 現状，Ｔ県において農産物Ｆ及び商品Ｇの生産・加工・販売
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の各数量については，各事業者が自主的な判断で決定すること

ができるにもかかわらず，個々の事業者に対してそれぞれ生

産・加工・販売を行う各数量に関する実施計画を定めさせてこ

れを提出させ，Ｔ県が定める基本計画に照らして，必要に応じ

て当該実施計画に記載された生産・加工・販売の各数量につい

て助言及び勧告する仕組みを設けることは，それにより，農産

物Ｆ及び商品Ｇの各事業者が，Ｔ県が基本計画で示す適正な生

産等の数量を踏まえ，それぞれ話し合うなどして，提出する実

施計画の各数量を決定したり，実施計画に従って事業活動を行

うことを決定するといった，当該事業者の独占禁止法違反行為

を誘発するおそれがある（独占禁止法第３条）。 

 また，事業者の生産・加工・販売の各数量は，本来事業者が

自らの判断で自由に決定するものであるが，これについてＴ県

が事業者にその実施計画を作成・提出させ，さらにＴ県知事が

実施計画に記載の生産・加工・販売の各数量について助言又は

勧告を行うこととなれば，事業者の自主的な創意工夫の発揮を

妨げ，良質廉価な商品供給のための経営努力も行われなくなり，

品質低下や販売価格の高止まりを招くなど，かえって消費者の

不利益にもなりかねない。 

(4) したがって，Ｔ県における本施策は，地域産業の振興及び安

定雇用の確保を目指すものであったとしても，事業者の独占禁

止法違反行為を誘発するおそれがあり，当該行為によって農産

物Ｆ及び商品Ｇの各事業者の創意工夫の発揮が妨げられるこ

ととなれば，消費者の不利益にもなりかねない。また，例えば，

商品Ｇの販路開拓を支援することによって事業者の創意工夫

をより促すなど，本施策の目的（商品Ｇの販売量の増加）を実

現する方法について，公正かつ自由な競争を維持・促進する他

の方法を検討することが，競争力のある地元事業者の育成にも

寄与するものと考えられる。 

(ｴ) 営業方法，品質・規格，広告・表示等に関する条例等の制定改廃・運

用における留意点 

営業方法，品質・規格，広告・表示等は，事業者が創意工夫を発揮し

て行う重要な競争手段であり，行政機関は，法令に具体的な規定がない

営業方法，品質・規格，広告・表示等に関する行政指導により，これら

の事項についての事業者の活動が不当に制限され，公正かつ自由な競
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争が制限され，又は阻害されることのないよう十分留意する必要があ

る（行政指導ガイドライン２(4)）。 

この考え方を基にすると，例えば，次のような事例は，独占禁止法違

反行為を誘発するおそれがある。 

想定事例６ 想定事例１（前記２(1)ア(ｴ)参照）において，商品Ｂの

品質を一定水準以上に保つ手法として，加工・管理方法に

適合しない商品は販売できない旨を条例で定めることを

検討をしていたが，競争評価を実施した結果，「競争に負

の影響を及ぼす可能性がある」と整理されたことを受け，

本件担当部局は，この結果を分析し，施策案の内容を再検

討した。その結果，品質を一定水準以上に保つ仕組みは必

要だが，その手法については，規制による遵守の強制では

なく，より事業者の自主性を尊重することが重要と認識

した。 

 そこで，本件担当部局では，商品Ｂの品質に関して望ま

しい水準を定める規格を設けて，当該規格に適合する商

品にはＰ県が認証を与えることとし，規格への適合審査

を行う者の要件も含めて，これらを条例で定めることを

検討している。 

 その上で，本件担当部局では，Ｐ県産商品Ｂの品質を早

期に向上させることが販売量の増加につながると考え，

認証の取得は事業者の任意ではあるが，多くの事業者に

早期の認証の取得を促したいと考えている。そこで，本条

例の施行に合わせて認証手続を定める要綱を制定し，県

内の全ての商品Ｂの加工業者から構成される事業者団体

Ｘに対して，要綱に基づき，早期の認証の取得を促すため

の行政指導を行うことを検討している。 

 上記検討内容は，飽くまで本件担当部局における企画

段階のものであるが，本施策案の検討を更に進める上で，

独占禁止法上留意すべきことはあるか。

（考え方） 

(1) 本想定事例は，Ｐ県が，品質を一定水準以上に保つために定

める商品の規格について，その認証の取得は事業者の任意であ

るが，早期の認証の取得を促すために，要綱を制定し，事業者
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団体に対して行政指導を行うこととするものである。 

(2) 商品の生産若しくは流通又は役務の供給の合理化のために，

行政機関が品質・規格等に関して，具体的に制限したり，事業

者又は事業者団体に対して標準化を図るよう指導することは，

原則として，独占禁止法との関係において問題となるものでは

ないが，当該行政指導を受けて事業者が共同して，又は事業者

団体が決定した基準等が，需要者の利益を不当に害し，又は構

成事業者等にその遵守を強制するものであれば，事業者又は事

業者団体の当該基準等の決定は独占禁止法上問題となること

から，行政機関は，この点に十分留意する必要がある[行政指導

ガイドライン２(4)]。そして，事業者又は事業者団体の行為に

ついては，たとえそれが行政機関の行政指導により誘発された

ものであっても，独占禁止法の適用が妨げられるものではない

[行政指導ガイドラインはじめに]。 

(3) 品質を一定水準以上に保つために定める認証について，その

取得は事業者の任意である場合に，Ｐ県が事業者団体Ｘに対し

て，その早期の取得を促すための行政指導を行うことは，原則

として独占禁止法との関係で問題となるものではない。 

 しかしながら，Ｐ県が，事業者の任意である認証の取得につ

いて，事業者団体Ｘに対し，早期の取得を促すための行政指導

を行うことによって，例えば，当該行政指導を受けた事業者団

体Ｘが，全ての構成事業者が認証を早期に取得する旨を決定し，

当該決定に基づき，認証の取得を希望しない構成事業者にその

取得を求め，取得しない構成事業者に対しては事業者団体から

の脱退を勧告するなど，その遵守を強制することによって当該

構成事業者の事業活動に関して制限を加え，公正かつ自由な競

争を阻害することとなれば，事業者団体Ｘによる当該行為は独

占禁止法上問題となるおそれがある（独占禁止法第８条第４

号）。 

(4) したがって，Ｐ県における本施策は，原則として独占禁止法

との関係で問題となるものではないが，当該行政指導によって，

事業者団体Ｘによる構成事業者の事業活動を制限する行為が

誘発された場合には，事業者団体Ｘによる当該行為は独占禁止

法上問題となるおそれがある。このため，当該行政指導の実施

に当たり，例えば，事業者団体Ｘに対して，飽くまで認証の取

得は事業者の任意であるが，個々の事業者にとって認証取得が
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有効であること等を説明した上で，構成事業者の自主的な取組

を促すなど，当該行政指導の実施においても，公正かつ自由な

競争が維持・促進されることに留意することが，競争力のある

地元業者の育成に寄与するものと考えられる。 

【参考】営業方法，品質・規格，広告・表示等に関する地方公共団体からの相談

事例   

第２章 ２，３，16 
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３ 事業者として事業活動を行う場合における独占禁止法上の考え方 

地方公共団体は，前記１のとおり，条例等を制定改廃・運用するだけでは

なく，自ら事業者として事業活動を行う場合もある。 

独占禁止法で禁止されている行為（私的独占，不当な取引制限，不公正な

取引方法）を行うことで，排除措置命令や課徴金納付命令等の行政処分等の

対象となる主体は「事業者」である。事業者とは，「商業，工業，金融業そ

の他の事業を行う者」（独占禁止法第２条第１項）であり，「その他の事業」

について，判例によれば，「なんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付

を反復継続して受ける経済活動を指し，その主体の法的性格は問うところ

ではない」16。したがって，地方公共団体が事業活動を行うに当たっては，

地方公共団体も独占禁止法の適用を受ける事業者に該当し得ることから，

この点を十分留意する必要がある17。 

事業者として地方公共団体が事業活動を行う際に留意すべき独占禁止法

上の問題については，公正取引委員会ホームページ（https://www.jftc.go.

jp/）に掲載されている各種情報（独占禁止法に関する一般的なＱ＆Ａが掲

載されている「よくある質問コーナー」，事業者からの相談事例をまとめた

「相談事例集」等）や，本ハンドブックの末尾に「参考資料」として掲載し

た，独占禁止法に関するパンフレット等を参照されたい。 

【参考】事業者としての地方公共団体に関する相談事例   

第２章 10 

16
都営芝浦と

、
畜場事件（最高裁平成元年12月14日第一小法廷判決，民集43巻12号2078頁）

17
本ハンドブックでは詳述していないが，このほか，地方公共団体が事業者として自ら事業を

行う場合には，「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の

是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)についても十分留意する必要がある。消費

税転嫁対策に関する情報については，公正取引委員会ホームページに詳しい資料の掲載がある

（https://www.jftc.go.jp/tenkataisaku/index.html）。
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第２章 地方公共団体からの相談事例集 

平成19年相談事例集の公表後も，地方公共団体からの独占禁止法上及び

競争政策上の疑問や懸念に関する相談が寄せられている。 

ここでは，これまでに蓄積された事例の中から，複数の地方公共団体から

同様の相談が寄せられている事例や，独占禁止法及び競争政策の観点から

の関心が高いと考えられる事例等を選定して掲載している。これに加えて，

平成19年相談事例集の中から，本相談事例集に収録することが有用と考え

られる事例についても，必要に応じて修正した上で，掲載している。 

なお，本事例集では，相談内容等を一部加工している。
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〔条例等の制定〕 

（災害対策①） 

１ 事業者団体との間で締結する物資供給に係る災害協定について 

災害発生時の簡易ベッドの供給事業者の決定に関して，県が，事業者団体から

あっせんされた事業者と個別交渉の上で随意契約を締結する旨を県が事業者団

体と締結する災害協定において規定することは，独占禁止法との関係で問題と

はならない。 

１ 相談の要旨 

(1) Ａ県では，災害発生時の必要物資の円滑な調達を目的に，災害発生時に県

が指定する避難所に設置する簡易ベッドの調達について，県内の簡易ベッ

ドの供給事業者によって構成される事業者団体との間で，災害協定を締結

することを検討している。 

(2) 本災害協定においては，簡易ベッドの供給事業者の決定について，そこに

至る方法を含め，次のとおり規定することを検討しているが，独占禁止法

上及び競争政策上問題ないか。 

ア 災害対策基本法が規定する災害が発生した場合に，災害協定に基づき，

Ａ県は，事業者団体に対して，県が指定する避難所ごとに必要な簡易ベッ

ドの数量を伝達し，避難所ごとに供給可能な事業者のあっせんを要請す

る。 

イ 事業者団体は，構成事業者の中から，供給先となる避難所から構成事業

者の事業所までの距離が最も近い者であって必要な供給能力を有する者

を，当該構成事業者の承諾を得た上で，県にあっせんする。あっせんし

た構成事業者の供給能力を超える数量が必要とされる場合には，避難所

からの距離が次に近い者から順に，必要数量に達するまで，あっせんす

る。 

ウ Ａ県は，あっせんされた事業者との間で個別に供給価格や数量等を交

渉の上，随意契約を締結する。 

(3) Ａ県は，事業者団体に加盟していない事業者に対しても，必要に応じて，

簡易ベッドの供給を要請することとしている。 
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Ａ 県 

①災害協定

の締結 

簡易ベッド
供給事業者

簡易ベッド
供給事業者

簡易ベッド
供給事業者

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，災害発生時の必要物資の円滑な調達を目的に，各避難所に設置す

る簡易ベッドの供給事業者の決定に関して，県が事業者団体との間で締結

する災害協定において，構成事業者の中から事業者団体があっせんした者

との間で個別に価格等の交渉を行った上で随意契約を締結する旨を規定す

るものである。 

(2) 一般に，行政機関が，法令に則り，どのように調達を行うかは，独占禁止

法上の問題ではなく，その調達に係るルールの策定も含め，当該行政機関

の判断に委ねられている。 

 一方で，事業者団体の活動において，事業者団体が，構成事業者が供給

する価格を決定し，供給する商品の数量を制限し，構成事業者間で受注を

配分し，事業者団体への加入を不当に制限し，又は事業者団体においてあ

る事業者を不当に差別的に取り扱うほか，構成事業者が，構成事業者間に

おいて提供する役務の価格を決定し，供給する商品の数量を制限し，又は

受注を配分するなどにより，事業者間の競争を制限し，又は阻害するおそ

れがある場合には，当該事業者団体又は構成事業者による行為は，独占禁

止法上問題となるおそれがあり（独占禁止法第３条，同第８条第１号，第

３号，第４号及び第５号，同第19条〔一般指定第５項〕等），それが行政機

関が実施する施策により誘発されたものであっても，独占禁止法の適用が

妨げられるものではない（行政指導ガイドラインはじめに）。 

事業者団体 

②災害

発生

避 

難 

所 

⑤承諾
④Ａ県への 

あっせん

の照会 

③必要物資を

供給可能な

事業者の要

請

⑥事業者

のあっ

せん

⑤④

⑧配送・・・ ・・・

⑦価格・数量

等の交渉，

随意契約の

締結

⑦
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(3) Ａ県が，本協定において簡易ベッドの供給事業者の決定方法をどのよう

に規定するかについては，独占禁止法上の問題ではなく，法令に則った上

でのＡ県の判断に委ねられている。 

 その上で，本協定においては，Ａ県による簡易ベッドの供給事業者の決

定は随意契約の方法によるとしているが，その過程において，Ａ県は，随

意契約の相手方となり得る事業者について事業者団体から適当な構成事業

者のあっせんを受けるとされているところ，事業者団体によるあっせん者

の決定は，供給先となる避難所からの距離という客観的な基準によって行

われる上，あっせんされた者とＡ県との間においては，個別に供給価格や

数量等の交渉が行われ，条件が合致した場合に随意契約が締結されるもの

であることに加え，Ａ県は，事業者団体に加盟していない事業者に対して

も必要に応じて供給を要請することとしている。これらのことからすれば，

本協定における供給事業者の決定方法について，独占禁止法との関係で問

題とはならない。 

なお，事業者団体においては，例えば，収集した構成事業者の個々の供給

能力等の情報について，他の構成事業者に提供したり，構成事業者間で共有

されたりすることがないよう留意する必要がある。また，当該事業者団体が，

その構成事業者が供給する価格を決定18し，供給する商品の数量を制限し，

構成事業者間で受注を配分し，当該事業者団体への加入を不当に制限し，又

は当該事業者団体において特定の事業者を不当に差別的に取り扱うなどに

より，事業者間の競争を制限するなどの場合には，当該事業者団体の行為は

独占禁止法上問題となるおそれがあり，また，その構成事業者間において，

提供する役務の価格を決定し，供給する商品の数量を制限し，又は受注を配

分するなどにより，事業者間の競争を制限するなどの場合には，当該構成事

業者の行為は独占禁止法上問題となるおそれがある。 

３ 結論 

災害発生時に避難所に設置する簡易ベッドの供給事業者の決定に関して，

県が，事業者団体が構成事業者の中からあっせんした事業者との間で，個別に

価格・数量等を交渉した上で随意契約を締結する旨を県が事業者団体との間

で締結する災害協定において規定することは，独占禁止法との関係で問題と

はならない。 

18
「決定」とは，明示的に決定し，又は合意することだけをいうのではなく，暗黙の了解又は

共通の意思が形成されることも含まれる。
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【参考】 公正取引委員会事務総局は，東日本大震災の発生を受けて，平成 23

年３月 18 日，「被災地への救援物資配送に関する業界での調整につい

て」19を公表している。その内容は以下のとおり。 

また，公正取引委員会は，「震災等緊急時における取組に係る想定事例

集」20（平成24年３月）を公表しているので，必要に応じて参照いただき

たい。 

19
「被災地への救援物資配送に関する業界での調整について」（平成23年３月18日） 

https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/110318busshi.html
20

https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/index_files/souteijirei.pdf

 今回の地震は前例のない大規模なものであり，その被害は広範囲に及

び，被災地は必要な様々な物資が供給されにくい困難な状況に置かれて

います。 

 このような緊急の状況に対処し，被災地に円滑に物資を供給するた

め，関係事業者が共同して，又は関係団体において，配送ルートや配送

を担当する事業者について調整することは，(1)被災地に救援物資を円

滑に輸送するという社会公共的な目的に基づくものであり，(2)物資の

不足が深刻な期間において実施されるものであって，かつ，(3)特定の

事業者に対して差別的に行われるようなおそれはないと考えられるこ

とから，独占禁止法上問題となるものではありません。 
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〔条例等の制定〕 

（環境対策①） 

２ 県が事業者と営業時間短縮等に係る協定を結ぶことについて 

県が，温室効果ガス排出量抑制のための取組として，条例に基づき，24時間営業

等事業者との間で，個別に営業時間短縮のための自主的な努力に係る協定を結

ぶことは，合意の得られた事業者ごとに個々に締結されるものであり，営業時間

の短縮以外の取組も選択肢として予定されており，事業者の活動を制限すると

まではいえないことから，独占禁止法との関係で問題とはならない。 

１ 相談の要旨 

Ｂ県では，地球温暖化対策に関する意見を県民から募ったところ，深夜営業

店の必要性について疑問の声が多数寄せられた。しかし，県が営業時間の短縮

を内容とする営業規定を設けることは難しいと判断し，現在検討中の条例案

の中で，県は，温室効果ガス排出抑制の観点から，終日営業を行う店舗並びに

自動販売機の設置及び管理事業者（以下「24時間営業等事業者」という。）と，

店舗の営業時間又は自動販売機の稼働時間の短縮等に関する協定を締結する

よう努める旨の規定を設ける予定であるが，この案について独占禁止法上及

び競争政策上問題ないか。 

 なお，合意の得られた事業者１社ごとに１件の協定を締結することを予定

しており，事業者団体が協定の当事者となることや，１件の協定に複数の事業

者が連名で協定の当事者となることはない。さらに，この協定は，温室効果ガ

ス排出の抑制を目的としているので，営業時間の短縮が困難な場合でも，例え

ば，照明のエネルギーの効率化等，温暖化防止の取組に係る協定の締結や，こ

の条例をきっかけに，温暖化対策について，各事業者との話合いの場を持つこ

とができれば有意義であると考えている。 
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①Ａ県と各事業

者は個別に協定

を締結 

Ｂ 県 

24時間営業
等事業者 

24時間営業
等事業者 

Ｂ県と各事業者

は個別に協定を

締結 

24時間営業
等事業者               ･･･          ･･･ 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，温室効果ガス排出量の抑制を図るために，条例に基づき，Ｂ県が

24時間営業等事業者との間で，営業時間短縮のための協定を締結するもの

である。 

(2) 営業時間は事業者にとって重要な競争手段の一つであり，各事業者が自

らの経営戦略の中で自主的に判断することができる。行政機関が，法令に

具体的な規定がない営業時間（営業方法）に関する行政指導を行うことに

より，営業時間（営業方法）に関する事業者の活動が不当に制限され，公正

かつ自由な競争が制限され，又は阻害される場合には，事業者のサービス

の向上のインセンティブを失わせることとなるため，こうした弊害が生じ

ることのないよう十分留意する必要がある（行政指導ガイドライン２(4)）。 

  なお，本協定の締結を契機として，競争を回避することを目的として，事

業者間又は事業者団体で深夜営業を行う店舗数を制限することなどの営業

時間に関する調整が行われるなど，事業者間の競争が制限されるなどの場

合には，当該事業者又は事業者団体の行為は独占禁止法上問題となるおそ

れがある（独占禁止法第３条，同第８条第１号，第３号，第４号）。これが

行政機関が実施する施策により誘発されたものであっても，独占禁止法の

適用が妨げられるものではない（行政指導ガイドラインはじめに）。 

(3) 本件において，Ｂ県が，条例に基づき 24 時間営業等事業者との締結を予

定する協定は，個別事業者ごとに合意の得られた相手方と個々に締結する

ものであり，協定の内容については，営業時間等の短縮に限らず，営業時間

１か月で合計○時

間の営業時間の短

縮 

営業時間の短縮は困難であ

るため，店内の照明器具を省

エネルギー製品に転換 



- 41 - 

等の短縮が難しい場合には，照明のエネルギーの効率化等，他の温暖化防

止に係る取組を内容とすることも選択肢として予定されていることからす

れば,事業者の活動を制限するとまではいえず，独占禁止法との関係で問題

とはならない。

３ 結論 

本協定は，条例に基づき，地球温暖化対策の見地から，営業時間短縮のため

の自主的な取組に関して，県が個別事業者ごとに合意の得られた相手方と

個々に締結し，営業時間の短縮以外の取組も選択肢として予定されているも

のであり，事業者の活動を制限するとまではいえないことから，独占禁止法と

の関係で問題とはならない。 
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事業者 

Ｃ 県 

事業者 

①適正な表示について

の認定基準の策定 

④認定基準に適

合した適正な

表示で販売 

消  費  者 

③認定マークの付与及

びＣ県のホームペー

ジで店舗名の公表

④認定基準に適

合した表示を

せずに販売 

②申請 

②申請 

〔条例等の制定〕 

（流通・取引対策①） 

３ 県によるガソリン小売価格表示を推奨するための認定制度の策定等につい

て 

県が，ガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示の適正化を推進するた

め，一定の基準を設定し，これに合致する事業者を県が認定してその店舗名を公

表することは，消費者に対してガソリンスタンドに関する合理的な選択を行う

ための必要な情報を与えることとなり，それによってガソリンスタンド間の競

争を促進させることにつながり，消費者の利益にもなるものと考えられる。 

１ 相談の要旨 

 Ｃ県では，県内のガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示の適正

化を推進するため，事業者の申請を受けて，県が設ける販売価格の表示に関す

る基準に基づき，当該基準に適合する事業者を認定して認定マークを付与す

るとともに，当該事業者が運営する店舗名をＣ県のホームページ上で公表し，

当該基準に適合しない事業者には認定マークを付与しないことを検討してい

る。なお，販売価格の表示に関する基準は公表する予定だが，具体的な内容に

ついては検討中である。 

 この施策を講じることについて，独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，ガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示の適正化を推
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進するために，県が設ける基準に合致する事業者に対して，県が認定マーク

を付与するとともに，その店舗名を公表するものである。 

(2) 一般に，行政機関が実施する施策において，その方法等をどのように定め

るかは，独占禁止法上の問題ではなく，当該施策の政策目的に基づく当該行

政機関の判断に委ねられている。しかし，当該施策の制度設計や運用の方法

によって特定の事業者が競争上著しく有利又は著しく不利になる場合には，

市場における競争をゆがめ，その結果，価格やサービス面で消費者の不利益

にもなりかねない。 

(3) 本件において，Ｃ県は，ガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示

の適正化の推進を目的に，県が設ける基準に合致する事業者に対して県が認

定マークを付与するとともに店舗名を公表することを検討しているが，その

実施方法等をどのように定めるかは，独占禁止法上の問題ではなく，当該施

策の政策目的に基づくＣ県の判断に委ねられている。 

 その上で，Ｃ県が，表示に関して基準を設けて適合する事業者に対して認

定マークを付与し，店舗名を公表することは，消費者に対してガソリンスタ

ンドに関する合理的な選択を行うための必要な情報を与えることとなり，そ

れによってガソリンスタンド間の競争を促進させることにもつながり，消費

者の利益にもなるものと考えられる。 

３ 結論 

 県が，ガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示の適正化を推進す

るため，あらかじめ設けた基準に基づき，これに合致する事業者を認定して店

舗名を公表することは，消費者に対してガソリンスタンドに関する合理的な

選択を行うための必要な情報を与えることとなり，それによってガソリンス

タンド間の競争を促進させることにもつながり，消費者の利益にもなるもの

と考えられる。 
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〔条例等の制定〕 

（中小企業振興①） 

４ 建設工事の受注事業者に対する地元業者の下請利用の義務付けについて 

市が，競争入札の実施に当たって，一定の条件を付すこと自体は，独占禁止法上

の問題ではないが，一般的な要請を超えて，建設工事の受注事業者に対して下請

発注時に地元業者の利用を義務付けることは，受注事業者の自由な事業活動を

制限することとなるほか，地元業者と地元業者以外の事業者との競争が失われ

ることにより，地元業者の競争力を弱め，かえって地元業者の健全な育成を阻害

するおそれがあることに留意する必要がある。 

１ 相談の要旨 

Ｄ市は，市内の建設業者で構成する事業者団体から受けた要望において，近

年公共工事の発注金額が減少傾向にあり，地元の中小建設業者の受注機会を

確保するため，Ｄ市発注の建設工事において受注事業者が工事を下請発注す

る場合，地元業者を優先させた発注を行うよう求められている。 

 当該要望を受けて，Ｄ市では，地元業者の受注機会の確保を目的に，一般競

争入札の方法により発注する建設工事の受注事業者に対し，工事を下請発注

する場合における地元業者の利用を義務付け，その旨を条例に規定すること

を考えているが，独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，Ｄ市が，地元の中小建設業者の受注機会の確保を図るため，条例

において，一般競争入札の方法により発注する建設工事の受注事業者に対し

地元業者の下請利用を義務付けるというものである。 

(2) 一般に，行政機関が，法令に則り，どのように入札を行うかは，独占禁止

法上の問題ではなく，当該行政機関の判断に委ねられている。 

(3) 本件は，地元の中小建設業者の受注機会の確保という目的の下，一般競争

入札の方法により発注する建設工事の受注事業者の下請利用を地元業者に

限定するものであり，このような要件の設定自体は独占禁止法上の問題では

ない。 

 その上で，Ｄ市が，受注事業者に対して，下請発注する事業者を地元業者

に限定させるに当たって，受注業者に対する一般的な要請によって行う場合

には，地元業者も含めてどの事業者に発注するかについては，当該受注事業

者の自主的な判断に委ねられるが，一般的な要請を超えて受注事業者に対し

て地元業者の下請利用を義務付ける場合には，受注事業者は，下請発注する
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事業者を自由に決定することができず，当該受注事業者の自由な事業活動を

制限することとなる。また，受注事業者に対して地元業者の下請利用を義務

付けることによって，地元業者と地元業者以外の事業者との競争が失われる

ことにより，地元業者の競争力を弱め，かえって地元業者の健全な育成を阻

害するおそれもある。 

３ 結論 

市が，競争入札の実施に当たって，一定の条件を付すこと自体は，独占禁止

法上の問題ではないが，一般的な要請を超えて，一般競争入札の方法により発

注される建設工事の受注事業者に対して，下請発注時における地元業者の利

用を義務付ける旨を条例に規定することは，それによって受注事業者の自由

な事業活動を制限することとなるほか，地元業者と地元業者以外の事業者と

の競争が失われることにより，地元業者の競争力を弱め，かえって地元業者の

健全な育成を阻害するおそれがあることに留意する必要がある。 



- 46 - 

〔行政指導〕 

（流通・取引対策②） 

５ 市によるごみ袋の小売価格の統一に係る行政指導について 

市が，一般の商品として流通しているごみ袋について，市民の負担を平準化する

ために，卸売業者を通じて又は直接小売店に対して，一定価格で販売するよう行

政指導を行うことは，事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに，価格引下げの

インセンティブを失わせることとなり，かえって市民の不利益にもなりかねな

いことに加え，当該行政指導は，卸売業者間又は小売店間において価格を共同し

て決定するなど，卸売業者又は小売店の独占禁止法違反行為を誘発するおそれ

がある。 

１ 相談の要旨 

Ｅ市は，ごみの収集に当たり，Ｅ市指定の規格を満たすごみ袋を使用するこ

とを義務付けているところ，市民の負担を平準化するとの見地から，既に一般

商品として流通しているＥ市指定のごみ袋の小売価格を統一させることを検

討している。具体的には，卸売業者を通じて，あるいは小売店に対して直接一

定の価格水準，価格帯等を示すなどして，ごみ袋を一定価格で販売させること

を考えているが，独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，Ｅ市指定のごみ袋を使用する市民の負担を平準化するために，当

Ｅ  市 

市 民 

卸売業者

小売店

ごみ出し 

・ 収集時のごみ袋

の指定 

ごみ袋の販売価格を指導 

・ ごみ袋の卸売 

・ Ｅ市の指導に従い，

販売価格を指示

・ ごみ収集サービス

の提供 

ごみ袋の販売 
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該ごみ袋の小売価格を一定にするものである。 

(2) Ｅ市指定のごみ袋の価格は，卸売業者，小売店等が自主的に設定してお

り，事業者は，価格の引下げを行うことなどを自由に決定することができ

る。公正かつ自由な競争を維持・促進するためには，商品又は役務の価格

設定が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり，行政機関は，法令

に具体的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な競争が

制限され，又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。事業

者又は事業者団体の行為については，たとえそれが行政機関の行政指導に

より誘発されたものであっても，独占禁止法の適用が妨げられるものでは

ない（行政指導ガイドラインはじめに，２(2)）。 

(3) 個々の卸売業者又は小売業者が自らの判断で自由に設定することができ

るＥ市指定のごみ袋の小売価格の設定が，当該行政指導によってＥ市から

示された一定価格に統一されることとなれば，事業者の創意工夫の発揮を

妨げるとともに，価格引下げのインセンティブを失わせることとなり，か

えって市民の不利益にもなりかねない。 

(4) また，Ｅ市による卸売業者に対する小売価格の行政指導によって，卸売業

者による小売業者に対する販売価格の自由な決定の拘束（再販売価格維持

行為）といった，卸売業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがあり

（独占禁止法第２条第９項第４号，同第19条），さらに，Ｅ市による各小売

店に対する小売価格の統一のための一定の価格水準，価格帯等を示すなど

した行政指導によって，卸売業者間又は小売店間において，当該行政指導

で示された価格を目安とするなどして価格を共同して決定するといった，

卸売業者又は小売店による独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある

（独占禁止法第３条）。 

３ 結論 

 市が，市指定のごみ袋を一定価格で販売するよう行政指導を行うことは，事

業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに，事業者による価格引下げのインセ

ンティブが失われ，消費者の不利益になりかねないことに加え，当該行政指導

は，卸売業者間又は小売店間において価格を共同して決定するなど，卸売業者

又は小売店の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある。 
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〔行政指導〕 

（流通・取引対策③） 

６ 市による灯油の小売価格の統一に係る行政指導について 

市が，事業者団体を通じて市内の小売業者に対し灯油について統一価格で販売

するように行政指導を行うことは，事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに，

価格引下げのインセンティブを失わせることとなり，かえって消費者の不利益

にもなりかねないことに加え，当該行政指導は，事業者団体が加盟小売業者の小

売価格を決定するなど，当該事業者団体の独占禁止法違反行為を誘発するおそ

れがある。 

１ 相談の要旨 

 Ｆ市は，市民から，市内の灯油の価格が小売店によって多様であることから，

価格が高い店で買ってしまったという苦情が寄せられている。このため,Ｆ市

では，小売店によって灯油の小売価格が異なることのないよう，以下のような

２つの対策案を検討しているが，それぞれ独占禁止法上及び競争政策上問題

ないか。 

① Ｆ市内の灯油小売業者全社が加盟している事業者団体に要請し，Ｆ市内

で販売される灯油の小売価格を決めさせ，当該事業者団体を通じて各小売

店に当該価格を遵守させる案（パターンⅠ）。 

② ①と異なり，灯油の小売価格を上記事業者団体に決めさせるのではなく，

上記事業者団体からコストなどを勘案した参考価格を提示させた上，この

参考価格をもとにＦ市において小売価格を決定し，当該事業者団体を通じ

て各小売店に当該価格を遵守させる案（パターンⅡ）。 
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，灯油の小売価格が多様であることによる市民の不公平感を払拭

するために，各小売店の販売価格を統一させるものである。 

(2) 灯油の小売価格は，小売店が自主的に設定しており，事業者は，価格の引

下げを行うことなどを自由に決定することができる。公正かつ自由な競争

を維持・促進するためには，商品又は役務の価格設定が，事業者の自主的な

判断に委ねられる必要があり，行政機関は，法令に具体的な規定がない価格

に関する行政指導により公正かつ自由な競争が制限され，又は阻害される

ことのないよう十分留意する必要がある。事業者又は事業者団体の行為に

ついては，たとえそれが行政機関の行政指導により誘発されたものであっ

ても，独占禁止法の適用が妨げられるものではない（行政指導ガイドライン

はじめに，２(2)）。 

(3) 灯油の小売価格は，本来小売店が自らの判断で自由に設定することがで

きるものであるにもかかわらず，当該行政指導によってＦ市から示された

パターンⅠ又はパターンⅡの方法によって小売価格を統一させることは，

事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに，価格引下げのインセンティブ

を失わせることとなり，かえって消費者の不利益にもなりかねない。また，

Ｆ市がパターンⅠ及びパターンⅡにより，灯油小売業者全社が加盟する事

業者団体を通じて各小売業者に当該小売価格を遵守させようとすることに

よって，事業者団体が加盟小売業者の小売価格を決定するなど，当該事業者

小売店 

【パターンⅠ】 

Ｆ 市 

事業者団体 

①小売価格を統一 

するよう指導 

②小売価格を 

決定 

③当該小売価格を 

遵守させる 

消  費  者 

④当該小売価格で 

販売 

・・・ 

②参考価格をも 

とに小売価格 

を指示 

【パターンⅡ】 

Ｆ 市 

事業者団体 

③当該小売価格を 

遵守させる 

消  費  者 

④当該小売価格で 

販売

・・・ 

①コスト等を 

勘案した参

考価格を提

示 

小売店 小売店 小売店 
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団体の独占禁止法違反行為（独占禁止法第８条第１号，第４号）を誘発する

おそれがある。 

３ 結論 

 市が，灯油の小売価格の統一化を図るために，市内の灯油小売業者全社が加

盟する事業者団体を通じて，各小売業者に対し，市が決定した販売価格又は当

該事業者団体が決定した販売価格を遵守するよう行政指導を行うことは，事

業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに，事業者による価格引下げのインセ

ンティブを失わせ，消費者の不利益になりかねないことに加え，当該行政指導

は，事業者団体が加盟小売業者の小売価格を決定するなど，当該事業者団体の

独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある。
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〔行政指導〕 

（医療・福祉①） 

７ 福祉用具（電動ベッド）のレンタルに係る助成及び価格指導について 

市が，市民の特殊寝台（電動ベッド）のレンタル費用の一部を助成するに際して，

助成の対象となる特殊寝台のレンタル価格の上限額を定め，当該価格に従う事

業者がレンタルを行う特殊寝台についてのみ助成することは，個々の事業者の

レンタル価格の設定における創意工夫の発揮を妨げるとともに，事業者による

価格引下げのインセンティブが失われ，かえって利用者の不利益になりかねな

いため，他のより競争制限的でない方法を採用することが望ましい。 

１ 相談の要旨 

(1) Ｇ市では，平成18年度の介護保険法の改正により，軽度者に対する特殊寝

台（電動ベッド）のレンタルが介護保険の給付の対象から外れたことに伴

い，制度改正以前から利用していた住民に特殊寝台のレンタル費用の一部

を助成することを検討している。 

(2) 従来介護保険制度の下で請求されていたレンタル価格はみな極めて高額

であることから，限られた予算の中，低所得者も利用しやすい制度とする

ため，助成制度の仕組みとして，Ｇ市が助成の対象となる特殊寝台のレン

タル価格を決定し，その額のうち一定額（５割を想定）の助成を行うこと

とし，Ｇ市が決定したレンタル価格に従ってサービスを提供してくれる事

業者をＧ市が募り，Ｇ市において助成制度の適用対象となるレンタル事業

者を指定したいと考えているが，独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

(3) なお，市が低所得者にも利用しやすいようなレンタル価格を設定するこ

とにより，一般レンタル価格や介護保険の請求額が低下する波及効果も期

待できるものと考えている。また，Ｇ市における特殊寝台のレンタル価格

は，事業者からのヒアリングなどを参考に設定したいと考えている。 
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，制度改正前から特殊寝台を利用していた住民が引き続き特殊寝

台を使用しやすくするために，Ｇ市が，助成の対象となる特殊寝台のレン

タル価格を決定し，その額の一部を助成する制度を設けるものである。 

(2) 特殊寝台のレンタル価格は，レンタル事業者が自主的に設定しており，事

業者は，価格の引下げを行うことなどを自由に決定することができる。公

正かつ自由な競争を維持・促進するためには，商品又は役務の価格設定が

事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり，行政機関は，法令に具体

的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な競争が制限さ

れ，又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。事業者又は

事業者団体の行為については，たとえそれが行政機関の行政指導により誘

発されたものであっても，独占禁止法の適用が妨げられるものではない（行

政指導ガイドラインはじめに，２(2)）。 

 また，一般に，行政機関が助成金を支給する場合に，その対象や支給の

条件をどのように設定するかは，独占禁止法上の問題ではなく，当該助成

金の政策目的に基づく行政機関の判断に委ねられている。しかし，当該政

策目的を達成するために助成金を支給するに当たって，競争に対する影響

のない又は競争に対する影響のより少ない支給方法がある場合には，その

ような方法を採用することが望ましい。  

(3) 本件特殊寝台のレンタル価格については，個々の事業者が自らの判断で

自由に設定することができるにもかかわらず，Ｇ市が助成の対象となる特

Ｇ市 

レンタル事業者 

利用者 

①レンタル価格を提

示し事業者を募集

②応募のあった事業

者を指定 

③指定業者からベッドを

レンタル 

④レンタル価格の

５割を支払う 

④レンタル価格の

５割を支払う 
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殊寝台のレンタル価格を定め，当該価格に従う事業者がレンタルを行う特

殊寝台についてのみ助成することによって，個々の事業者のレンタル価格

の設定における創意工夫の発揮が妨げられるとともに，事業者による価格

引下げのインセンティブが失われ，かえって利用者の不利益にもなりかね

ない。 

 一方，Ｇ市の限られた予算の中で，低所得者も利用しやすい制度にする

ためには，例えば，助成額の上限額を決めるなどにとどめ，特殊寝台のレ

ンタル価格の設定自体は各事業者が自らの判断で行うといった，他のより

競争制限的でない方法を採用することが，利用者の利益になるものと考え

られる。 

３ 結論 

 市が，市民の特殊寝台のレンタル費用の一部を助成するに際して，助成の対

象となる特殊寝台のレンタル価格を定め，当該価格に従う事業者がレンタル

を行う特殊寝台についてのみ助成することは，事業者の創意工夫の発揮を妨

げるとともに，事業者による価格引下げのインセンティブが失われ，かえって

利用者の不利益にもなりかねない。一方，例えば，助成額の上限額を決めるな

どにとどめ，特殊寝台のレンタル価格を決定すること自体は事業者自らの判

断で行うといった，他のより競争制限的でない方法を採用することが，利用者

の利益になるものと考えられる。 
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〔行政指導〕 

（医療・福祉②） 

８ 市による訪問理美容サービスの料金統一に係る行政指導について 

市が，訪問理美容サービスの利用者に対する費用の助成制度の開始に当たり，

個々の理美容事業者に標準的な料金等を示してこれに合わせるよう行政指導を

行うことは，事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに，事業者による料金引下

げなどのインセンティブを失わせ，かえって消費者の不利益になりかねないこ

とに加え，当該行政指導は，理美容事業者が共同して提供する訪問理美容サービ

スの料金を決定するなど，理美容事業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそ

れがある。 

１ 相談の要旨 

(1) Ｈ市内の複数の理美容を営む者（以下「理美容事業者」という。）は，理

美容室まで出向くことが困難な高齢者や障害者等の住民を対象に，訪問理

美容サービス（理美容事業者が対象者宅に訪問して理美容サービスを提供

することをいう。）を実施している。理美容事業者が提供する訪問理美容

サービスの内容及び料金については，各理美容事業者が自ら設定している。  

(2) Ｈ市は，市内における訪問理美容サービスの更なる普及のため，利用者が

支出した費用の一部を助成することを検討している。Ｈ市は，本助成制度を

開始するに当たり，個々の理美容事業者によってその内容及び料金がまち

まちでは本助成制度の利用者に混乱を生じさせるおそれがあるため，Ｈ市

が個々の理美容事業者に対して標準的な理美容サービスの内容及び料金を

示してこれに合わせるよう行政指導を行い，これにより，Ｈ市内で提供され

る訪問理美容サービスの内容及び料金を統一することを検討しているが，

独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，訪問理美容サービスの利用者が支払う費用の一部助成を開始す

るに当たり，訪問理美容事業者によって料金等がまちまちでは利用者に混

乱を生じさせるおそれがあるため，Ｈ市が理美容事業者に標準的な料金等

を示してこれに合わせるよう行政指導を行うものである。 

(2) 公正かつ自由な競争を維持・促進するためには，商品又は役務の価格設定

が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり，行政機関は，法令に具体

的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な競争が制限さ

れ，又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。そして，事業

者又は事業者団体の行為については，たとえそれが行政機関の行政指導に

より誘発されたものであっても，独占禁止法の適用が妨げられるものでは

ない（行政指導ガイドラインはじめに，２(2)）。 

(3) 本件訪問理美容サービスの内容及び料金については，個々の理美容事業

者が自らの判断で自由に設定することができるにもかかわらず，Ｈ市が，

個々の理美容事業者に対して標準的な内容及び料金を示してこれに合わせ

るよう行政指導を行うことによってＨ市から示された標準的なものに統一

されることとなれば，事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに，料金の引

下げやサービスを向上させるインセンティブを失わせることとなり，か

えって利用者の不利益にもなりかねない。また，たとえ当該行政指導が利用

者の混乱を防ぐ観点からのものであっても，それによって，理美容事業者が

共同して，提供する訪問理美容サービスの内容や料金を決定するなど，理美

容事業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある（独占禁止法第３

条）。 

②訪問理美容サービス 

の提供 

③料金から助成額を 

差し引いた金額の支払 ⑤助成金の交付 

①料金等を統一するよう 

行政指導 

④助成金の交付請求 理美容 

事業者 

Ｈ

市

住

民
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３ 結論 

 市が，訪問理美容サービスの利用者が支出した費用の一部を助成する制度

を開始するに当たり，個々の理美容事業者が設定するサービスの料金等がま

ちまちでは本助成制度の利用者に混乱を生じさせるおそれがあるため，標準

的な料金等を示してこれに合わせるよう行政指導を行うことは，事業者の創

意工夫の発揮を妨げるとともに，事業者による料金引下げなどのインセン

ティブを失わせ，かえって消費者の不利益になりかねないことに加え，当該行

政指導は，理美容事業者が共同して提供する訪問理美容サービスの料金を決

定するなど，理美容事業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある。 
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〔補助金等の交付〕 

（中小企業振興②） 

９ 取扱事業者の規模により商品券の販売額に上乗せされるプレミアム率に差

を設けることについて 

市が，利用者，利用期間，利用地域を限定したプレミアム付き商品券事業を実施

する事業者団体に対して，プレミアムに相当する額の補助金を交付するに当た

り，プレミアム付き商品券の取扱事業者の規模によってプレミアム率に最大数

パーセント程度の差を設けさせることは，特定の事業者を競争上著しく有利又

は著しく不利にするものではないことから，競争に与える影響は限定的である。 

１ 相談の要旨 

(1) Ｉ市内の商工事業者が加盟する事業者団体は，プレミアム付き商品券（販

売価格に対して一定の割増分〔プレミアム〕の付いた券面額となっている

商品券）の発行・販売に係る事業（以下「プレミアム付き商品券事業」とい

う。）を，期間を限定して，実施している。 

 プレミアム付き商品券の取扱いはＩ市内に店舗・事業所を置く商工事業

者に限られ，取り扱うには当該事業者団体への申込みが必要である（以下

「取扱事業者」という。）。また，プレミアム付き商品券を購入することが

できるのは，Ｉ市の在住者・在勤者に限られる。 

(2) Ｉ市は，市内経済の活性化の目的に合致する事業に対して補助金を交付

しており，交付に際して必要となる事項については，その都度，要綱に定

めている。 

 Ｉ市では，これまでも，プレミアム付き商品券事業に対して，要綱に必

要事項（実施期間，発行総額，プレミアム率〔販売価格に対するプレミアム

の割合〕等）を定めた上で，プレミアムに相当する額の補助金を当該事業

者団体に対して交付している。 

(3) Ｉ市がこれまで交付したプレミアム付き商品券事業に係る補助金におい

ては，取扱事業者の規模にかかわらずプレミアム率は一律のものであった

が，プレミアム付き商品券の利用状況をみると，中小事業者の店舗・事業

所での利用が低調であった。 

 このため，今後，Ｉ市では，中小事業者の店舗・事業所におけるプレミア

ム付き商品券の利用を促進させ，これにより市内経済を活性化させるため，

Ｉ市における中小事業者の店舗・事業所の多くが床面積1,000平方メートル

未満であることを踏まえ，店舗・事業所の床面積を基準に，取扱事業者を，

1,000平方メートル未満の取扱事業者（以下「小規模取扱事業者」という。）
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プレミアム付き

商品券事業の補

助 金 交 付 に 当

たって必要な事

項を要綱で規定

プレミアム率

に差を設ける 

とそれ以外の取扱事業者（以下「大規模取扱事業者」という。）とに分けた

上で，それぞれが取り扱うプレミアム付き商品券のプレミアム率について，

大規模取扱事業者と比べて小規模取扱事業者向けのものを高く設定する旨

を要綱に規定した上で，当該プレミアムに相当する額の補助金の交付を行

うことを考えている。具体的なプレミアム率については検討中だが，その

差は，最大でも数パーセント程度と考えている。なお，プレミアム付き商

品券は，小規模取扱事業者用と大規模取扱事業者用とを分けて発行する。 

以上の施策を講じることについて，独占禁止法上及び競争政策上問題な

いか。 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，事業者団体が実施するプレミアム付き商品券事業に対して，Ｉ市

がプレミアムに相当する補助金を当該事業者団体に交付するに当たり，取

扱事業者の規模によってプレミアム付き商品券の販売額に上乗せするプレ

ミアム率に差を設けさせるものである。 

(2) 一般に，行政機関が実施する施策において，その方法等をどのように定め

るかは，独占禁止法上の問題ではなく，当該施策の政策目的に基づく行政

機関の判断に委ねられている。一方，当該施策の制度設計や運用の方法に

よって特定の事業者が競争上著しく有利又は著しく不利になる場合は，市

場における競争をゆがめ，その結果，価格やサービス面で住民の不利益に

もなりかねない。 

(3) 一般に，プレミアム付き商品券事業は，地域経済の活性化を目的として全

事
業
者
団
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国各地において広く実施されている。 

 本件において，Ｉ市は，中小事業者におけるプレミアム付き商品券の利

用促進による市内経済の活性化を目的に，商品券の取扱事業者の規模に

よってプレミアム率に差を設けた補助金の交付を検討しているが，交付す

る補助金の内容をどのように設定するかについては，独占禁止法上の問題

ではなく，政策目的に基づくＩ市の判断に委ねられている。 

 また，プレミアム付き商品券の取扱事業者の規模に応じてプレミアム率

に差を設けることは，中小事業者におけるプレミアム付き商品券の利用促

進による市内経済の活性化を目的に行われるものであり，プレミアム率の

差も最大でも数パーセントであること，プレミアム付き商品券を利用でき

る期間及び地域は限定されており，その購入者もＩ市の在住者・在勤者に

限定されていることを踏まえれば，特定の事業者を競争上著しく有利又は

著しく不利にするものではなく，競争に与える影響は限定的である。 

３ 結論 

Ｉ市が，プレミアム付き商品券事業を実施する事業者団体に対して，プレミ

アムに相当する額の補助金を交付するに当たり，中小事業者におけるプレミ

アム付き商品券の利用促進による市内経済の活性化を目的に，プレミアム付

き商品券の取扱事業者の規模によってプレミアム率に最大数パーセント程度

の差を設けさせることは，中小事業者におけるプレミアム付き商品券の利用

促進による市内経済の活性化という目的の下，プレミアム付き商品券の利用

範囲が期間及び地域を限定され，またその購入者もＩ市の在住者・在勤者に限

定されていることを踏まえれば，特定の事業者を競争上著しく有利又は著し

く不利にするものではなく，競争に与える影響は限定的である。 
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〔補助金等の交付〕 

（環境対策②） 

10 家庭用コージェネレーション21購入に係る助成制度について 

一般ガス事業（いわゆる都市ガス事業）を営む市が，家庭用コージェネレーショ

ン（以下「コージェネ」という。）の普及・促進のため，市からコージェネを購

入する住民に限ってコージェネ購入に係る助成金を支給することは，市が他の

コージェネ販売事業者に比べて有利となり，市場における競争をゆがめるおそ

れがある。また，市の当該行為については，不当廉売として独占禁止法上問題と

なるおそれがあるかどうかも考慮する必要がある。 

１ 相談の要旨 

 Ｊ市は，都市ガス事業を営むとともに，都市ガス用のコージェネを販売して

いる。Ｊ市において，都市ガス用のコージェネの販売は，Ｊ市以外の民間の事

業者も行っている。このような状況の下，今般，Ｊ市は，地球温暖化対策の一

環としてコージェネの普及・促進を図るため，コージェネを購入する一般消費

者に対して助成金を支給することを検討しており，当該助成金の支給対象者

をＪ市からコージェネを購入する都市ガス利用者に限定したいと考えている

が，独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

21
ガスや石油等を燃料として，熱と電気とを同時に供給する熱・電併給システム。ガスエンジ

ン等原動機を使い発電を行いながら，同時に発生する廃熱を給湯や暖房に利用するため，電気

と熱を別々に生成するよりもエネルギー効率が良く，環境負荷が小さい。

Ｊ市 
(コージェネを販売) 

コージェネ 

販売事業者 住民 

住民 
購入 

購入 

助成金対象外 ×

助成金給付○ 
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(1) 本件は，コージェネの普及・促進を図るため，コージェネを購入する住民

に対して助成金を支給するものである。 

(2) 一般に，行政機関が助成金を支給する場合に，その対象や支給の条件をど

のようにするかは，独占禁止法上の問題ではなく，当該助成金の政策目的

に基づく行政機関の判断に委ねられている。しかし，助成金の制度設計や

運用の方法によって，特定の事業者が著しく有利又は著しく不利になる場

合は，市場における競争をゆがめ，その結果，価格やサービスの面で住民

の不利益にもなりかねない。 

(3) Ｊ市は，本助成金の支給対象者をＪ市からコージェネを購入する住民に

限定することとしている。他方，Ｊ市においては，民間の事業者もコージェ

ネの販売事業を営んでいる。 

 その上で，Ｊ市が，助成金の支給対象をＪ市からコージェネを購入する

住民に限定し，民間事業者から購入する者をその対象から除外する場合に

は，コージェネの販売に関して，Ｊ市が他のコージェネ販売事業者に比べ

て有利となり，コージェネ販売市場における競争をゆがめるおそれがある。 

(4) また，Ｊ市はコージェネ販売事業を営んでいることから，当該事業に関し

ては独占禁止法上の「事業者」に当たる（独占禁止法第２条第１項）。 

 Ｊ市は，助成金の支給対象をＪ市からコージェネを購入した住民に限定

していることから，本件においては，Ｊ市は，コージェネを住民に対して，

当該助成金の額を値引きした価格で販売しているとみるのが適当である。

したがって，Ｊ市のコージェネ販売価格から助成金の額を差し引いた金額

がＪ市のコージェネの供給に要する費用を著しく下回っている場合には，

Ｊ市の行為は，不当廉売として独占禁止法上問題となるおそれもあると考

えられる（独占禁止法第２条第９項第３号，同第19条〔一般指定第６項〕）。 

３ 結論 

 コージェネ販売事業を営む市が，合理的な理由なく，市からコージェネを購

入する住民に限って，コージェネ購入に係る助成金を支給することは，市が他

のコージェネ販売事業者に比べて有利となり，市場における競争をゆがめる

おそれがある。また，市の当該行為については，不当廉売として独占禁止法上

問題となるおそれがあるかどうかも考慮する必要がある。 
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〔委託事業等〕 

（流通・取引対策④） 

11 堆肥の販売価格等の調査の実施及び調査結果の周知について 

県が，県内の堆肥センターが製造・販売する堆肥の取引実態を調査して，統計処

理等して取りまとめた結果の周知を行うという一連の業務を外部に委託して実

施することは，独占禁止法との関係で問題とはならない。 

１ 相談の要旨 

(1) Ｋ県内には，良質な堆肥の生産及び販売を目的とする「堆肥センター」が

複数設置されている。各堆肥センターの運営は，Ｋ県が設置する公社，農業

協同組合（以下「単位農協」という。）等が行っている。なお，各堆肥セン

ターが製造・販売する堆肥の種類は一様ではない。 

(2) Ｋ県は，多種多様な堆肥の流通促進を目的として，県内の堆肥センターが

製造・販売する堆肥を対象に，その取引実態を把握するため，各堆肥セン

ターから任意に，堆肥の生産量，在庫量，販売価格等の個別の取引実態に係

る情報を収集し，統計処理等して取りまとめ，その結果を需要者（農業者）

に向けて周知することを検討している。また，当該調査の実施に当たっては，

取引実態に係る情報収集から周知までの一連の業務を，Ｋ県内における堆

肥の需要者である農業者や，堆肥センターの主な運営者である単位農協を

よく知る立場にある，Ｋ県農業協同組合中央会（以下「Ｋ県農協中央会」と

いう。）に委託することを検討している。なお，本件調査の対象である堆肥

センターの運営者の中には，Ｋ県農協中央会の会員である単位農協も含ま

れている。このような業務を委託することについて，独占禁止法上及び競争

政策上問題ないか。 
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堆肥センター
（単位農協が
運営） 

堆 肥 セ ン
ター（公社が
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⑤周知 

③回答 
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ター（公社が
運営） 

Ｋ県農協中央会

Ｋ 県 

①調査・周知の 

委託 

④調査結果の取り

まとめ 

堆肥センター
（単位農協が
運営） 

              …                 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，Ｋ県が，多種多様な堆肥の流通促進を目的に，Ｋ県内の堆肥セン

ターにおける堆肥の取引実態を調査してその結果を周知するに当たり，当該

業務を，事業者団体（Ｋ県農協中央会）に委託するものである。 

(2) 一般に，行政機関が実施する施策において，その方法等をどのように定め

るかは，独占禁止法上の問題ではなく，当該政策目的に基づく行政機関の判

断に委ねられているが，公共調達においては，安くて質の高い物品やサービ

スを調達することが要請されるものであることから，可能な限り競争性の確

保に配慮された調達が行われることが望ましい。その上で，公的事業の実施

のための一定の業務等が事業者団体に委託等された場合に，事業者団体が，

公的業務の実施に際して，独占禁止法上問題となり得る行為を行うことがあ

ることに留意する必要がある（事業者団体ガイドライン第二12(3)）。なお，

事業者又は事業者団体の行為については，たとえそれが行政機関が実施する

施策によって誘発された行為であっても，独占禁止法の適用が妨げられるも

のではない（行政指導ガイドラインはじめに）。 

(3) 本件は，多種多様な堆肥の流通促進を目的に，堆肥の取引実態を調査し，

その結果を統計処理等して取りまとめた上，農業者に周知する業務を委託す

るものである。Ｋ県は，取引実態に係る情報収集から周知までの一連の業務

を本件調査対象に関する知見を有するとの理由からＫ県農協中央会に委託

・堆肥の生産 

・農業者及び小売事業者への販売
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することとしているところ，委託先の選定をどのような方法等によって行う

かは，独占禁止法上の問題ではなく，Ｋ県の判断に委ねられているが，その

選定においては，可能な限り競争性が確保された方法によることが望ましい。 

 また，本件委託業務の内容は，委託先において取引実態を調査しその結果

を取りまとめ周知することであるが，調査結果の取りまとめ及び周知におい

ては，各堆肥センターから任意に収集した堆肥の生産量，在庫量，販売価格

等の個別の取引実態に係る情報を統計処理等した上で，Ｋ県農協中央会の会

員である単位農協の組合員に限らず，広く農業者に向けて周知することが予

定されていることから，本件委託は独占禁止法との関係で問題とはならない。 

 なお，Ｋ県農協中央会においては，取引実態の調査の実施の過程において，

Ｋ県農協中央会による価格，数量，顧客等に関する制限行為が行われる場合，

あるいはその調査結果の需要者に向けた周知の内容によって，堆肥センター

間で重要な競争手段に関する個別の取引実態に係る情報（個別農業者への販

売価格，数量，小売業者への卸売価格，数量等）が共有されることで市場に

おける競争が実質的に制限される場合等，本件取引実態に係る情報収集から

周知までの一連の業務によってＫ県農協中央会又は堆肥センターの行為が

独占禁止法上問題となるおそれがある（独占禁止法第３条，同第８条第１号，

第３号，第４号）。 

３ 結論 

県が，県内の堆肥センターが製造・販売する堆肥の取引実態を調査して，統

計処理等して取りまとめた結果の周知を行うという一連の業務を外部に委託

して実施することは，独占禁止法との関係で問題とはならない。  
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〔委託事業等〕 

（災害対策②） 

12 事業者団体に対する災害発生時の道路啓開作業に係る委託事業者の候補の

選定依頼について 

県が，災害発生時の緊急車両等の通行の迅速な確保のため，あらかじめ，建設業

者と道路啓開作業の委託に係る随意契約を締結するに当たり，その候補事業者

の選定を事業者団体に依頼することは，その選定が客観的な基準に基づいて行

われ，委託条件の決定に際しても，県と候補事業者との個別交渉が行われるもの

であれば，独占禁止法との関係で問題とはならない。 

１ 相談の要旨 

(1) Ｌ県は，近い将来発生が懸念されている災害に備え，災害発生時，緊急車

両等の通行のために，早急に最低限の瓦礫処理を行い救援ルートを開ける

役務（道路啓開作業）の実施を委託する事業者をあらかじめ選定し，当該事

業者と随意契約を締結することを検討している。道路啓開作業を実施する

事業者は，建設業を営んでいる者であって，かつ，作業実施に必要とされる

建設機械，資材，技術者等を保有する者であることを必要とする。 

(2) Ｌ県には，Ｌ県内の全ての建設業者が加盟している事業者団体が存在し，

当該事業者団体は，構成員の建設・土木機械等の所有状況や人的資源等を把

握している。Ｌ県は，道路啓開作業の委託先の候補となる建設業者（以下

「候補事業者」という。）の選定に当たり，当該事業者団体に対し，委託事

業者に求める条件を示した上で候補事業者の選定を依頼し，Ｌ県が示した

条件を踏まえた客観的な基準に基づき当該事業者団体によってその構成事

業者の中から選定された候補事業者それぞれと価格等の交渉を行って，条

件が合致した場合に随意契約を締結することを検討している。 

 以上の施策を講じることについて，独占禁止法上及び競争政策上問題な

いか。 
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Ｌ 県 

建設業者 建設業者建設業者 建設業者 建設業者

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，災害発生時の道路啓開作業を迅速に実施することを目的に，災

害が発生する前の平時において，県が事業者団体に当該事業を委託する建

設業者の候補の選定を依頼し，選定された事業者との間で個別の交渉を経

た上で，随意契約を行うものである。 

(2) 一般に，行政機関が，法令に則り，どのように調達を行うかは，独占禁

止法上の問題ではなく，当該行政機関の判断に委ねられているが，公共調

達においては，安くて質の高い物品やサービスを調達することが要請され

るものであることから，可能な限り競争性の確保に配慮した調達が行われ

ることが望ましい。また，行政機関が発注先を選定するに当たり，事業者

団体に対して，必要な情報提供等の依頼や候補事業者の選定を求め，事業

者団体がこれに応じることは，直ちに独占禁止法上問題となるものではな

い。しかし，事業者団体が，受注調整や，事業者間で差別的な取扱いをす

るなど，独占禁止法上問題となる行為を行う場合，かかる事業者団体の行

為については，たとえそれが行政機関が実施する施策により誘発されたも

のであっても，独占禁止法の適用が妨げられるものではない（行政指導ガ

イドラインはじめに）。 

(3) 本件において，Ｌ県は，委託の候補事業者の選定を事業者団体に依頼す

ることを予定しているが，県が道路啓開作業の委託先の決定方法をどのよ

うにするかは，法令に則った上でのＬ県の判断に委ねられている。 

 その上で，本件における委託事業者の決定は，事業者団体がその構成事

事業者団体 

②候補事業

者の選定 

①候補事業者 

 の選定依頼 
③候補事業者 

に関する情 
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・・・ 

④価格等の交渉 

・随意契約の 

締結 

④ 
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業者の中から選定した候補事業者の中から行われるところ，Ｌ県は，事業

者団体に対して委託の条件をあらかじめ示すこととしており，事業者団体

は，Ｌ県が示した条件を踏まえた客観的な基準に基づいて候補事業者の選

定を行うこととしている。加えて，事業者団体が選出した候補事業者につ

いて，Ｌ県は，そのまま委託事業者とするのではなく，個別の交渉を行

い，条件が合致した場合にその事業者との間で随意契約を締結することが

予定されている。これらのことからすれば，本件道路啓開作業に係る業務

の委託において，Ｌ県が候補事業者の選定を事業者団体に依頼することと

したとしても，独占禁止法との関係で問題とはならない。 

 なお，事業者団体においては，本件の運用に当たって，例えば，収集し

た個々の構成事業者の重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報につ

いて，他の構成事業者に提供したり，構成事業者間で共有されたりするこ

とがないよう留意する必要がある。また，事業者団体が，構成事業者が提

供する役務の価格を決定し，受注を配分し，事業者団体への加入を制限

し，事業者団体においてある事業者を不当に差別的に取り扱う場合のほ

か，構成事業者間において提供する役務の価格を決定し，受注を配分する

場合には，事業者団体及び構成事業者の行為は独占禁止法上問題となるお

それがある（独占禁止法第３条，同第８条第１号，第３号，第４号，同第

19 条〔一般指定第５項〕）。 

３ 結論 

県が，災害発生時における緊急車両等の通行を迅速に確保するため，あら

かじめ，道路啓開作業を委託する建設業者との間で随意契約を締結するに当

たって，その候補となる事業者の選定を事業者団体に依頼することは，その

選定が，県が示した要件を踏まえた客観的な基準に基づいてなされ，委託条

件の決定に際しても，県と候補事業者との間で個別の交渉が予定されるもの

であれば，独占禁止法との関係で問題とはならない。 
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〔委託事業等〕

（運輸・交通） 

13 区域ごとに委託するデマンド型乗合タクシー22事業者の数を各区域１社と

することについて 

市が，デマンド型乗合タクシーの運行事業において，集落散在地域ごとに区域を

設定した上で区域ごとに運行事業を特定のタクシー事業者１社に委託すること

は，その選定が応募条件をあらかじめ明示して公募する方法によって行われる

場合には，市場における競争をゆがめるおそれはない。 

１ 相談の要旨 

(1) Ｍ市内には，人口が集中している市街地と過疎化が進む中山間地等の集

落散在地域がある。集落散在地域は居住する住民の利用可能な交通手段が

限られているため，特に高齢者や身体的理由によって自動車の運転が困難

な者等（以下「移動困難者」という。）の移動に支障が生じている。 

(2) Ｍ市では，集落散在地域の移動困難者を対象としたデマンド型乗合タク

シー（以下「本件デマンド型乗合タクシー」という。）を導入することによ

り，集落散在地域内の移動や，集落散在地域と市街地との移動等を容易にす

ることを検討している。その際，本件デマンド型乗合タクシーが運行する区

域については，集落散在地域ごとに設定することとし，それぞれの区域にお

ける運行業務を一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」とい

う。）を営む者に委託することを考えている。そして，各区域の運行業務の

委託先については，現在検討中である当該事業の実施に必要な条件をあら

かじめ明示した上で，公募により１社を決定する。これにより，本件デマン

ド型乗合タクシーを利用する場合には，当該区域の移動困難者は，当該区域

において運行業務を委託したタクシー事業者を利用することとなり，当該

タクシー事業者における運行事業の継続的実施にもつながるものと考えて

いる。なお，発着地は限定されており（例：発着地〔自宅〕←→発着地〔病

院等の特定施設等〕），既存のタクシー事業者とは事業形態が異なっている。

また，利用は，移動困難者のうち事前に登録した者とする。 

 以上の施策を講じることについて，独占禁止法上及び競争政策上問題な

いか。 

22
タクシー車両を使用した予約型の運行形態の輸送サービスのことであり，バス等の他の公共

交通機関と同等程度の安価な料金で，あらかじめ設定された乗降地点を経由しながら，不特定

多数の利用者が１台の車両に乗り合う形態のもの。
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，Ｍ市が，移動困難者の移動を容易にするために実施するデマンド

型乗合タクシー事業において，運行する区域を集落散在地域ごとに設定し

た上で，区域ごとに公募によって決定したタクシー事業者１社に当該区域

における運行事業を委託するものである。 

(2) 一般に，行政機関が実施する施策において，その方法等をどのように定め

るかは，独占禁止法上の問題ではなく，当該施策の政策目的に基づく行政

機関の判断に委ねられている。しかしながら，発注者である地方公共団体

には，公正な競争が促進されることが求められているほか（公共工事の入

札及び契約の適正化の促進に関する法律第３条第２項），競争性の確保が求

められている（「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関す

る指針」）。また，当該施策の制度設計や運用の方法によって特定の事業者

が競争上著しく有利又は著しく不利になる場合は，市場における競争をゆ

がめることとなる。 

(3) 本件デマンド型乗合タクシー事業の実施において，Ｍ市は，集落散在地域

ごとに区域を設定した上で，区域ごとに１社を選定して運行事業を委託す

ることとしているが，委託する事業の内容をどのように設定するかについ

ては，独占禁止法上の問題ではなく，Ｍ市の政策目的に基づく判断に委ね

られている。また，本件デマンド型乗合タクシー事業は，居住する住民の

利用可能な交通手段が限られる集落散在地域における移動困難者の移動を

容易にする目的の下，区域ごとに運行事業を委託するタクシー事業者１社

を選定するものであるが，Ｍ市が行う区域ごとの委託事業者の選定は，応

集落散在地域の区域ごとにタク

シー事業者１社に運行業務を委託 

予約 予約 

運行事業者 運行事業者 

Ｍ 市 内 

市街地 集落散在地域 集落散在地域 

Ｍ  市 

利用者 利用者 
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募条件をあらかじめ明示して公募するという競争性のある方法によって行

われることからすれば，本件は，市場における競争をゆがめるものではな

い。 

 ただし，Ｍ市において今後検討される公募の条件の設定の仕方（委託対

象区域の設定，委託期間の設定，保有車両台数の制限等）によっては，特

定の事業者による応募を排除することにつながり，その結果，市場におけ

る競争をゆがめるおそれがある。  

３ 結論 

  市が，デマンド型乗合タクシーの運行事業において，集落散在地域ごとに区

域を設定した上で区域ごとに運行事業を特定のタクシー事業者１社に委託す

ることは，その選定が応募条件をあらかじめ明示して公募する方法によって

行われる場合には，市場における競争をゆがめるおそれはない。 
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〔委託事業等〕 

（医療・福祉③） 

14 予防接種に係る被接種者の負担額及び委託費を県内で統一することについ   

 て

市町村が医療機関に委託して実施するインフルエンザの予防接種において，被

接種者の負担額及び各市町村の医療機関への委託費を県の要請を受けて統一す

ることは，個々の医療機関の接種の料金も統一されることとなり，それによっ

て，個々の医療機関が創意工夫を発揮して接種の料金を自らの判断で自由に設

定できなくなり，かえって住民の不利益にもなりかねないため，他のより競争制

限的でない方法を採用することが望ましい。 

１ 相談の要旨 

(1) 市町村長が65歳以上の住民に対してインフルエンザの予防接種を行うこ

とは，予防接種法によって義務付けられている（このように予防接種法に

基づいて市町村長が実施する予防接種のことを「法定接種」という。）。ま

た，インフルエンザの法定接種（以下単に「法定接種」という。）には，公

的医療保険制度は適用されない。 

(2) Ｎ県内の各市町村は，法定接種を，当該市町村に所在する医療機関に委託

して実施している。実施に当たり，各市町村は，委託した医療機関に対して

委託費を支払っており，委託費の額は，各市町村ごとに設定されている。 

 医療機関における法定接種の接種の料金は，医療機関ごとに設定され，

医療機関が被接種者から徴収する接種の料金は，その医療機関が当該被接

種者の居住する市町村から法定接種の実施の委託を受けている場合，当該

医療機関が設定した接種の料金から，当該医療機関に対して支払われる委

託費の額を差し引いた額（以下この額を「一部本人負担額」という。）とな

る。 

接種の料金  ＝   市町村からの委託費   ＋  一部本人負担額

(3) 現在，Ｎ県では，例えば，法定接種を希望するＰ市の住民がＮ県内のＱ市

に所在するかかりつけ医療機関において接種を受けた場合，当該医療機関

はＰ市からＱ市の法定接種の実施を受託していないため，当該医療機関が

住民から徴収する接種の料金は，当該医療機関が設定した接種の料金の全

額となり，当該住民は全額自己負担となる。 
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 このような現状に対して，住民から各市町村に対して，Ｎ県内であれば，

居住する市町村以外の市町村であっても全額自己負担せずに接種が受けら

れるようにしてほしい旨の要望が寄せられている。 

(4) Ｎ県及びＮ県内の各市町村では，このような住民のニーズに応えるため，

当該住民が居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で接種を受け

た場合でも，当該住民の居住する市町村から当該医療機関に対して委託費が

支払われ，当該住民が居住する市町村で法定接種を受けた場合と同様に，一

部本人負担額の支払のみで接種を受けられる体制を整えることを考えてい

る。一方，これに対して医療機関は，現在，市町村によって委託費の額がま

ちまちであることのほか，医療機関ごとに，一部本人負担額や法定接種に係

る会計手続等もまちまちであることから，仮に前記の体制による法定接種が

実現された場合，各医療機関にはＮ県内の全市町村からの来院が予想される

ため，それによる事務手続に時間を要し，作業ミスが生じやすくなるなどの

懸念を示している。 

 そのため，Ｎ県では，住民の要望を受け，県内の各市町村で医療機関ごと

に異なっている被接種者の負担額を統一するとともに，各医療機関における

事務負担も考慮して，各市町村から医療機関に対する委託費についても統一

することとし，これを各市町村に対して要請することを考えている。なお，

具体的な方法等については，今後，各市町村及び医師会と協議を行いながら

進めていく考えである。 

 以上の施策を講じることについて，独占禁止法上及び競争政策上問題ない

現 行 
Ｑ市 

Ｐ市 

Ｒ市 

委託関係

なし
委託関係

なし

委託関係

あり 

Ｐ市住民

一部本人負担額

のみで接種可能

一部本人負担額

のみで接種可能
全額自己負担で

接種しなければ

ならない 

全額自己負担 

で接種しなけれ 

ばならない 

Ｎ県 

医療機関

医療機関

医療機関医療機関

役所 

委託関係

あり 
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か。 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，市町村が医療機関に委託して実施する法定接種について，県の要

請を受けて県内の各市町村が被接種者の負担額及び委託費を県内で統一す

るものである。 

(2) 一般に，法令上，行政機関自らがそれぞれの住民に対して行うこととされ

ている業務を外部に委託する場合には，その範囲内でいかなる内容をどの

ような方法で委託するかは，独占禁止法上の問題ではなく，当該政策目的に

基づく行政機関の判断に委ねられている。しかし，外部に委託するに当た

り，競争に対する影響のない又は競争に対する影響がより少ない他の方法

がある場合には，そのような方法を採用することが望ましい。 

 また，公正かつ自由な競争を維持・促進するためには，商品又は役務の価

格設定が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり，行政機関は，法令

に具体的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な競争が

制限され，又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。事業者

又は事業者団体の行為については，たとえそれが行政機関が実施する施策

により誘発されたものであっても，独占禁止法の適用が妨げられるもので

はない（行政指導ガイドラインはじめに，２(2)）。 

(3) 法定接種の実施主体は市町村であるところ，各市町村がＮ県の要請を踏

Ｎ県 

市町村 

住民 医療機関 

①法定接種を委託 

②接種 

③医療機関経由で

一部本人負担額

を支払 
④委託費 

の支払 

市町村 

住民 医療機関 

医師会 変更案 

被接種者の負担額及び委託費

を統一するよう要請 
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まえて委託費の額をどのように設定するかについては，独占禁止法上の問

題ではなく，各市町村の政策判断に委ねられている。しかし，本件では，Ｎ

県の要請に基づき，被接種者の負担額及び各市町村からの医療機関に対す

る委託費が統一されることにより，個々の医療機関が自らの判断で自由に

設定することができる接種の料金が行政機関が提示する一定の額（市町村

からの委託費＋一部本人負担額）に統一されることとなり，それによって，

個々の医療機関が創意工夫を発揮して，接種の料金を自らの判断で自由に

設定できなくなり，かえって住民の不利益にもなりかねない。 

(4) 一方で，住民の居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で接種

を受けた場合でも，当該住民の居住する市町村から当該医療機関に対して

委託費が支払われる体制を整えるという本件の目的を達成する方法として

は，例えば，居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で法定接種を

受けた住民は，一旦，当該医療機関が設定する接種の料金を全額支払い，レ

シートを受領した後，当該レシートを居住する市町村に提示することで，提

示を受けた市町村から当該住民に対して当該市町村が設定する委託費の額

を支払うといった，他のより競争制限的でない方法を採用することが，住民

等の利益になるものと考えられる。 

(5) なお，Ｎ県の要請を契機として，例えば，各市町村が，各医療機関に対し

て法定接種の接種の料金を県内で統一するよう行政指導を行う場合，それ

によって，各医療機関が共同して，接種の料金を決定するなど，当該医療機

関の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがあり（独占禁止法第３条），ま

た，各市町村が，Ｎ県内の医師会に対して，各医療機関に対して法定接種の

接種の料金を県内で統一するよう行政指導を行う場合，それによって，当該

医師会の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある（独占禁止法第８条

第１号，第４号）。 

３ 結論 

 市町村が医療機関に委託して実施する法定接種において，被接種者の負担

額及び各市町村の医療機関への委託費を県の要請を受けて統一することは，

個々の医療機関接種の料金も統一されることとなり，それによって，個々の医

療機関が創意工夫を発揮して，接種の料金を自らの判断で自由に設定するこ

とができなくなり，かえって住民の不利益にもなりかねない。一方，例えば，

居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で法定接種を受けた住民が，

一旦，当該医療機関が設定する接種の料金を全額支払い，レシートを受領した

後，当該レシートを居住する市町村に提示することで，提示を受けた市町村か

ら当該住民に対して当該市町村が設定する委託費の額を支払うといった，他
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のより競争制限的でない方法を採用することが，住民の利益になるものと考

えられる。 

【参考】インフルエンザの予防接種に関する独占禁止法違反事例 

公正取引委員会は，医師会の会員が設定するインフルエンザ任意予防

接種の料金を決定し，会員に周知していた医師会に対し，独占禁止法第８

条第１号（事業者団体による一定の取引分野における競争の実質的制限

の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとして，同法第８条の２第２

項の規定に基づき，医師会に対して，今後，会員が設定するインフルエン

ザ任意予防接種の料金を決定せず，会員がそれぞれ自主的に決めること

などを理事会において決議しなければならないなどの排除措置命令を

行った（平成26年２月27日排除措置命令）。 
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〔委託事業等〕 

（医療・福祉④） 

15 ガイドヘルプサービス（移動支援事業）23の提供を特定のＮＰＯ法人に一元

化することについて 

ガイドヘルプサービスにおける不適正事例の発生を防止する目的で，市と各事

業者が共同でＮＰＯ法人を設立し，市内におけるガイドヘルプサービス提供者

を当該ＮＰＯ法人１社に集約することは，事業者間の競争を通じた価格の引下

げやサービス向上が期待できず，かえって利用者の不利益にもなりかねないた

め，他のより競争制限的でない方法を採用することが望ましい。 

１ 相談の要旨 

ガイドヘルプサービスについては，規制緩和の結果，社会福祉法人に加え，

ＮＰＯ法人や株式会社も行えることとなり，利用者の選択肢が広がった反面，

Ｓ市では，利用者が望んでいないにもかかわらず無理やり外出させたり，月末，

利用者に割り当てられた利用可能時間が余っている場合に上限近くまで時間

を使い切ろうとするなど，ヘルパーによる問題行為が目立つようになった。Ｓ

市は，このような事例は，各ガイドヘルプ事業者がヘルパーを適切に監督して

いないために発生していると考えている。 

 このため，Ｓ市では，30余りの事業者がガイドヘルプサービスを行う現在の

枠組みを改め，①これら30余りのガイドヘルプ事業者とＳ市が共同してＮＰ

Ｏ法人を設立し（法人の理事には，各事業者の代表者が就任），②各ガイドヘ

ルプ事業者に雇用されているヘルパーは，このＮＰＯ法人との間でヘルパー

としての雇用契約を締結し，③利用者は，ＮＰＯ法人と利用契約を締結し，当

該ＮＰＯ法人からヘルパーの派遣を受ける，という形態を採ることを検討し

ている。 

 これにより，30余りのガイドヘルプ事業者にとっては，Ｓ市におけるガイド

ヘルプサービスの仕事を失うことになるが，いずれの事業者も在宅介護事業

も併せて行っているため，倒産等することはない。 

 以上の施策を講じることについて，独占禁止法上及び競争政策上問題ない

か。

23 障害者等が円滑に外出することができるよう，障害者等の移動を支援する事業のこと。
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，ガイドヘルプ事業者による問題行為の発生を防止するため，従

来，複数の事業者が実施してきたＳ市におけるガイドヘルプサービスにつ

いて，市と各事業者が共同でＮＰＯ法人を設立し，Ｓ市におけるガイドヘル

プサービスを当該ＮＰＯ法人に集約させようとするものである。 

 なお，ガイドヘルプサービス事業は，社会福祉法人のほか，ＮＰＯ法人や

株式会社も行うことができる。 

(2) 一般に，行政機関が実施する施策において，その方法等をどのように定め

るかは，独占禁止法上の問題ではなく，当該施策の政策目的に基づく行政機

関の判断に委ねられている。しかし，行政機関が法令に具体的な規定がない

参入・退出に関する行政指導を行うことにより公正かつ自由な競争が制限

され，又は阻害される場合には，事業者の価格引下げやサービス向上のイン

センティブを失わせることとなるため，こうした弊害が生じることのない

よう十分留意する必要がある（行政指導ガイドライン２(1)）。また，外部に

委託するに当たり，競争に対する影響のない又は競争に対する影響がより

少ない他の方法がある場合には，そのような方法を採用することが，利用者

の利益になるものと考えられる。 

(3) Ｓ市は，市内におけるガイドヘルプサービスについて，不適正事例の発生

防止を目的に，これをガイドヘルプ事業者と共同して設立するＮＰＯ法人

に行わせることとしている。Ｓ市におけるガイドヘルプサービスに係る事

業の方法等をどのように定めるかについては，当該ＮＰＯ法人を設立する

Ｓ市 

Ａ事業者 

・ガイドヘルプ事業

・在宅介護事業 

Ｂ事業者 

Ｃ事業者 

・ガイドヘルプ事業

・在宅介護事業 

・ガイドヘルプ事業

・在宅介護事業 

Ａ事業者 

Ｂ事業者 

Ｃ事業者 

・ガイドヘルプ事業

・在宅介護事業 

・ガイドヘルプ事業

・在宅介護事業 

・ガイドヘルプ事業

・在宅介護事業 

Ｓ市 

ＮＰＯ法人 

設立 
ガイドヘルプ事業

を独占的に実施 

現 行 変更案 
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こと24を含めて，独占禁止法上の問題ではなく，政策目的に基づくＳ市の判

断に委ねられている。しかし，現在Ｓ市において30余りの事業者が実施する

ガイドヘルプサービスを今後はＮＰＯ法人にのみ行わせることは，Ｓ市に

おけるガイドヘルプサービス分野における競争が全くなくなり，事業者間

の競争を通じた価格の引下げやサービス向上が期待できなくなり，かえっ

て利用者の不利益にもなりかねない。 

(4) 一方で，Ｓ市のガイドヘルプサービスの適正化という政策目的を達成す

るためには，例えば，不適正な行為に対する監視を強化するとともに，不適

正事例が見られた事業者に対して指定取消しなどの処分を行うといった，

他のより競争制限的でない方法を採用することが，利用者の利益になるも

のと考えられる。 

３ 結論 

 従来，複数事業者によって実施されてきたガイドヘルプサービスについて，

市と各事業者が共同でＮＰＯ法人を設立し，市内における当該事業を当該Ｎ

ＰＯ法人に集約させることは，今後，市におけるガイドヘルプサービス分野に

おける競争が全くなくなり，事業者間の競争を通じた価格の引下げやサービ

ス向上が期待できないこととなり，かえって利用者の不利益にもなりかねな

い。一方，例えば，不適正な行為に対する監視を強化するとともに，不適正事

例が見られた事業者に対して指定取消しなどの処分を行うといった，不適正

な行為に対処する他のより競争制限的でない方法を採用することが，利用者

の利益になるものと考えられる。 

24 会社の設立ではないため，独占禁止法による企業結合規制の対象とはならない。
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〔公共調達〕 

（環境対策③） 

16 市が市営住宅建設に使用する木材を特定の森林認証を受けた事業者の供給

するものに限定する行為について 

市が，今後市営住宅を建設するのに使用する木材をＸ認証材に限定することは，

当該木材の調達が容易であることから，競争に与える影響は軽微であるが，調達

の対象をＸ認証と同等の森林認証を受けた森林で生産された木材にも広げ，入

札に参加し得る事業者を拡大することで，競争を通じた価格の引下げや品質の

向上等の効果がより期待されることとなる。 

１ 相談の要旨 

(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に

おいて，地方公共団体は，調達に当たり，環境物品，つまり環境への負荷の

軽減に役立つ物品等の調達の推進を図るために毎年度ガイドラインを作成

することとされている。 

 当該規定を受けてＴ市でもガイドラインを策定しているところ，その中で，

違法伐採を防ぎ，環境保全・持続可能な森林経営の促進を図るため，Ｔ市は，

木材の調達に当たって，森林認証制度（環境保護に配慮して森林経営が行わ

れていることを第三者機関が評価・認証する制度）の認証を受けた森林で生

産された木材（以下「認証材」という。）を優先した調達を行うと定めてい

る。 

(2) そこで，Ｔ市では，市営住宅の建設工事を入札で発注する際，入札仕様書

に,「木材はＸ認証材を使用することとする」旨記載し，落札した建設業者

にＸ認証材を調達する義務を負わせることとしたいが，独占禁止法上及び競

争政策上問題ないか。 

 なお，森林認証機関は複数存在し，Ｘ認証材はそのうちの一つであるＸ機

関25による認証を受けた森林で生産された木材のことである。また，いくつ

かある森林認証規格の中で，Ｘ認証材の使用を義務付けるのは，Ｔ市近隣に

はＸ認証を受けた森林しか存在しないためである。 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は，違法伐採を防ぎ，環境保全・持続可能な森林経営の促進を図るた

25
Ｘ機関は，世界各地の環境団体，木材取引企業，先住民団体及び地域林業組合等のグループ

により構成される非営利の国際的な会員制民間組織である。
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め，市営住宅建設のために使用する木材を，特定の森林認証を受けた木材

に限定するものである。 

(2) 一般に，行政機関が，法令に則り，どのように入札を行うかは，独占禁止

法上の問題ではなく，行政機関の判断に委ねられている。しかし，入札に関

する条件等を過剰に課すこととなれば，入札参加者が一部の事業者に限定

され，競争を通じた価格の引下げや品質の向上等の競争入札によって期待

される効果が得られないこととなる。 

(3) 本件において，市営住宅の建設工事の入札に当たって，落札した建設業者

にＸ認証材を調達する義務を負わせることは，独占禁止法上の問題ではな

く，政策目的に基づくＴ市の判断に委ねられている。また，Ｘ認証を受けて

いる森林は，国内外に広く存在しており，当該市営住宅における使用木材

がＸ認証材に限定されたとしても，木材を供給する事業者は，比較的容易

にＸ認証材を調達できる。したがって，Ｔ市の市営住宅の使用木材をＸ認

証材に限定することによって，Ｔ市が発注する市営住宅の建設工事におけ

る入札参加者が限定されることはなく，また，当該市営住宅建設に係る木

材供給市場から木材を供給する事業者が排除される可能性は低いものと考

えられることから，競争に与える影響は軽微である。 

(4) 一方で，森林認証は，国際規格ではあるものの，飽くまでも民間の規格で

あって，競合する森林認証の規格が複数存在しており，Ｔ市近隣の森林に

対して森林認証を行った機関がＸ機関のみとしても，木材は県境や国境を

越えて流通するのが一般的であり，市営住宅を建設する事業者がＴ市内以

外の地域から木材を調達することも考えられる。 

 したがって，市営住宅の使用木材として，Ｘ認証材だけでなく，これと同

等の森林認証規格に基づく認証材に対象を広げることで，入札に参加し得

る事業者を拡大し，競争を通じた価格の引下げや品質の向上等の効果がよ

り期待されることとなる。

３ 結論 

Ｔ市が，市営住宅建設に当たって，使用木材をＸ認証材に限定することは，

木材を供給する事業者にとって当該認証材の調達が容易であることから，競

争に与える影響は軽微であると考えられるが，調達の対象をＸ認証と同等の

森林認証を受けた森林で生産された木材にも広げ，入札に参加し得る事業者

を拡大することで，競争を通じた価格の引下げや品質の向上等の効果がより

期待されることとなる。 
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○ 地方公共団体の活動に関する相談窓口

公正取引委員会では，今後とも，各地方公共団体の活動に係る独占禁止法上

及び競争政策上の疑問や懸念についての相談に対応していくこととしており，

その窓口は次表のとおりである。 

表：地方公共団体の活動に関する相談窓口 

連絡先 管轄地域 

公正取引委員会事務総局 

〒100-8987 

東京都千代田区霞が関1-1-1 

中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 

経済取引局調整課 

TEL：(03)3581-5483 

FAX：(03)3581-1945 

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・

千葉県・東京都・神奈川県・新潟

県・長野県・山梨県 

北海道事務所 

〒060-0042 

札幌市中央区大通西12丁目 

札幌第３合同庁舎 

総務課 

TEL：(011)231-6300 

FAX：(011)261-1719 

北海道 

東北事務所 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町3-2-23 

仙台第２合同庁舎 

総務課 

TEL：(022)225-7095 

FAX：(022)261-3548 

青森県・岩手県・宮城県・秋田県・

山形県・福島県 

中部事務所 

〒460-0001 

名古屋市中区三の丸2-5-1 

名古屋合同庁舎第２号館  

経済取引指導官 

TEL：(052)961-9422 

FAX：(052)971-5003 

富山県・石川県・岐阜県・静岡県・

愛知県・三重県 

近畿中国四国事務所  

〒540-0008 

大阪市中央区大手前4-1-76 

大阪合同庁舎第４号館 

経済取引指導官 

TEL：(06)6941-2174 

FAX：(06)6943-7214 

福井県・滋賀県・京都府・大阪府・

兵庫県・奈良県・和歌山県 

近畿中国四国事務所中国支所 

〒730-0012 

広島市中区上八丁堀6-30 

広島合同庁舎第４号館 

総務課 

TEL：(082)228-1501 

FAX：(082)223-3123 

鳥取県・島根県・岡山県・広島県・

山口県 

近畿中国四国事務所四国支所 

〒760-0019 

高松市サンポート3-33 

高松サンポート合同庁舎南館 

総務課 

TEL：(087)811-1750 

FAX：(087)811-1761 

徳島県・香川県・愛媛県・高知県 

九州事務所 

〒812-0013 

福岡市博多区博多駅東2-10-7 

福岡第２合同庁舎別館 

経済取引指導官 

TEL：(092)431-5882 

FAX：(092)474-5465 

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・

大分県・宮崎県・鹿児島県 

内閣府沖縄総合事務局 

総務部公正取引室 

〒900-0006 

那覇市おもろまち2-1-1 

那覇第２地方合同庁舎２号館 

公正取引室 

TEL：(098)866-0049 

FAX：(098)860-1110 

沖縄県 
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○ 参考資料集 
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）（抄） 

第一章 総則 

〔目的〕 

第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の

過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限そ

の他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事

業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般

消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的と

する。 

〔定義〕 

第二条 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。

事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の

規定の適用については、これを事業者とみなす。 

② この法律において「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる

目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。

ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有

し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、

現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。 

一 二以上の事業者が社員（社員に準ずるものを含む。）である社団法人その他の社団 

二 二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団

法人その他の財団 

三 二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体 

③ この法律において「役員」とは、理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しく

は監査役若しくはこれらに準ずる者、支配人又は本店若しくは支店の事業の主任者をいう。 

④ この法律において「競争」とは、二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、

かつ、当該事業活動の施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又

はすることができる状態をいう。 

一 同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること 

二 同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること 

⑤ この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しく

は通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又

は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限

することをいう。 

資料１
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⑥ この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつ

てするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数

量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は

遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限す

ることをいう。 

⑦～⑧ （略） 

⑨ この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 

一 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。 

イ ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは

内容を制限すること。 

ロ 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役

務の数量若しくは内容を制限させること。 

二 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給す

ることであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの 

三 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継

続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの 

四 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げ

る拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。 

イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他

相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。 

ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方を

して当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販

売価格の自由な決定を拘束させること。 

五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして

不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。 

イ 継続して取引する相手方（新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおい

て同じ。）に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 

ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を

提供させること。 

ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品

を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の

対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるよう

に取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。 

六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害

するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの 

イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 
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ロ 不当な対価をもつて取引すること。 

ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。 

ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 

ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 

ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業

者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合にお

いて、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当

に誘引し、唆し、若しくは強制すること。 

第二章 私的独占及び不当な取引制限 

〔私的独占又は不当な取引制限の禁止〕 

第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。 

第四条及び第五条 削除 

〔特定の国際的協定又は契約の禁止〕 

第六条 事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的

協定又は国際的契約をしてはならない。 

〔排除措置〕 

第七条 第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二

節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これ

らの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。 

② 公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合にお

いても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、次に掲げる

者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを

確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から五

年を経過したときは、この限りでない。 

一 当該行為をした事業者 

二 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したとき

における合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に

係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者 



- 86- 

〔課徴金、課徴金の減免〕 

第七条の二 事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際

的協定若しくは国際的契約で次の各号のいずれかに該当するものをしたときは、公正取引委

員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該行為の実行としての事

業活動を行つた日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間（当該期間

が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三

年間とする。以下「実行期間」という。）における当該商品又は役務の政令で定める方法によ

り算定した売上額（当該行為が商品又は役務の供給を受けることに係るものである場合は、

当該商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額）に百分の十（小売業について

は百分の三、卸売業については百分の二とする。）を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国

庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その

納付を命ずることができない。 

一 商品又は役務の対価に係るもの 

二 商品又は役務について次のいずれかを実質的に制限することによりその対価に影響する

こととなるもの 

イ 供給量又は購入量 

ロ 市場占有率 

ハ 取引の相手方 

②～④ （略） 

⑤ 第一項の場合において、当該事業者が次のいずれかに該当する者であるときは、同項中「百

分の十」とあるのは「百分の四」と、「百分の三」とあるのは「百分の一・二」と、「百分の二」

とあるのは「百分の一」とする。 

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人

以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号まで

に掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営

むもの 

二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以

下の会社及び個人であつて、卸売業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する事業を

主たる事業として営むもの 

三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人

以下の会社及び個人であつて、サービス業（第五号の政令で定める業種を除く。）に属する

事業を主たる事業として営むもの 

四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十

人以下の会社及び個人であつて、小売業（次号の政令で定める業種を除く。）に属する事業

を主たる事業として営むもの 
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五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使

用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政

令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの 

六 協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立さ

れた組合（組合の連合会を含む。）のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業

種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの 

⑥ 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に

係る事件について第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分

が最初に行われた日（以下この条において「調査開始日」という。）の一月前の日（当該処分

が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について第六十二条第四項において読

み替えて準用する第五十条第一項の規定による通知（次項、第十項及び第二十条の二から第

二十条の五までにおいて「事前通知」という。）を受けた日の一月前の日）までに当該違反行

為をやめた者（当該違反行為に係る実行期間が二年未満である場合に限る。）であるときは、

第一項中「百分の十」とあるのは「百分の八」と、「百分の三」とあるのは「百分の二・四」

と、「百分の二」とあるのは「百分の一・六」と、前項中「百分の四」とあるのは「百分の三・

二」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一」と、「百分の一」とあるのは「百分の〇・八」

とする。ただし、当該事業者が、次項から第九項までの規定の適用を受ける者であるときは、

この限りでない。 

⑦ 第一項（第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、第十九項、第二十二

項及び第二十三項において同じ。）又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合におい

て、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあ

るのは「百分の十五」と、「百分の三」とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるの

は「百分の三」と、第四項中「百分の六」とあるのは「百分の九」と、「百分の二」とあるの

は「百分の三」と、「百分の一」とあるのは「百分の一・五」と、第五項中「百分の四」とあ

るのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」とある

のは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、第九項の規定の適用を受ける者である

ときは、この限りでない。 

一 調査開始日から遡り十年以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたこと

がある者（当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。）又は第十八項若しく

は第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたこと

がある者 

二 第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなか

つた場合において、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日から遡り十年

以内に、第一項若しくは第四項の規定による命令を受けたことがある者又は第十八項若し

くは第二十一項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたこ

とがある者 
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⑧ 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれ

かに該当する者であるときは、同項中「百分の十」とあるのは「百分の十五」と、「百分の三」

とあるのは「百分の四・五」と、「百分の二」とあるのは「百分の三」と、第五項中「百分の

四」とあるのは「百分の六」と、「百分の一・二」とあるのは「百分の一・八」と、「百分の一」

とあるのは「百分の一・五」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者で

あるときは、この限りでない。 

一 単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違

反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行

為をさせ、又はやめさせなかつた者 

二 単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反

行為に係る商品若しくは役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方

について指定した者 

三 前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、

当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者 

イ 他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は

唆すこと。 

ロ 他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市

場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定する

こと（専ら自己の取引について指定することを除く。）。 

⑨ 第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第七項各号のい

ずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、第一項中「百分の十」とあるのは

「百分の二十」と、「百分の三」とあるのは「百分の六」と、「百分の二」とあるのは「百分の

四」と、第五項中「百分の四」とあるのは「百分の八」と、「百分の一・二」とあるのは「百

分の二・四」と、「百分の一」とあるのは「百分の二」とする。 

⑩ 公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれに

も該当する場合には、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じない

ものとする。 

一 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち

最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者（当該

報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日（第四十七条第一項

第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が行われなかつたときは、当該事

業者が当該違反行為について事前通知を受けた日。次号、次項及び第二十五項において同

じ。）以後に行われた場合を除く。）であること。 

二 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた

者でないこと。 

⑪ 第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第四号に該当すると
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きは同項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて

得た額を、第二号及び第四号又は第三号及び第四号に該当するときは第一項又は第五項から

第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を、それぞれ当該

課徴金の額から減額するものとする。 

一 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち

二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者（当

該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場

合を除く。）であること。 

二 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち

三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者（当

該報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場

合を除く。）であること。 

三 公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち

四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出（第

四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会に

よつて把握されている事実に係るものを除く。）を行つた者（当該報告及び資料の提出が当

該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。）であること。 

四 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていた

者でないこと。 

⑫ 第一項の場合において、公正取引委員会は、当該違反行為について第十項第一号又は前項

第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たないとき

は、当該違反行為をした事業者のうち次の各号のいずれにも該当する者（第十項第一号又は

前項第一号から第三号までの規定による報告及び資料の提出を行つた者の数と第一号の規定

による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、同号の規定

による報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。）につい

ては、第一項又は第五項から第九項までの規定により計算した課徴金の額に百分の三十を乗

じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとする。 

一 当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日ま

でに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行

為に係る事実の報告及び資料の提出（第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第

一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係る

ものを除く。）を行つた者 

二 前号の報告及び資料の提出を行つた日以後において当該違反行為をしていた者以外の者 

⑬ 第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者（会社である場合に限る。）

が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に

係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合には、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号
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のいずれかに該当する場合に限り、当該報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、

当該報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場

合における第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで及び前項第一号の規定による報告

及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事

業者とする。 

一 当該二以上の事業者が、当該報告及び資料の提出の時において相互に子会社等（事業者

の子会社（会社がその総株主（総社員を含む。以下同じ。）の議決権（株主総会において決

議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての

議決権を除き、会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第三項の規定により

議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。）の過半数を有

する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会

社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該

会社の子会社とみなす。以下この項において同じ。）若しくは親会社（会社を子会社とする

他の会社をいう。以下この号において同じ。）又は当該事業者と親会社が同一である他の会

社をいう。次号及び第二十五項において同じ。）の関係にあること。 

二 当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違

反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間（当該報告及

び資料の提出を行つた日からさかのぼり五年以内の期間に限る。）において、当該他の事業

者と相互に子会社等の関係にあつたこと。 

三 当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違

反行為をした者でないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。 

イ その者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の

全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一

部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始

したこと。 

ロ その者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全

部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一

部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。 

⑭ 前項の場合において、会社が有する議決権並びに会社及びその一若しくは二以上の子会社

又は会社の一若しくは二以上の子会社が有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法

律（平成十三年法律第七十五号）第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により

発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。 

⑮ 公正取引委員会は、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の

規定による報告及び資料の提出を受けたときは、当該報告及び資料の提出を行つた事業者に

対し、速やかに文書をもつてその旨を通知しなければならない。 

⑯ 公正取引委員会は、第十項から第十二項までの規定のいずれかに該当する事業者に対し第



- 91- 

一項の規定による命令又は第十八項若しくは第二十一項の規定による通知をするまでの間、

当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることが

できる。 

⑰ 公正取引委員会が、第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の

規定による報告及び資料の提出を行つた事業者に対して第一項の規定による命令又は次項の

規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき

は、第十項から第十二項までの規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。 

一 当該事業者（当該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者である

ときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業

者のうち、いずれか一以上の事業者。次号において同じ。）が行つた当該報告又は提出した

当該資料に虚偽の内容が含まれていたこと。 

二 前項の場合において、当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚

偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。 

三 当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し（当

該事業者が第十三項の規定による報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業

者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか

一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該報告及び資料の提出を行つ

た他の事業者以外の事業者に対し）第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は

当該違反行為をやめることを妨害していたこと。 

⑱ 公正取引委員会は、第十項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項

の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し

第一項の規定による命令をする際に（同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正

取引委員会規則で定めるときまでに）、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨

を通知するものとする。 

⑲ 公正取引委員会は、第一項又は第四項の場合において、同一事件について、当該事業者に対

し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、第一項、第四項から第九項まで、第十一項又は

第十二項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金

額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第一項、第四項から第九項まで、第

十一項若しくは第十二項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を

超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。 

⑳ 前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができな

い。 

 公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せ

られた事業者に対し、当該事業者がした第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係

る事件について当該事業者以外の事業者に対し第一項（第二項において読み替えて準用する

場合を含む。）又は第四項の規定による命令をする際に（これらの規定による命令をしない場



- 92- 

合にあつては、公正取引委員会規則で定めるときまでに）、これと併せて文書をもつてその旨

を通知するものとする。 

 第一項又は第四項の規定による命令を受けた者は、第一項、第四項から第九項まで、第十一

項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。 

 第一項、第四項から第九項まで、第十一項、第十二項又は第十九項の規定により計算した課

徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 

 第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、

当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた第

一項（第二項において読み替えて準用する場合を含む。）及び第四項の規定による命令、第十

八項及び第二十一項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定（以下この

項及び次項において「命令等」という。）は、合併後存続し、又は合併により設立された法人

がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみ

なして、前各項及び次項の規定を適用する。 

 第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、

当該法人が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の

子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人（会社に限る。）が

当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後においてその一又は二以上の子会社等に

対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により

消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部

若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等

（以下「特定事業承継子会社等」という。）がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が

受けた命令等とみなして、前各項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子

会社等が二以上あるときは、第一項（第二項において読み替えて準用する場合を含む。）中「当

該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等（第二十五項に規定する特定事業承継子

会社等をいう。以下同じ。）に対し、この項（次項において読み替えて準用する場合を含む。）

の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第四項中「当該事業者

に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等に対し、この項の規定による命令を受けた他の特

定事業承継子会社等と連帯して」と、第二十二項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事

業承継子会社等は、これらの規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」

とする。 

 前二項の場合において、第十項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令

で定める。 

 実行期間（第四項に規定する違反行為については、違反行為期間）の終了した日から五年を

経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができ

ない。 
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第三章 事業者団体 

〔事業者団体の禁止行為〕 

第八条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。 

一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 

二 第六条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 

三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。 

四 構成事業者（事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。）の機能又は活動を不

当に制限すること。 

五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。 

〔排除措置〕 

第八条の二 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規

定する手続に従い、事業者団体に対し、当該行為の差止め、当該団体の解散その他当該行為

の排除に必要な措置を命ずることができる。 

② 第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。 

③ 公正取引委員会は、事業者団体に対し、第一項又は前項において準用する第七条第二項に

規定する措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定

する手続に従い、当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事業者（事業者の利益のため

にする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者が構成事業者である場合には、当該事業者

を含む。第二十六条第一項において同じ。）に対しても、第一項又は前項において準用する第

七条第二項に規定する措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。 

第八条の三 （略） 

第三章の二、第四章 （略） 

第五章 不公正な取引方法 

〔不公正な取引方法の禁止〕 

第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 

〔排除措置〕 

第二十条 前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定

する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除す

るために必要な措置を命ずることができる。 
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② 第七条第二項の規定は、前条の規定に違反する行為に準用する。 

第二十条の二～七 （略） 

第六章 適用除外 

〔知的財産権の行使行為〕 

第二十一条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利

の行使と認められる行為にはこれを適用しない。 

〔一定の組合の行為〕 

第二十二条 この法律の規定は、次の各号に掲げる要件を備え、かつ、法律の規定に基づいて設

立された組合（組合の連合会を含む。）の行為には、これを適用しない。ただし、不公正な取

引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に

対価を引き上げることとなる場合は、この限りでない。 

一 小規模の事業者又は消費者の相互扶助を目的とすること。 

二 任意に設立され、かつ、組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 

三 各組合員が平等の議決権を有すること。 

四 組合員に対して利益分配を行う場合には、その限度が法令又は定款に定められているこ

と。 

〔再販売価格維持行為〕 

第二十三条 この法律の規定は、公正取引委員会の指定する商品であつて、その品質が一様で

あることを容易に識別することができるものを生産し、又は販売する事業者が、当該商品の

販売の相手方たる事業者とその商品の再販売価格（その相手方たる事業者又はその相手方た

る事業者の販売する当該商品を買い受けて販売する事業者がその商品を販売する価格をいう。

以下同じ。）を決定し、これを維持するためにする正当な行為については、これを適用しない。

ただし、当該行為が一般消費者の利益を不当に害することとなる場合及びその商品を販売す

る事業者がする行為にあつてはその商品を生産する事業者の意に反してする場合は、この限

りでない。 

②～⑥ （略） 

第七章 差止請求及び損害賠償 

〔差止請求権〕 

第二十四条 第八条第五号又は第十九条の規定に違反する行為によつてその利益を侵害され、
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又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがある

ときは、その利益を侵害する事業者若しくは事業者団体又は侵害するおそれがある事業者若

しくは事業者団体に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 

〔無過失損害賠償責任〕 

第二十五条 第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者（第六条の規定

に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的協定又は国際的契約において、不当な

取引制限をし、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者に限る。）及び第八条の規定に違反

する行為をした事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。 

② 事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任

を免れることができない。 

第二十六条 （略） 

第八章 公正取引委員会 

第二十七条～第四十四条 （略） 

第二節 手続 

〔違反事実の報告、探知〕 

第四十五条 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員

会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 

② 前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしな

ければならない。 

③ 第一項の規定による報告が、公正取引委員会規則で定めるところにより、書面で具体的な

事実を摘示してされた場合において、当該報告に係る事件について、適当な措置をとり、又は

措置をとらないこととしたときは、公正取引委員会は、速やかに、その旨を当該報告をした者

に通知しなければならない。 

④ 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実又は独占的状態に該当する事実がある

と思料するときは、職権をもつて適当な措置をとることができる。 

第四十六条 （略） 

〔調査のための強制処分〕 

第四十七条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をする
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ことができる。 

一 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審尋し、又はこれらの者から意見若しくは報告を

徴すること。 

二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 

三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて

置くこと。 

四 事件関係人の営業所その他必要な場所に立ち入り、業務及び財産の状況、帳簿書類その

他の物件を検査すること。 

② 公正取引委員会が相当と認めるときは、政令で定めるところにより、公正取引委員会の職

員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。 

③ 前項の規定により職員に立入検査をさせる場合においては、これに身分を示す証明書を携

帯させ、関係者に提示させなければならない。 

④ 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな

い。 

第四十八条～第七十六条 （略） 

第九章、第十章 （略） 

第十一章 罰則 

〔私的独占、不当な取引制限、事業者団体による競争の実質的制限の罪〕 

第八十九条 次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金

に処する。 

一 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者 

二 第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの 

② 前項の未遂罪は、罰する。 

第九十条～第百条 （略） 

第十二章、附則 （略） 
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不公正な取引方法（昭和 57 年６月 18日公正取引委員会告示第 15 号） 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号）第二条第

九号の規定により、不公正な取引方法（昭和二十八年公正取引委員会告示第十一号）の全部を

次のように改正し、昭和五十七年九月一日から施行する。 

〔共同の取引拒絶〕 

１ 正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者（以下「競争者」という。）と

共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。 

 一 ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品

若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。 

 二 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は

供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。 

〔その他の取引拒絶〕 

２ 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若し

くは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること。 

〔差別対価〕 

３ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」

という。）第二条第九項第二号に該当する行為のほか、不当に、地域又は相手方により差別

的な対価をもつて、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること。 

〔取引条件等の差別取扱い〕 

４ 不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをするこ

と。 

〔事業者団体における差別取扱い等〕 

５ 事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当に排斥し、又は事業者団体の内部若し

くは共同行為においてある事業者を不当に差別的に取り扱い、その事業者の事業活動を困難

にさせること。 

〔不当廉売〕 

６ 法第二条第九項第三号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、

他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。 

資料２
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〔不当高価購入〕 

７ 不当に商品又は役務を高い対価で購入し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれが

あること。 

〔ぎまん的顧客誘引〕 

８ 自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項につ

いて、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させ

ることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。 

〔不当な利益による顧客誘引〕 

９ 正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引

すること。 

〔抱き合わせ販売等〕 

10 相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の

指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制

すること。 

〔排他条件付取引〕 

11 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取

引の機会を減少させるおそれがあること。 

〔拘束条件付取引〕 

12 法第二条第九項第四号又は前項に該当する行為のほか、相手方とその取引の相手方との取

引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方と取引すること。 

〔取引の相手方の役員選任への不当干渉〕 

13 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不

当に、取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員（法第二条第三項の役員をいう。以

下同じ。）の選任についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承認を受けさせるこ

と。 

〔競争者に対する取引妨害〕 

14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者

とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いか

なる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。 
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〔競争会社に対する内部干渉〕 

15 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主

又は役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてす

るかを問わず、その会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、又

は強制すること。 

附則 （略） 
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行政指導に関する独占禁止法上の考え方 

平成６年６月３０日 
公正取引委員会 

  改正 平成２２年１月１日 

はじめに 

我が国においては、広範な分野において様々な形で行政指導が実施されており、行政指導は、

行政の中で大きな比重を占めている。このような行政指導は、行政需要への機敏な対応、行政の

弾力性の確保、行政目的の円滑な達成等のために行われている。一方、行政運営の公正の確保と

透明性の向上を図るため、行政手続法（平成五年法律第八十八号）が制定され、同法において、

行政指導の濫用を防止するとともに、行政指導の明確性及び公平性を確保する観点から、行政

機関が行政指導を行う場合に遵守すべき事項について一定の規定が設けられている。 

近年、消費者利益を確保することや我が国市場をより開かれたものとすることが内外から求

められており、そのためには公正かつ自由な競争の維持・促進を図ることが重要となっている。

また、公正かつ自由な競争を一層促進するとの観点からも規制緩和が積極的に進められている

が、法令による規制が緩和又は廃止されたとしても仮に行政指導により事実上同様のことが行

われれば、規制緩和の趣旨に反する結果となる。 

行政指導は、行政機関が多様な目的のために行っているが、その中で、事業者の参入・退出、

商品又は役務の価格、数量、設備等に直接・間接に影響を及ぼすような行政指導は、その目的、

内容、方法等によっては、公正かつ自由な競争を制限し、又は阻害するとともに、独占禁止法違

反行為を誘発する場合さえあることに十分留意する必要がある。 

事業者又は事業者団体の行為については、たとえそれが行政機関の行政指導により誘発され

たものであっても、独占禁止法の適用が妨げられるものではない。公正取引委員会は、当該事業

者又は事業者団体の行為が独占禁止法違反行為の要件に該当するときは、当該行為を排除する

ための法的措置等を講じている。事業者又は事業者団体が行政指導に従って独占禁止法上問題

のある行為を行った場合、当該行為について直接法的責任を問われるのは行政指導に従った事

業者又は事業者団体となることから、行政機関は行政指導を行うに当たって、この観点からも

慎重であることが求められるものである。また、このような場合、事業者又は事業者団体は、行

政指導に従った行為であっても独占禁止法上問題となることを十分留意する必要がある。 

公正取引委員会は、独占禁止法との関係において問題を生じさせるおそれがある行政指導に

ついては、従来、個々の事案ごとに事前に関係行政機関と調整を図り、問題点を指摘し、改善等

を要望してきたところである。今般、公正取引委員会は、これまでの他の行政機関との調整事例

や独占禁止法違反被疑事件の審査の過程等で認められた事例を踏まえて、行政指導に関する独

占禁止法上の考え方を具体的に明らかにするため、「行政指導に関する独占禁止法上の考え方」

（以下「本考え方」という。）を作成・公表することとした。行政機関においては、本考え方に

十分留意するとともに、本考え方で示したような独占禁止法との関係において問題を生じさせ

資料３
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るおそれがある行政指導を行うに当たって個々の事案ごとに事前に公正取引委員会と調整する

ことを期待するものである。 

なお、本考え方の作成・公表に伴い、「独占禁止法と行政指導との関係についての考え方」（昭

和五十六年三月一六日公正取引委員会）を廃止する。 

本考え方においては、次の用語は、以下のような意味を持つものとする。 

・ 行政指導 

行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定

の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当

しないものをいう。 

・ 行政機関 

地方公共団体の機関を含む。 

・ 法令 

法律、法律に基づく命令（告示を含む。）、条例及び地方公共団体の執行機関の規則（規

程を含む。）をいう。 

・ 許認可等 

法令に基づき許可、認可、免許その他事業者に対し何らかの利益を付与する処分をいう。 

・ 事業者 

商業、工業、金融業その他の事業を行うものをいう。 

・ 事業者団体 

事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体

又はその連合体をいう。 

・ 参入・退出 

既存事業分野への参入・退出のほか、新規事業分野、地域市場等への参入・退出等を含む。 

・ 価格 

割戻し、値引等実質的に価格の構成要素となるものを含む。 

・ 設備 

生産設備のほか、店舗等を含む。 

１ 行政指導と独占禁止法との関係についての基本的な考え方 

 法令に具体的な規定がある行政指導 

法令に助言、指導、勧告、指示等の具体的な規定がある行政指導の場合、当該行政指導の

目的、内容、方法等は当該法令の規定に合致したものでなければならず、その相手方が個々

に自主的に判断して、このような行政指導に従う限り、当該行政指導の相手方の行為は独

占禁止法上問題とはならない。しかしながら、独占禁止法の適用除外規定がない限り、当

該行政指導によって誘発された行為であっても独占禁止法違反行為の要件に該当する場合

には、当該行為に対する同法の適用が妨げられるものではない。 
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また、法令に命令、認可、勧告、指示等の規定が定められている場合であって、法令の運

用として、その規定を発動することができる実体要件が存在するときに、その規定の発動

の前段階又は代替として行われる行政指導についても、独占禁止法との関係についての考

え方は法令に具体的な規定がある行政指導と同様である。 

なお、法令に具体的な規定があってもその目的、内容、方法等が当該法令の規定に合致し

ない行政指導又は各省庁設置法の規定若しくは事業法令上の一般的な監督権限を根拠とす

る行政指導は、ここでいう法令に具体的な規定がある行政指導とは言えない。 

 法令に具体的な規定がない行政指導 

法令に具体的な規定がない行政指導の場合、行政機関は、当該行政指導の中には、その目

的、内容、方法等によっては、公正かつ自由な競争を制限し、又は阻害するとともに、独占

禁止法違反行為を誘発する場合さえあることに、十分留意する必要がある。行政指導によ

って誘発された行為であっても独占禁止法違反行為の要件に該当する場合には、当該行為

に対する同法の適用が妨げられるものではないことは言うまでもない。 

法令に具体的な規定がない行政指導の目的、内容及び方法と独占禁止法との関係につい

ての考え方は、次のとおりである。 

ア 行政指導の目的との関係 

行政指導は、物価の安定、国民生活の安定又は充実、取引の公正性・透明性の確保、環

境保全、保険衛生の向上、安全性の向上、中小企業保護等多様な行政目的のために行われ

ているが、その中で、過度の競争の防止、需給調整、価格低下の抑制、事業者間の利害調

整、業界の秩序維持といった観点から行われる行政指導は、市場メカニズムに直接的な影

響を及ぼすこととなる。 

イ 行政指導の内容との関係 

行政指導は、その内容が多岐にわたり、また、その市場における競争に及ぼす影響も区々で

ある。 

参入・退出、商品又は役務の価格、数量、設備等は、本来、市場における事業者の公正かつ

自由な競争を通じて形成され、又は決められるべきものである。これらの事項についての事業

者の自由な活動を制限するおそれのある行政指導は、市場メカニズムに直接的な影響を及ぼす

こととなる。 

他方、営業方法、品質・規格、広告・表示等は、事業者の重要な競争手段ではあるが、参入・

退出、価格、数量、設備等と比べ市場メカニズムに及ぼす影響が直接的であるとは必ずしも言

えない。 

ウ 行政指導の方法との関係 

内容に具体性のある行政指導は、事業者が他の事業者もこれに従うことを前提として

のみ従おうとする場合が多いので、事業者団体を通じて行う場合、独占禁止法違反行為を

最も誘発しやすい。個別事業者に対する行政指導であっても、例えば、特定の事業分野に
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おける主導的な事業者に対して行う場合、特定の事業分野に属する相当数の事業者に対

して画一的な基準を定める等の方法により行う場合、事業者間に競争制限について暗黙

の了解又は共通の意思が形成されやすい状況において行う場合には、独占禁止法違反行

為を誘発するおそれがある。 

   （備考）物価の抑制が最大の国民的課題となっているような事態において価格の抑制を

目的として行われる行政指導については、第一次石油危機当時の政府統一見解（別添）

がある。 

２ 行政指導の諸類型と独占禁止法 

法令に具体的な規定がない行政指導に関し、どのような行政指導が独占禁止法との関係に

おいて問題を生じさせるおそれがあるかについての考え方を行政指導の諸類型ごとに具体的

に示すと、次のとおりである。 

 参入・退出に関する行政指導 

    公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、参入・退出の自由が保障されている必要

があり、行政機関は、法令に具体的な規定がない参入・退出に関する行政指導により公正か

つ自由な競争が制限され、又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。例え

ば、次のような行政指導は、独占禁止法との関係において問題を生じさせるおそれがある

（独占禁止法第三条、第八条第一号・三号・四号）。 

① 参入に当たり、当該事業分野の既存事業者若しくは事業者団体の同意を得ることを求

め、又は参入の条件についてこれらのものと調整するよう指導すること。 

このような行政指導により、当該既存事業者が共同して、又は事業者団体が、参入の

同意を拒否することにより新規参入を断念させ、当該事業分野の事業者の数を制限し、

又は参入しようとする事業者の事業活動を不当に制限する条件を付すことになるおそれ

がある。 

② 参入に当たり、既存事業者との利害調整の観点から、当該事業分野の事業者団体に加

入するよう指導すること。 

このような行政指導により、当該事業者団体が、加入を拒否することにより新規参入

を断念させ、当該事業分野の事業者の数を制限し、又は加入に当たり参入しようとする

事業者の事業活動を不当に制限する条件を付すことになるおそれがある。 

③ 事業活動を遂行するために必要な公的機関からの融資等の手続に、需給調整、事業者

間の利害調整等の観点から、当該事業分野の事業者団体に関与させること。 

このような行政指導により、当該事業者団体が、新規参入者からの申請を拒否するこ

とにより新規参入を断念させ、当該事業分野の事業者の数を制限し、又は参入しようと

する事業者の事業活動を不当に制限する条件を付すことになるおそれがある。 

 価格に関する行政指導 
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    公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、商品又は役務の価格設定が事業者の自

主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関は、法令に具体 的な規定がない価格に関す

る行政指導により公正かつ自由な競争が制限され、又は阻害されることのないよう十分留

意する必要がある。例えば、次のような行政指導は、独占禁止法との関係において問題を生

じさせるおそれがある（独占禁止法第三条、第八条第一号・四号・五号、第十九条）。 

① 価格の引上げ又は引下げについて、その額・率（幅）等目安となる具体的な数字を示

して指導すること。 

このような行政指導により、事業者が共同して、又は事業者団体が、示された目安ま

で価格を引き上げ、又は引き下げることを決定することになるおそれがある。なお、こ

こでいう決定とは、明示的に決定し、又は合意することだけをいうのではなく、暗黙の

了解又は共通の意思が形成されることも含まれる（以下同じ。）。 

② 価格が低下している状況等において、安値販売、安値受注又は価格の引下げの自粛を指導

すること。 

このような行政指導により、事業者が共同して、又は事業者団体が、価格の維持又は引上

げを決定することになるおそれがある。 

③ 構成事業者の個々の取引における価格等通常各事業者の営業上の秘密とされている事

項について事業者団体を通じて報告を求めること。 

このような行政指導により、当該事業者団体が取りまとめに当たり価格を決定するこ

とになるおそれがある。 

④ 製造業者若しくは流通業者又はそれらの団体に対して、小売価格等その取引の相手方

の販売価格を安定させるよう指導すること。 

このような行政指導により、再販売価格維持行為を誘発することになるおそれがある。 

⑤ 個々の事業者が自主的判断で決めることとされている価格について事前届出制が採ら

れている場合に、目安となる具体的な数字を示して届出事項について指導したり、事業

者間又は事業者団体で調整をさせたり、事業者団体に一括して届出をさせたり、事業者

団体を経由して届出をさせること。 

このような行政指導により、事業者が共同して、又は事業者団体が、届出事項である

価格について決定することになるおそれがある。 

 数量・設備に関する行政指導 

    公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、数量・設備に関する事業活動が事業者の

自主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関は、法令に具体的な規定がない数量・設備

に関する行政指導により公正かつ自由な競争が制限され、又は阻害されることのないよう

十分留意する必要がある。例えば、次のような行政指導は、独占禁止法との関係において問

題を生じさせるおそれがある（独占禁止法第三条、第八条第一号・三号・四号）。 
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① 生産・販売数量、輸入・輸出数量、減産率（幅）、原材料の購入数量等について目安と

なる具体的な数字を示して指導すること。 

このような行政指導により、事業者が共同して、又は事業者団体が、数量等について

決定することになるおそれがある。 

② 短期の需給見通し等具体的な目安を示して生産・販売数量、輸入・輸出数量、設備の

新増設等に関する事業計画を提出させること。 

このような行政指導により、事業者が共同して、又は事業者団体が、示された目安に

応じた事業計画を作成し、それに従って事業活動を行うことを決定することになるおそ

れがある。 

③ 構成事業者の個々の取引における数量等通常各事業者の営業上の秘密とされている事

項について事業者団体を通じて報告を求めること。 

このような行政指導により、当該事業者団体が取りまとめに当たり、構成事業者の生

産・販売数量、輸入・輸出数量等を決定することになるおそれがある。 

④ 短期の需給見通しの作成に当たって、事業者間又は事業者団体において、供給計画に

関する意見交換等を行わせること。 

需給見通しを作成するに当たって、行政機関が個別の事業者から聴取する限りでは問

題はないが、このような行政指導により、事業者が共同して、又は事業者団体が、生産・

販売数量等を決定することになるおそれがある。 

⑤ 設備投資又は設備廃棄の時期又は規模に関し輪番制等の具体的な目安を示して指導す

ること。 

このような行政指導により、事業者が共同して、又は事業者団体が、設備投資等につ

いて決定することになるおそれがある。 

⑥ 個々の事業者が自主的判断で決定することとされている生産・販売数量、輸入・輸出

数量、設備の新増設等について事前届出制が採られている場合に、具体的な目安を示し

て届出事項について指導したり、事業者間又は事業者団体で調整をさせたり、事業者団

体に一括して届出をさせたり、事業者団体を経由して届出をさせること。 

このような行政指導により、事業者が共同して、又は事業者団体が、届出事項である

数量等について決定することになるおそれがある。 

 営業方法、品質・規格、広告・表示等に関する行政指導 

    営業方法、品質・規格、広告・表示等は、事業者が創意工夫を発揮して行う重要な競争手

段であり、行政機関は、法令に具体的な規定がない営業方法、品質・規格、広告・表示等に

関する行政指導により、これらの事項についての事業者の活動が不当に制限され、公正か

つ自由な競争が制限され、又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。 

    法令の遵守、不正行為の防止等の社会公共への配慮、取引の透明性の確保、保健衛生の向

上、安全性の向上等の観点から行政機関が営業方法、品質・規格、広告・表示等に関して、
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具体的に制限したり、事業者又は事業者団体に対して自主規制を行うよう指導することが

ある。また、商品の生産若しくは流通又は役務の供給の合理化のために、行政機関が品質・

規格等に関して、具体的に制限したり、事業者又は事業者団体に対して標準化を図るよう

指導することがある。これらの行政指導は、原則として、独占禁止法との関係において問題

となるものではないが、当該行政指導を受けて事業者が共同して、又は事業者団体が決定

した基準等が、需要者の利益を不当に害し、又は構成事業者等にその遵守を強制するもの

であれば、事業者又は事業者団体の当該基準等の決定は独占禁止法上問題となることから、

行政機関は、この点に十分留意する必要がある。 

    また、行政機関が営業方法、品質・規格、広告・表示等に関して指導する場合において、

事業者が共同して、又は事業者団体が、当該行政指導を受けて価格等の取引条件について

まで決定すれば、遵守を強制するものでなくても、当該決定は独占禁止法上問題となるの

で、この点についても十分留意する必要がある。 

３ 許認可等に伴う行政指導についての独占禁止法上の考え方 

事業分野によっては、参入・退出、価格、数量、設備等に関して、許認可等により規制が行

われていることがある。このような許認可等による規制は、法令に規定された要件のみに基づ

き行われるべきであり、行政機関は、当該要件を超えた観点を加えて許認可等の運用をするこ

とにより事業者の自由な事業活動が制限され、公正かつ自由な競争が制限され、又は阻害され

ることのないよう十分留意する必要がある。また、参入・退出、価格、数量、設備等について

法令の規定により届出が義務付けられている場合もあるが、届出を許認可等の申請と事実上同

様に取り扱うことにより、これらの事項について事業者の自由な事業活動を制限することも同

様である。 

行政機関が法令に規定された許認可等の運用に当たって行政指導を行う場合であっても、

当該行政指導の内容や方法によっては、事業者又は事業者団体による独占禁止法違反行為を誘

発する場合があり、行政機関は、特に、許認可等を背景とする行政指導は、事実上強制力を有

しやすいことに留意する必要がある。行政機関が法令に規定された要件に照らして事業者の許

認可等の申請内容の変更等を個別に指導すること自体は、独占禁止法との関係において問題を

生じさせるものではないが、事業者又は事業者団体に対し許認可等の申請内容又は手続に関与

するよう指導する場合には、事業者又は事業者団体による独占禁止法違反行為を誘発するおそ

れがある（独占禁止法第三条、第八条第一号・三号・四号）。 

例えば、次のような行政指導は、独占禁止法との関係において問題を生じさせるおそれが

ある。 

① 参入の許認可等の申請に際し、当該事業分野の既存事業者若しくは事業者団体の同意を得

ることを求め、又は参入の条件についてこれらのものと調整するよう指導すること。 
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このような行政指導により、当該既存事業者が共同して、又は事業者団体が、参入の同意

を拒否することにより新規参入を断念させ、当該事業分野の事業者の数を制限し、又は参入

しようとする事業者の事業活動を不当に制限する条件を付すことになるおそれがある。 

② 参入の許認可等の申請に際し、既存事業者との利害調整の観点から、当該事業分野の事業

者団体に加入するよう指導すること。 

このような行政指導により、当該事業者団体が、加入を拒否することにより新規参入を断

念させ、当該事業分野の事業者の数を制限し、又は加入に当たり参入しようとする事業者の

事業活動を不当に制限する条件を付すことになるおそれがある。 

③ 複数の事業者から参入の許認可等の申請がある等の場合に、申請事業者間又は当該事業分

野の事業者団体等において調整するよう指導すること。 

許認可等の要件の一つとしていわゆる需給調整条項が法令に規定されている場合であっ

ても、このような指導を受けて申請事業者間又は当該事業分野の事業者団体等において行わ

れる調整行為は、独占禁止法に違反するおそれがある。 

④ 法律上個々の事業者が自主的な判断で行うこととされている価格等に関する許認可等の

申請について、構成事業者の委任を受けて事業者団体が一括して申請するよう指導すること。 

このような行政指導により、事業者団体が許認可等の申請内容について決定することに

なるおそれがある。 

⑤ 法律上個々の事業者が自主的な判断で行うこととされている価格等に関する許認可等の

申請について、事業者間又は事業者団体で調整をさせ、当該事業分野の事業者団体を経由し、

又は既存事業者若しくは事業者団体の同意を得た上で申請するよう指導すること。 

このような行政指導により、事業者が共同して、又は事業者団体が、許認可等の申請内容

について決定することになるおそれがある。 

（別添） 

価格カルテルと行政指導に関する政府統一見解（第七十二回国会衆議院予算委員会（昭和

四十九年三月十二日）吉国内閣法制局長官の答弁） 

価格カルテルと行政指導に関する見解として申し上げます。 

第一に、価格は、本来市場における需給関係を基準として、事業者の自由な競争によって

決まるべきものでございますから、事業者がカルテルによって価格操作を行なうことは、私的

独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二条第六項の「不当な取引制限」に該当いたし

まして、認めるべきでないことは当然でございます。 

第二に、一方、最近のように、物価抑制が最大の国民的な課題となっておりますことを考

慮いたしますならば、物資所管官庁が価格抑制の観点から、価格に関する行政指導を行なうこ

とは必要やむを得ないものと考えられまして、その根拠は各省設置法に求めることができます。
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たとえば通商産業省設置法第三条第二号、石油につきましては第三十六条の七第一号でござい

ます。 

第三といたしまして、ただ、価格に関する行政指導が認められるとは申しましても、指導

を受けました事業者がさらに共同して価格操作を行うことがございまするならば、先ほど一に

述べましたと同様に、認めるべきでないことはいうまでもございません。 
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事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針（平成７年 10 月 30 日公正取引委員会）（抄） 

はじめに 

１ 本指針の趣旨 

(1)  独占禁止法の目的 

独占禁止法（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54

号））は，事業者が，私的独占，不当な取引制限，不公正な取引方法等の行為を行うこと

を禁止するとともに，事業者の結合体である事業者団体が競争制限的な又は競争阻害的

な行為を行うことを禁止し，こうした行為が行われた場合にはこれを排除することによ

り，公正かつ自由な競争を促進することを目的としている。 

(2)  本指針の趣旨 

本指針は，事業者団体のどのような活動が独占禁止法上問題となるかについて，具体

的な活動の例を挙げながら明らかにすることによって，事業者団体による独占禁止法違

反行為の防止を図るとともに，その適正な活動に役立てようとするものである。 

２ 本指針の構成等 

(1)  本指針の構成 

本指針中，第１では，事業者団体のどのような行為が独占禁止法で禁止されているか，

また，違反行為に対してはどのような措置等が採られることとなるか，あるいは事業者

団体の適用除外制度等，事業者団体に係る独占禁止法の規定がどのようなものであるか

を示している。 

       第２では，これまでの公正取引委員会の法運用の経験に基づき，事業者団体の実際の

活動に即して，主要な活動類型ごとに，独占禁止法の定めるところとの関係について，

参考例を挙げながら考え方を示している。 

この第２の参考例において， 

①  「原則として違反する」ものとして挙げられている行為は，これまでの審決におけ

る違反行為の内容を整理したところに基づき，行為の内容から見て，それ自体が競争

制限的な又は競争阻害的な行為と評価されるものであり，その記述に該当する行為が

行われた場合には，独占禁止法の関係規定に原則として違反すると考えられるもので

ある。 

②  「違反となるおそれがある」ものとして挙げられている行為は，行為の内容，態様

等から見て，それ自体で直ちに違反とまでは評価されないが独占禁止法上問題となり

得るものである。その記述に該当する行為については，当該事業者団体の市場での位

置付け，行為の行われた状況等のいかんによっては違反となるおそれがあり，又は違

資料４ 
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反行為に伴って行われるおそれがあり，若しくは違反行為につながるおそれがあると

考えられるものである。 

③  「原則として違反とならない」ものとして挙げられている行為は，それ自体では原

則として違反とならないと考えられるものである。 

(2) 本指針の記述の性格 

本指針は，事業者団体の実際の活動と独占禁止法との関係について，できるだけ分か

りやすく示そうとしたものであって，本指針中で挙げている参考例はあくまでも類型化

された例示である。さらに，参考例等に付された〈具体例〉及び〈違反とされた具体例〉

は，各参考例等の記述についての具体的な理解を助けるために，これまでの審決におけ

る違反行為を例示として挙げたものであり，また，参考例等に付された〈例〉は，同じ

く各参考例等の記述についての具体的な理解を助けるために，仮定の行為を例示として

挙げたものである。本指針中に示されていないものを含め，事業者団体の具体的な行為

が違反となるかどうかについては，独占禁止法の規定に照らして，個々の事案ごとに判

断されるものであることはいうまでもない。 

(3) 本指針の表記上の注意点 

①  本指針中で，例えば，「法第８条第１号」と記述している箇所については，独占禁止

法第８条第１号を表している。 

②  本指針の第２において，参考例の記述では，いずれも事業者団体が主体である行為

を挙げているが，記述の簡略化のため，「事業者団体が」という主体を示す記述を省略

している。 

③  同じく第２において，参考例，〈具体例〉，〈違反とされた具体例〉及び〈例〉の記述

中では，記述の簡略化のため，「事業者団体」を単に「団体」と表記している。 

④  同じく第２において，参考例等の末尾に「（§８―１，§８―４）」等と記述してい

る箇所 （７，８，11，12）については，その記述に関して主に念頭に置いている独占

禁止法の規定を，略記号を用いて記したものである。（例えば，§８―１とあるのは，

法第８条第１号を略したものである。） 

⑤  同じく第２において，「需要者」という用語を用いている箇所（７，８，９）につい

ては，商品又は役務を供給する側に立った事業者団体の活動を念頭に置いて記述して

いるが，商品又は役務の供給を受ける側に立った事業者団体の活動に関しても，該当

箇所の記述中の「需要者」を「供給者」と読み替えた上で，同様の考え方が当てはま

る。 

⑥  同じく第２において，「中小企業者の団体」が行う行為を記述している箇所（10）に

ついては，主として中小企業者を構成員とする事業者団体が，構成員である中小企業

者を対象として行う活動を，念頭に置いている。 
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(4)  本指針の策定に伴い，「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」（昭和 54 年８

月 27 日公表）は，廃止する。 

第１ 事業者団体の活動に関する独占禁止法の規定の概要 

１ 独占禁止法の基本理念と事業者団体 

独占禁止法の基本理念は，公正かつ自由な競争を促進し，事業者の創意を発揮させ，事

業活動を盛んにし，雇用及び国民実所得の水準を高め，もって一般消費者の利益を確保す

るとともに，国民経済の民主的で健全な発達を促進することにある（法第１条）。 

     このために，事業者団体による競争の実質的な制限，事業者の数の制限，構成事業者（事

業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。）の機能又は活動の不当な制限，事業者

に不公正な取引方法を用いさせるようにする行為等を禁止している（法第８条）。 

２ 事業者団体とは 

「事業者団体」とは，事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする２

以上の事業者の結合体又はその連合体をいい，次に掲げる形態のものを含む（法第２条第

２項）。 

①  ２以上の事業者が社員（社員に準ずるものを含む。）である社団法人その他の社団 

②  ２以上の事業者が理事又は管理人の任免，業務の執行又はその存立を支配している財

団法人その他の財団 

③  ２以上の事業者を組合員とする組合又は契約による２以上の事業者の結合体 

具体的には，○○工業会，○○協会，○○協議会，○○組合といった団体や○○連合会

といったこれら団体の連合体が事業者団体に当たる。 

     ここで「事業者としての共通の利益」とは，構成事業者の経済活動上の利益に直接又は

間接に寄与するものをいい，事業者個々の具体的利益であるか，業界一般の利益であるか

は問わない。この点から，２以上の事業者の結合体であっても，事業者としての共通の利

益の増進を目的に含まない学術団体，社会事業団体，宗教団体等は事業者団体に当たらな

い。 

     「主たる目的」とは，いくつかの目的のうち主要なものをいい，定款，規約等で定めら

れている目的にとらわれず，その活動内容等から実質的に判断される。 

     「２以上の事業者の結合体」という場合の「事業者」には，事業主体のみならず，その

利益のために活動する役員，従業員，代理人等も含まれる（法第２条第１項）。したがって，

例えば，各会社の役員あるいは部課長をメンバーとする継続的な集まりも，事業者として

の共通の利益を増進することを主たる目的とするものであれば事業者団体に当たる。 

一定の資格を有する者又は自由業に属する者については，それらの者が業として経済活
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動を行う場合には「事業者」に該当し，その結合体は事業者としての共通の利益を増進す

ることを主たる目的とするものであれば事業者団体に当たる。 

     なお，２以上の事業者の結合体又はその連合体であっても，資本又は構成事業者の出資

を有し，営利を目的として事業を営むことを主たる目的とし，かつ，現にその事業を営ん

でいるものは，それ自体事業者であって，事業者団体に当たらないものとされている（法

第２条第２項ただし書）。他方，これに該当せず，事業者団体であって，事業者としての性

格を併せ持つときに，自ら主体となって事業を行う場合には，当該事業に係る行為に対し

ては，独占禁止法の事業者に関する規定が適用される。 

３ 禁止されている行為 

法第８条は，事業者団体の次の行為を禁止している。 

(1) 「一定の取引分野における競争を実質的に制限すること」（第１号） 

事業者団体が，構成事業者が供給し，又は供給を受ける商品又は役務に関し価格の決

定，維持若しくは引上げ又は数量の制限を行い，また，構成事業者に係る顧客・販路，

供給のための設備等について制限し，あるいは新規事業者の参入制限等を行い，これに

より一定の取引分野（市場）における競争を実質的に制限することが，本号に該当する。 

(2) 「第６条に規定する国際的協定又は国際的契約をすること」（第２号） 

事業者団体が，外国の事業者又は事業者団体と不当な取引制限又は不公正な取引方法

に該当する事項を内容とする国際的協定（契約）を締結することで，具体的には，国際

的な価格協定や市場分割協定等を締結することが，本号に該当する。 

(3) 「一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること」（第３号） 

事業者団体が，一定の事業分野に新たに事業者が参入することを阻止し，又は既存の

事業者を排除することによって当該事業分野における事業者の数を制限することが，本

号に該当する。 

(4) 「構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること」（第４号） 

事業者団体が，構成事業者の事業活動に関して制限を加え，公正かつ自由な競争を阻

害することが，一般的に本号に該当する。 

(5) 「事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること」（第５号） 

事業者団体が，事業者（構成事業者以外の事業者も含まれる。）に，取引拒絶，差別取

扱い，排他条件付取引，拘束条件付取引，競争者に対する取引妨害等の不公正な取引方

法に該当する行為をさせるように強制し，又は働きかけることが，本号に該当する。 

       具体的には，非構成事業者と取引しないようにその取引先に圧力を加える行為や安売

業者に対し出荷停止等の不利益措置を講じるようその取引先に圧力を加える行為などが

挙げられる。 
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（注） 「不公正な取引方法」とは，法第２条第９項第１号から第５号までの各号の一に

該当する行為のほか，同項第６号イからへまでのいずれかに該当する行為であって，

公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち，公正取引委員会が指定するもので

ある。 

法第２条第９項第６号に基づき指定された不公正な取引方法には，すべての業種

に適用されるものと特定業種にのみ適用されるものとがある。前者は，「不公正な取

引方法」（昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号。以下「一般指定」という。）で指

定されている。後者は，特殊指定と呼ばれ，現在，大規模小売業等３業種を対象に

して指定されている。 

４  排除措置 

(1) 法第８条の規定に違反する行為があるときは，公正取引委員会は，事業者団体に対し，

当該行為の差止，当該団体の解散その他当該行為の排除に必要な措置を命ずることがで

きる（法第８条の２第１項）。 

(2) 公正取引委員会は，事業者団体による法第８条の規定に違反する行為が既になくなっ

ている場合においても，特に必要があると認めるときは，事業者団体に対し，当該行為

が既になくなっている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために

必要な措置を命ずることができる（法第８条の２第２項）。 

(3) 公正取引委員会は，事業者団体に対し，(1)又は(2)に規定する措置を命ずる場合にお

いて，特に必要があると認めるときは，当該団体の役員若しくは管理人又はその構成事

業者に対しても，所要の措置を命ずることができる（法第８条の２第３項）。 

５ 課徴金 （略） 

６ 刑罰 （略） 

７ 事業者団体に対する独占禁止法の適用除外制度（略） 

第２ 事業者団体の実際の活動と独占禁止法 

   (1)  事業者団体の活動は，当該産業に対する社会公共的な要請への対応，消費者理解の増

進等多様な目的の下に，教育・研修，情報の収集・提供，政府への要望や意見の表明等

種々のものがある。広範な事業者団体の活動の中で，独占禁止法が問題とするのは，事

業者間の競争を制限し，又は阻害するおそれがある活動である。 

       事業者団体の活動が事業者の事業活動に何らかの制限を加える場合には，独占禁止法

上の問題を生じないかどうかについて検討する必要がある。 
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(2)  事業者団体が，事業者の事業活動の諸要素のうち，事業者が供給し，又は供給を受け

る商品又は役務の価格又は数量，取引に係る顧客・販路，供給のための設備等重要な競

争手段である事項について制限することは，市場メカニズムに直接的な影響を及ぼすも

のである。また，事業者団体が，新たな事業者の参入を制限し，又は既存の事業者を排

除する活動を行うことも，市場メカニズムに直接的な影響を及ぼすものである。 

       下記「１ 価格制限行為」から「５ 参入制限行為等」までで具体的に挙げられるよ

うな制限行為により市場における競争を実質的に制限する（注）ことは法第８条第１号

の規定に違反する。また，市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合

であっても，これらの制限行為は原則として法第８条第３号，第４号又は第５号の規定

に違反する。 

       事業者団体によるこのような制限行為が原則として違反とされるのは，その行為の具

体的な形態や手段・方法のいかんを問わない。また，同じくこのような行為が原則とし

て違反とされるのは，行為の理由のいかんを問わないのであって，妥当な価格水準にす

るためとか，商品又は役務の質を確保するためとか，受注の均等化を図るためといった

理由によって正当化されるものではない。 

（「１ 価格制限行為」～「５ 参入制限行為等」参照） 

（注）  「競争を実質的に制限するとは，競争自体が減少して，特定の事業者又は事業

者集団がその意思で，ある程度自由に，価格，品質，数量，その他各般の条件を

左右することによつて，市場を支配することができる状態をもたらすことをいう」

（東京高等裁判所昭和 28年 12 月７日判決）。 

(3)  事業者団体が，事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすることは，

法第８条第５号の規定に違反する。 

（「６ 不公正な取引方法」参照） 

(4)  事業者団体が，商品又は役務の種類，品質，規格等や営業の種類，内容，方法等につ

いて制限することは，市場メカニズムに及ぼす影響が上記(2)の価格等に係る制限に比べ

れば直接的であるとは必ずしもいえないが，法第８条第３号，第４号又は第５号の規定

に違反するかどうかが問題となる。また，このような制限行為により市場における競争

を実質的に制限し法第８条第１号の規定に違反する場合もあり得る。 

事業者団体が，社会公共的な目的等に基づいて構成事業者の事業活動について自主的

な基準・規約等を設定し，その利用・遵守を申し合わせるような活動（自主規制）等に

ついては，独占禁止法上の問題を特段生じないものも多い。しかしながら，自主規制等

の活動の内容，態様等によっては，多様な商品又は役務や営業方法の提供等に係る競争

を阻害又は制限することとなる場合もある。 

               （「７ 種類，品質，規格等に関する行為」及び 

「８ 営業の種類，内容，方法等に関する行為」参照） 

(5)  事業者団体の当該産業に関する諸情報を収集・提供する活動（情報活動），構成事業者
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の経営上の知識等に係る相対的な不足を補うため経営上の指導を行う活動（経営指導）

や構成事業者の共同による事業活動としての性格を持つ事業（共同事業）の中には，独

占禁止法上の問題を特段生じないものも多い。 

       しかしながら，情報活動については，事業者団体が，価格等重要な競争手段の具体的

な内容に関して，構成事業者との間で情報を収集・提供し，又は構成事業者間の情報交

換を促進する場合には，その内容等によって，上記(2)のような競争制限行為につながり，

又はこれらに伴うものとして独占禁止法上問題となり得る。 

（「９ 情報活動」参照）  

       経営指導についても，価格等重要な競争手段の具体的な内容について目安を与えるよ

うな指導を行うことは，上記(2)のような競争制限行為につながり，又はこれらに伴うも

のとして独占禁止法上問題となり得る。 

（「10 経営指導」参照） 

       また，共同事業については，特に共同販売のように価格等重要な競争手段が共同事業

の中で決定されるような事業は，参加事業者の市場シェア等によっては競争制限行為に

当たり独占禁止法上問題となり得る。 

（「11 共同事業」参照） 

(6)  事業者に対する公的規制は種々の社会的目的等の下に設定されているが，一方で事業

者間の競争に一定の制約を加える効果を伴う。公的規制分野の中で行われるべき競争に

ついて，あるいは，規制が緩和された結果回復されるべき競争について，事業者団体が

制限することは，上記(2)のような競争制限行為に当たるものであり，是認されない。 

       また，行政との関係で，例えば公的事業の実施のための業務等が委託され，あるいは

行政指導を受けたことを背景に，事業者団体による競争制限行為が行われるようなこと

がないよう留意を要する。 

（「12 公的規制，行政等に関連する行為」参照） 

(7)  なお，事業者団体についても，事業者としての性格を併せ持つときに，自ら主体とな

って事業を行うに際して，他の事業者と共同して不当な取引制限に当たる行為を行い，

あるいは不公正な取引方法を用いるような場合には，それぞれ，法第３条あるいは第 19

条の規定に違反することとなる。 

（「６ 不公正な取引方法」等参照） 

       また，事業者団体の場において，情報交換活動等を通じて，事業者が不当な取引制限

をする場合には，それら事業者の行為が法第３条の規定に違反することとなる。 

（「９ 情報活動」参照） 

(8)  事業者団体が，競争制限等に関する意思形成に際して，事業者団体としての「決定」

を行うが，この「決定」は，事業者団体の正規の意思決定機関の議事を経た明示の決定

のようなものに限られず，事業者団体の意思形成と認められるものであれば，慣行等に

基づく事実上の決定も含まれる。 
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（注）  例えば，ある事業者団体で，規程上は意思決定機関でない委員会，部会等にお

ける決定や合意が，慣行上同団体による決定として扱われているような場合には，

これら決定や合意は事業者団体の決定に当たる。 

(9)  以下では，上記のような観点から，「１ 価格制限行為」から「12 公的規制，行政等

に関連する行為」までに分けて，主要な活動類型ごとに，それぞれ事業者団体の活動と

独占禁止法の定めるところとの関係について，実際の活動例に即して，その考え方を示

す。 

１ 価格制限行為 

     事業者団体が，次のような価格に関する行為を行い，これにより市場における競争を実

質的に制限することは，法第８条第１号の規定に違反する。また，市場における競争を実

質的に制限するまでには至らない場合であっても，次のような行為は，原則として法第８

条第４号又は第５号の規定に違反する。 

１―１ 

１―２ 

（価格等の決定） 

（再販売価格の制

限） 

○  構成事業者が供給し，若しくは供給を受ける商品若し

くは役務の価格を決定し，又はその維持若しくは引上げ

を決定すること。 

○  事業者が供給する商品について，事業者に再販売価格

の拘束（法第２条第９項第４号）に当たる行為をさせる

ようにし，構成事業者に再販売価格の維持を励行させ，

再販売価格を決定し，その他再販売価格に関する制限を

行うこと。 

〈具体例〉 

Ｘ手編・手芸糸卸売業者団体事件（昭和 44 年（勧）第

４号）では，構成事業者に，小売店に対して最低販売価

格を厳守するよう伝えさせるとともに，廉売した小売店

に取引中止をほのめかす等させたことが，一般指定の８

（現行法第２条第９項第４号）に該当する行為をさせる

ようにしているものとして，法第８条第１項第５号（現

行法第８条第５号）違反とされた。 

Ｙレコード等製造業者団体事件（昭和 55年（勧）第４

号）では，構成事業者に，割引販売を取りやめない小売

業者に対して出荷を停止させる等によりレコード等の再

販売価格の維持を励行させたこと等が，法第８条第１項

第４号（現行法第８条第４号）違反とされた。 

Ｚ牛乳製造業者団体事件（昭和 57 年（勧）第２号）で
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は，構成事業者の取引先である量販店の牛乳の最低小売

価格を定め，構成事業者が量販店に対しこれを遵守する

よう要請すること等を決定したことが，法第８条第１項

第１号（現行法第８条第１号）違反とされた。 

  (1)  価格制限行為の具体的な形態や手段・方法 

価格等の決定（１―１）又は再販売価格の制限（１―２）（以下この章において「価格

制限行為」という。）の行為の具体的な形態や手段・方法は多様であり，例えば次のよう

なものがあるが，価格制限行為が原則として違反とされるのは，その行為の具体的な形

態や手段・方法のいかんを問わない。 

１―(1)―１ 

（最低販売価格の

決定） 

１―(1)―２ 

（値上げ率等の決

定） 

１―(1)―３ 

（標準価格等の決

○ 最低販売価格を決定すること。 

〈具体例〉 

Ｘ液化石油ガス用メーター製造業者等団体事件（平成

４年（勧）第 24号）では，構成事業者の家庭用マイコン

メーターの販売価格の維持対策として最低販売価格を決

定したことが，法第８条第１項第１号（現行法第８条第

１号）違反とされた。 

Ｙ浄化槽用ブロワ製造業者等団体事件（平成２年（勧）

第 17 号）では，構成事業者の小型浄化槽用ブロワの最低

販売価格を決定したことが，法第８条第１項第１号（現

行法第８条第１号）違反とされた。 

○ 値上げ率や値上げ幅を決定すること。 

〈具体例〉 

Ｘ学校アルバム製造業者団体事件（平成３年（勧）第

10 号）では，構成事業者の平成２年度の学校アルバム価

格を前年度価格から 15 パーセント引き上げることを決

定したことが，法第８条第１項第１号（現行法第８条第

１号）違反とされた。 

Ｙ路面標示用塗料製造業者等団体事件（平成４年（勧）

第 32 号）では，構成事業者の溶融式塗料の販売価格をキ

ログラム当たり 16 円を目途に引き上げることを決定し

たことが，法第８条第１項第１号（現行法第８条第１号）

違反とされた。 

○ 標準価格，目標価格等価格設定の基準となるものを決

定すること。 
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定） 

１―(1)―４ 

（共通の価格算定

方式の設定） 

１―(1)―５ 

（需要者渡し価格

等の決定） 

〈具体例〉 

Ｘプロパンガス販売業者団体事件（昭和 52 年（勧）第

14 号）では，構成事業者全員に出席を求めて開催した「説

明会」において，３種類の類似した標準料金表を配布し，

これら料金表のいずれかに準じてプロパンガスの小売価

格の引上げを図るよう説明し，出席者の了解を得たこと

が，価格引上げの決定に当たるとして，法第８条第１項

第１号（現行法第８条第１号）違反とされた。 

○ 具体的な数値，係数等を用いて構成事業者に価格に関

する共通の具体的な目安を与える価格算定方式を設定す

ること。 

〈具体例〉 

Ｘ食肉処理業者等団体事件（平成４年（勧）第 14号）

では，構成事業者の肉豚の購入価格の取決めの際に用い

る豚枝肉の建値として，甲，乙及び丙市場の豚枝肉の卸

売価格を，それぞれ，50 パーセント，30 パーセント，20

パーセントの割合で加重平均したものとすることを決定

したことが，法第８条第１項第１号（現行法第８条第１

号）違反とされた。 

○ 構成事業者が商品を販売業者に供給する際の価格の設

定の基準となる当該商品の需要者渡し価格，小売価格等

を決定すること。 

〈具体例〉 

Ｘ中性無水芒硝生産業者等団体事件（昭和 60 年（勧）

第３号）では,構成事業者が販売業者を通じて需要者に中

性無水芒硝を供給する場合には，需要者渡し価格から販

売業者の販売口銭相当額を差し引いたものを自らの販売

価格としている状況で，構成事業者の中性無水芒硝の需

要者渡し価格の引上げを決定したことが，構成事業者に

中性無水芒硝の販売価格を引き上げさせているものとし

て，法第８条第１項第１号（現行法第８条第１号）違反

とされた。 

Ｙ写真機製造業者等団体事件（昭和 36 年（勧）第１号）

では，写真機業界においては，構成事業者の写真機の販

売価格が小売定価に一定の比率を乗じて決められるとの

慣行が認められる状況で，写真機の小売定価を決定した
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１―(1)―６ 

（団体による価格

交渉等）

ことが，構成事業者の写真機の販売価格を決定したもの

として，法第８条第１項第１号（現行法第８条第１号）

違反とされた。 

○  構成事業者とその取引の相手方との価格に関する交渉

を，団体で行い，又は構成事業者に共同して行わせるこ

と。

(2)  価格制限行為とその実施を確保するための行為 

価格制限行為は，その実施を確保するための次のような行為を伴う場合があり，その

ような場合には，価格制限行為とこのような行為とが一体として原則として違反となる

が，価格制限行為は，このような行為を特に伴わないでも，原則として違反となる（注

１）（注２）。 

（注１）  以下で記す数量制限行為，顧客，販路等の制限行為，設備又は技術の制限行

為，参入制限行為等の競争制限行為の実施を確保するために，例えば，１―(2)

―１や１―(2)―３に類似するような行為が行われることがあり得るが，その場

合にも，ここで記した考え方が当てはまる。 

（注２）  なお，価格制限行為の実施を確保するための行為は，それ自体独立で違反と

なる場合があり（法第８条第４号又は第５号），例えば，１―(2)―１に記すよ

うに，事業者団体が価格制限行為に協力しない事業者に対する取引拒絶を事業

者にさせるようにすれば，その行為は，価格制限行為と切り離してそれ自体と

して見て，法第８条第５号の規定の違反となり得る行為である。 

１―(2)―１ 

（価格制限行為へ

の協力の要請，強

要等） 

○  事業者に対して，価格制限行為の内容に従うよう要請，

強要等を行い，又は価格制限行為に協力しない事業者に

対して，取引拒絶，団体内部における差別的な取扱い，

金銭の支払，団体からの除名等の不利益を課すこと。 

〈具体例〉 

Ｘワイヤーロープ製造業者団体事件（昭和 55 年（勧）

第５号）では，ワイヤーロープの規格別の販売価格を記

載した「統一価格表」を作成し，構成事業者のワイヤー

ロープの販売価格を引き上げること及び同価格表の価格

の一定割合を下回る価格による取引を行ってはならない

こと等を決定するとともに，その実効を確保するため，

供託金制度を設け，最低販売価格の違反等に対して，取

引の辞退，供託金の没収等の制裁を課する旨を決定した

ことが，法第８条第１項第１号（現行法第８条第１号）

違反とされた。 
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１―(2)―２ 

（安値品の買上

げ） 

１―(2)―３ 

（価格制限行為の

監視のための情報

活動）

Ｙタクシー事業者団体事件（昭和 57 年（勧）第 16 号）

では，タクシー運賃等の引上げについて，構成事業者の

認可申請すべき内容を決定し，これに基づいて構成事業

者に認可申請をさせるとともに，当該決定に従った認可

申請を行わない構成事業者に対して脱会措置を採ったこ

とが，法第８条第１項第４号（現行法第８条第４号）違

反とされた。 

○ 価格制限行為の内容の実施を確保するため，安値品の

買上げを，団体として行い，又は構成事業者に行わせる

こと。 

〈具体例〉 

Ｘ補修用タイヤ販売業者団体事件（昭和 45 年（勧）第

10 号）では，構成事業者の一般夏タイヤの販売価格の引

上げを決定するとともに，この決定の実効をはかるため，

安値品の買上げ制度を実施したことが，法第８条第１項

第１号（現行法第８条第１号）違反とされた。 

   Ｙ牛乳製造業者団体事件（昭和 57 年（勧）第２号）で

は，構成事業者の取引先である量販店の牛乳の最低小売

価格を定め，構成事業者が量販店に対しこれを遵守する

よう要請すること等を決定し，この決定に基づき，構成

事業者が量販店に要請するとともに，この要請にもかか

わらず最低小売価格以下で牛乳を販売している量販店に

ついては，その店頭に赴いて当該牛乳の買取りを行った

ことが，法第８条第１項第１号（現行法第８条第１号）

違反とされた。 

○ 価格制限行為の内容の実施を監視するために，取引価

格，取引先等構成事業者の事業活動の内容について，情

報の収集・提供を行い，又は構成事業者間の情報交換を

促進すること。 

〈具体例〉 

Ｘ浄化槽用ブロワ製造業者等団体事件（平成２年（勧）

第 17 号）では，構成事業者の小型浄化槽用ブロワの最低

販売価格を決定するとともに，その決定の実効を確保す

るため，構成事業者にその取引先である浄化槽製造業者

及び代理店の名簿を提出させ，これを各構成事業者に配

布し，さらに，構成事業者に価格引上げのために行って
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いる得意先との交渉状況等を報告させる等したことが，

法第８条第１項第１号（現行法第８条第１号）違反とさ

れた。 

Ｙアスファルト合材製造業者団体事件（昭和 62 年（勧）

第１号）では，構成事業者のスポット業者向けアスファ

ルト合材の最低販売価格を決定するとともに，その決定

の実効を確保するため，スポット業者からのアスファル

ト合材の発注物件について，当該団体に，受注を希望す

る構成事業者を登録させるとともに，その契約実績を報

告させる等したことが，法第８条第１項第１号（現行法

第８条第１号）違反とされた。

(3)  価格制限行為における「価格」 

価格制限行為における「価格」は，料金，手数料，金利等その名称や形態のいかんを

問わず商品又は役務の対価であるものを指しており，割戻し，値引等実質的に価格の構

成要素となるものを含む。 

〈具体例〉 

Ｘほか自動車整備業者等団体事件（昭和 57 年（勧）第

15 号）では，構成事業者の自動車継続検査手続代行料金

の引上げを決定したことが，法第８条第１項第１号（現

行法第８条第１号）違反とされた。 

Ｙ家庭用電気器具製造販売業者団体及びＺ家庭用電気

器具小売業者団体等連合会事件（昭和 32年（勧）第５号）

では，Ｙ団体が，家庭用電気器具の小売価格維持を図る

ため，Ｚ連合会と協議の上，販売業者の利幅及び製造業

者が販売業者に供与する歩もどしの率の限度等を決定し

たことが，法第８条第１項第４号（現行法第８条第４号）

違反とされた。 

２ 数量制限行為 

事業者団体が，次のような数量に関する行為を行い，これにより市場における競争を実

質的に制限することは，法第８条第１号の規定に違反する。また，市場における競争を実

質的に制限するまでには至らない場合であっても，次のような行為は，原則として法第８

条第４号の規定に違反する。 

２―１ （数量の制限） ○ 構成事業者が供給し，又は供給を受ける商品又は役務

の数量を制限すること。 

〈具体例〉 
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Ｘ衛生陶器製造業者団体事件（昭和 48 年（勧）第 14

号）では，構成事業者の衛生陶器の販売価格を一定額を

目途に引き上げること，構成事業者は各自の月別出荷数

量を前年同月の出荷数量に一定の率を乗じた数量（割当

数量）に制限すること等を決定したことが，法第８条第

１項第１号（現行法第８条第１号）違反とされた。 

Ｙメタノール・ホルマリン製造業者団体事件（昭和 46

年（勧）第 36 号）では，メタノールの国内向け総販売量

及び構成事業者ごとの販売量を決定したことが，法第８

条第１項第１号（現行法第８条第１号）違反とされた。 

数量の制限（２―１）の行為の具体的な形態や手段・方法は多様であり，例えば次のよ

うなものがあるが，数量の制限（２―１）が原則として違反とされるのは，その行為の具

体的な形態や手段・方法のいかんを問わない。 

２―１―１ 

（原材料の購入制

限等による数量の

制限） 

２―１―２ 

（数量の限度を示

唆する基準の設定

による数量の調

整） 

○ 原材料の購入量制限，設備の運転制限等により，構成

事業者の商品の生産又は販売，役務の提供等に係る数量

を制限すること。 

〈具体例〉 

Ｘ石油精製業者等団体事件（昭和 49年（勧）第７号）

では，構成事業者ごとの原油処理量を決定したことが，

法第８条第１項第１号（現行法第８条第１号）違反とさ

れた。 

○ 個別の構成事業者の商品の生産又は販売，役務の提供

等に係る数量の限度を具体的に示唆することとなるよう

な基準を設定することにより，数量を調整すること。 

〈具体例〉 

Ｘ羊毛紡績業者団体事件（昭和 49 年（勧）第 43 号）

では，梳毛糸の生産数量を調整し，市場安定を図るため，

四半期ごとに当該四半期の始まる月の前々月に開催され

る役員会において，梳毛糸の需要量を予測し，これを基

礎に生産目標量を設定し，次いで構成事業者から当該期

の生産計画を提出させ，当該期の始まる前月に開催され

る役員会で前記生産計画を検討の上，前記生産目標量に

見合ったものと判断されるときはこれを承認し，見合っ

たものと判断されないときは生産計画の再提出を求めて

再検討するという制度化された方法により，構成事業者

の生産する梳毛糸の四半期ごとの生産数量を決定したこ
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とが，法第８条第１項第１号（現行法第８条第１号）違

反とされた。 

３ 顧客，販路等の制限行為 

事業者団体が，次のような顧客，販路等に関する行為を行い，これにより市場における

競争を実質的に制限することは，法第８条第１号の規定に違反する。また，市場における

競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても，次のような行為は，原則とし

て法第８条第４号の規定に違反する。 

３―１ （取引先の制限） ○  各構成事業者が他の事業者の顧客と取引しないことを

決定する等により，構成事業者の取引先を制限すること。 

〈具体例〉 

Ｘ牛乳販売業者団体事件（昭和 44 年（勧）第 16 号）

では，構成事業者は他の牛乳販売業者の販売価格を下回

る価格でその得意先を獲得しないこと及びこれに違反し

て得意先を獲得したときは構成事業者はその得意先をも

との牛乳販売業者に返還することを決定するとともに，

構成事業者の得意先を獲得した非構成事業者をして当該

得意先を構成事業者に返還させたことが，法第８条第１

項第１号（現行法第８条第１号）違反とされた。 

Ｙ事業廃棄物処理業者等団体事件（平成３年（勧）第

19 号）では，構成事業者間の顧客の争奪を抑制するため，

構成事業者は，相互に，他の構成事業者が既に取引して

いる顧客を尊重し，当該顧客に対する積極的な営業活動

を行わないことを決定したことが，法第８条第１項第４

号（現行法第８条第４号）違反とされた。 

Ｚプロパンガス販売業者団体事件（昭和 46 年（勧）第

42 号）では，構成事業者間の取引先の移動を規制するた

め，他の構成事業者の取引先に販売した者から補償金を

徴する制度を設け，構成事業者の販売の相手方を制限し

たことが，法第８条第１項第４号（現行法第８条第４号）

違反とされた。 

Ｕ印刷用彫刻ゴム製版業者等団体事件（昭和 43 年（勧）

第８号）では，構成事業者にその販売先の登録申請を行

わせ，新規販売先の登録に際し，すでに他の構成事業者

が当該販売先を登録している場合は，既登録者優先を原

則として当該団体においてその調整を行うこと等を決定

したことが，法第８条第１項第４号（現行法第８条第４
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３―２ 

３―３

（市場の分割） 

（受注の配分，受

注予定者の決定

等）

号）違反とされた。 

○ 構成事業者別に，事業活動を行う地域や商品又は役務

の種類等の範囲を制限すること。 

〈例〉 

①  販売業者の団体が，構成事業者別にその販売地域

を限定し，市場を地域によって分割すること。 

②  製造業者の団体が，構成事業者別にその製造する

商品の種類を限定し，市場を商品の種類によって分

割すること。 

○ 構成事業者間で，受注を配分し，又は受注予定者若し

くは受注予定者の選定方法を決定すること。 

〈具体例〉 

Ｘ埋立工事業者団体事件（平成元年（勧）第５号）で

は，空港島護岸築造工事の建設工事共同企業体から受注

する山砂海送工事について，構成事業者の工区別山砂投

入数量を定めこれをもって受注先別受注量とすることを

決定するとともに受注単価を決定したことが，法第８条

第１項第１号（現行法第８条第１号）違反とされた。 

Ｙ建設業者団体事件（平成６年（勧）第 28号）では，

甲市が指名競争入札の方法により発注する土木一式工

事，建築一式工事及び舗装工事について，受注を希望す

る者（受注希望者）が１名のときは当該受注希望者を当

該工事を受注すべき者（受注予定者）とし，受注希望者

が複数のときは，受注希望者間の話合い等により受注予

定者を決定し，受注予定者以外の者は，受注予定者がそ

の定めた価格で受注することができるように協力すると

いう方法により，構成事業者に，受注予定者を定めさせ，

受注予定者が受注できるようにさせることを決定したこ

とが，法第８条第１項第１号（現行法第８条第１号）違

反とされた。

受注の配分，受注予定者の決定等（３―３）に該当するものとしていわゆる入札談合が

あるが，入札に係る事業者及び事業者団体の活動と独占禁止法との関係に関する考え方に

ついては，「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指

針」（平成６年７月５日公表）を参照されたい。 
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４ 設備又は技術の制限行為 

事業者団体が，次のような設備又は技術に関する行為を行い，これにより市場における

競争を実質的に制限することは，法第８条第１号の規定に違反する。また，市場における

競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても，次のような行為は，原則とし

て法第８条第４号の規定に違反する。 

４―１ 

４―２ 

（設備の新増設等

の制限） 

（技術の開発又は

利用の制限）

○ 構成事業者が商品又は役務を供給し，又は供給を受け

るための設備について，その新設，増設若しくは廃棄に

係る内容又はその稼働量を制限すること。 

〈具体例〉 

Ｘバス事業者団体事件（平成元年（勧）第９号）では，

貸切バスの増車に係る事業計画変更の認可申請につい

て，構成事業者の増車申請車両数の枠を決定し，これに

基づいて認可申請させたことが，法第８条第１項第４号

（現行法第８条第４号）違反とされた。 

Ｙポリオレフィンフィルム製造業者団体事件(昭和 50

年(勧)第２号)では，法律に基づいた製造設備の運転制限

及び新設禁止を内容とする調整規定の失効後の市況対策

として，構成事業者は当該団体が認めた場合を除き製造

設備を新たに設置しないこと及び製造設備の更新の場合

には新設備の生産能力が当該団体の決定した生産能力を

こえない範囲内で行うこと等を決定したことが，法第８

条第１項第４号（現行法第８条第４号）違反とされた 

Ｚ紙製造業者団体連合会事件（昭和 48 年（勧）第１号）

では，構成員は当該連合会が一定期間ごとに定めた日数

を目途としてコーテッド紙の塗工機を運転休止すること

を決定するとともにコーテッド紙の販売価格の引上げを

決定したことが，法第８条第１項第１号（現行法第８条

第１号）違反とされた。 

○ 構成事業者が行う技術の開発又は利用を不当に制限す

ること。

研究開発の共同化及びその実施に伴う取決めに関する独占禁止法上の考え方については，

「共同研究開発に関する独占禁止法上の指針」（平成５年４月 20日公表）を参照されたい。 

５ 参入制限行為等 

   事業者団体が，次のような参入制限等に関する行為を行い，これにより市場における競
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争を実質的に制限することは，法第８条第１号の規定に違反する。また，市場における競

争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても，次のような行為は，原則として

法第８条第３号，第４号又は第５号の規定に違反する。 

５―１ （参入制限等） 

５―１―１ 

（商品又は役務の

供給制限） 

５―１―２ 

（商品又は役務の

取扱い制限） 

５―１―３ 

（不当な加入制限

又は除名） 

○ 例えば，下記５―１―１から５―１―３までに挙げる

ような行為により，新たに事業者が参入することを著し

く困難とさせ，又は既存の事業者を排除すること。 

○ 構成事業者や構成事業者の取引先事業者に，特定の事

業者に対する商品又は役務の供給の制限をさせるように

すること。 

〈具体例〉 

Ｘ生コンクリート製造業者団体事件（昭和 56 年（判）

第２号）では，当該団体の地区内で生コンクリートの製

造設備の新増設を計画している非構成事業者に対してセ

メントを供給することのないようセメント製造業者に要

請し，非構成事業者による生コンクリートの製造設備の

新増設を阻止したことが，法第８条第１項第３号（現行

法第８条第３号）違反とされた。 

○ 構成事業者や構成事業者の取引先事業者に，特定の事

業者が供給する商品又は役務について，その供給を受け

ることの制限をさせるようにすること。 

〈例〉 

①  販売業者を構成事業者とする団体が，輸入品を排

除するために，構成事業者が輸入品を供給する業者

と取引することを禁止すること。 

②  製造業者を構成事業者とする団体が，構成事業者

の競争者の新規参入を妨げるために，構成事業者の

取引先である販売業者に対し，新規参入者から商品

の供給を受けないよう圧力を加えること。 

○ 団体に加入しなければ事業活動を行うことが困難な状

況（注）において，不当に，団体への事業者の加入を制

限し，又は団体から事業者を除名すること。 

 (1)  不当な加入制限に当たるおそれが強い行為 

事業者団体が，例えば次のような事業者団体への加入条件に係る行為をすることは，
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上記５―１―３における「不当に，団体への事業者の加入を制限」することに当たるお

それが強いことから，事業者団体に加入しなければ事業活動を行うことが困難な状況

（注)においては，違反となるおそれが強い。 

５―１―３―① 

（過大な入会金等

の徴収） 

５―１―３―② 

（店舗の数の制限

等） 

５―１―３―③ 

（直接的な競合関

係にある事業者の

○ 社会通念上合理性のない高額に過ぎる入会金や負担金

を徴収すること。 

〈違反とされた具体例〉 

Ｘ医師会事件（昭和 55 年（勧）第７号）では，当該医

師会に加入せずに独自に開業する場合には，学校医への

推薦，優生保護法に基づく指定医師の指定の申請に係る

業務，関係行政機関からの通達等の伝達等業務上必要な

便宜の供与が受けられず，また，診療面で他の開業医の

協力を求め難いこと等から，当該医師会に加入しないで

開業医となることが一般に困難な状況の下で，地区内で

の病院又は診療所の開設を制限するとともに，その開設

制限を強化するため，開業医として入会する者から徴収

する入会金の額を従来の倍額以上に引き上げることを決

定したことが，法第８条第１項第３号及び第４号（現行

法第８条第３号及び第４号）違反とされた。 

○ 一定地域における店舗等の数の制限や既存の店舗等と

一定の距離を保つことを内容とする加入資格要件を設定

すること。 

〈違反とされた具体例〉 

Ｘ青果物販売業者団体事件（昭和 40 年（勧）第 29 号）

では，卸売市場を開設している甲社，乙社及び丙社が当

該団体に加入した者でなければ仲買人としないこととし

ていたため，当該団体に加入しなければ卸売市場から青

果物を仕入れることができず，青果物の販売業を営むこ

とが困難な状況において，当該団体への新規加入者の資

格として，その店舗が既存構成事業者の店舗から 300 メ

ートル以上の間隔があることを原則とする等の制限を設

け，当該団体への加入を制限したことが，法第８条第１

項第３号（現行法第８条第３号）違反とされた。 

○ 団体への加入について，事業の地域，分野等について

特に直接的な競合関係にある構成事業者の了承，推薦等

を得ることを条件とすること。 
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了承等） 

５―１―３―④ 

（国籍による制

限）

〈違反とされた具体例〉 

Ｘ医師会事件（昭和 55 年（勧）第７号）では，当該医

師会に加入しないで開業医となることが一般に困難な状

況の下で，地区内に病院又は診療所を開設等する場合に

は，当該医師会の承認を得させることとし，承認願には

構成事業者の紹介を必要とし，また，承認の可否の決定

に際しては開設予定地周辺の構成事業者の意見を特に重

視すること等を決定したことが，法第８条第１項第３号

及び第４号（現行法第８条第３号及び第４号）違反とさ

れた。 

○ 「日本国法人」や「日本国籍を有する者」等国籍によ

る制限を内容とする加入資格要件を設定すること。 

   （注） 例えば，事業者団体が，事業活動に重要な影響のある公的事業の実施のための

業務を委託された場合に，その実施に際して，非構成事業者を差別的に取り扱う

ような場合には，「事業者団体に加入しなければ事業活動を行うことが困難な状

況」が生じ得る。 

(2) 加入条件等に係る行為でそれ自体としては問題とならないもの 

なお，上記(1)に対して，事業者団体が，その設立目的や事業内容等に照らして合理的

な内容の加入資格要件や除名事由を設定することは，それ自体としては，独占禁止法上

問題となるものではない。 

       また，事業者団体が，社会通念上合理的な金額の入会金や合理的な計算根拠に基づい

た負担金を徴収すること又は入会金や負担金の金額につき構成事業者間で企業規模等に

応じて合理的な格差を設けることは，それ自体としては，独占禁止法上問題となるもの

ではない。 

６ 不公正な取引方法 

事業者団体が事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすることは，法

第８条第５号の規定に違反する。 

     なお，事業者団体が，事業者としての性格を併せ持つときに，自ら主体となって事業を

行うに際して不公正な取引方法を用いれば，法第 19条の規定に違反する。 

     事業者団体が関与した不公正な取引方法に該当する行為の例を挙げれば，次のようなも

のがある。  

（注） なお，事業者団体が，例えば，事業者に取引拒絶（６―１又は６―２）をさせるこ

とにより新たに事業者が参入することを著しく困難とさせ，又は既存の事業者を排除
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し，あるいは事業者に再販売価格の拘束（６―６）をさせ，これらの行為により，市

場における競争を実質的に制限することは，法第８条第１号の規定に違反する（５―

１及び１―２参照）。 

６―１ （共同の取引拒

絶） 

○ 「正当な理由がないのに，競争者と共同して，次のい

ずれかに該当する行為をすること。 

イ ある事業者に対し，供給を拒絶し，又は供給に係る

商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限するこ

と。 

ロ 他の事業者に，ある事業者に対する供給を拒絶させ，

又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容

を制限させること。」 

（法第２条第９項第１号） 

○ 「正当な理由がないのに，自己と競争関係にある他の

事業者（以下「競争者」という。）と共同して，次の各号

のいずれかに掲げる行為をすること。 

一 ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けるこ

とを拒絶し，又は供給を受ける商品若しくは役務の数

量若しくは内容を制限すること。 

二 他の事業者に，ある事業者から商品若しくは役務の

供給を受けることを拒絶させ，又は供給を受ける商品

若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。」 

（一般指定第１項） 

〈具体例〉 

Ｘ木材輸入業者等団体事件（平成２年（勧）第 16号）

では，非構成事業者が甲港において木材の輸入を行うこ

とを阻止するため，構成事業者である木材輸入業者に，

共同して港湾運送事業者に非構成事業者との輸入木材の

荷役に関する取引を拒絶させる行為を行わせていたこと

が，一般指定第１項第２号（現行法第２条第９項第１号

ロ）に該当する行為をさせるようにしているものとして，

法第８条第１項第５号（現行法第８条第５号）違反とさ

れた。 

Ｙ修理用自動車硝子販売業者団体事件（昭和 42 年（勧）

第７号）では，修理用自動車硝子を，製造業者に特定の

卸売業者以外の者に対して販売させないようにし，また，

当該卸売業者に非構成事業者に対して販売させないよう

にしていたことが，一般指定の１（現行法第２条第９項
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６―２ 

６―３ 

（その他の取引拒

絶） 

（取引条件等の差

別取扱い） 

第１号ロ）に該当する行為をさせるようにしているもの

として，法第８条第１項第５号（現行法第８条第５号）

違反とされた。 

○  「不当に，ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取

引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限

し，又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせるこ

と。」（一般指定第２項） 

〈具体例〉 

Ｘ生コンクリート製造業者団体事件（昭和 56 年（判）

第２号）では，地区内において生コンクリート製造業者

が使用するセメントのほとんどすべてを供給しているセ

メント製造業者に，生コンクリート製造設備の新増設を

計画している地区内の非構成事業者及び越境販売してい

る地区外の非構成事業者に対しセメントの取引を拒絶す

るようにさせていたことが，一般指定第２項に該当する

行為をさせるようにしているものとして，法第８条第１

項第５号（現行法第８条第５号）違反とされた。 

Ｙ協同組合連合会事件（平成２年（勧）第１号）では，

当該連合会を経て供給される経路による青果物用段ボー

ル箱の供給数量の維持拡大のために，指定メーカー（当

該連合会が売買基本契約を締結している段ボール箱製造

業者）に，非指定メーカーに対して，その段ボール箱の

製造販売を妨げる措置として，段ボール箱向け段ボール

シートの供給を拒絶させていたこと等が，一般指定第２

項に該当するものとして，法第 19 条違反とされた。 

○ 「不当に，ある事業者に対し取引の条件又は実施につ

いて有利な又は不利な取扱いをすること。」（一般指定第

四項） 

〈具体例〉 

Ｘ除虫菊殺虫剤製造業者団体及びＹ除虫菊生産者団体

事件（昭和 38 年（勧）第 20 号）では，両団体が協議の

上，Ｘ団体の構成事業者の原材料（除虫菊）の購入につ

いて，Ｙ団体の構成員との取引を優先し非構成員である

集荷業者に対して取引開始時期を遅らせる等著しく不利

な取扱いを行うことを決定し，Ｘ団体の構成事業者に実

施させていたことが，一般指定の２（現行一般指定第４
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６―４ 

６―５ 

（事業者団体にお

ける差別取扱い

等） 

（排他条件付取

引） 

項）に該当する行為をさせるようにしているものとして，

法第８条第１項第５号（現行法第８条第５号）違反とさ

れた。 

○  「事業者団体若しくは共同行為からある事業者を不当

に排斥し，又は事業者団体の内部若しくは共同行為にお

いてある事業者を不当に差別的に取り扱い，その事業者

の事業活動を困難にさせること。」（一般指定第５項） 

〈具体例〉 

Ｘ協同組合事件（昭和 32年（勧）第２号）では，従来

当該組合では生乳を協同組合連合会を経由して甲乳業者

にすべて出荷していた中で，他の乙乳業者に生乳を出荷

した組合員に対して，当該組合からの資金貸出を拒否し，

あるいは組合施設の利用に関して一般に清算取引を行っ

ているにもかかわらず現金取引を行うなど，当該協同組

合の内部において差別的な取扱いを行ったこと等が，一

般指定の３（現行一般指定第５項）に該当するものとし

て，法第 19 条違反とされた。 

○ 「不当に，相手方が競争者と取引しないことを条件と

して当該相手方と取引し，競争者の取引の機会を減少さ

せるおそれがあること。」（一般指定第 11 項） 

〈具体例〉 

Ｘ生コンクリート製造業者団体事件（平成５年（勧）

第 23 号）では，当該団体の構成事業者を構成員とする甲，

乙及び丙の各生コンクリート協同組合（生コン協組）が

当該団体の指導，調整の下に行っている共同販売事業に

関して，販売先である丁建設業協同組合（丁建設協組）

の組合員に対して行っている割戻し（事実上の値引き）

については全量生コン協組から購入することを条件とす

ることとし，生コン協組の非組合員からも購入している

丁建設協組の組合員に対しては割戻しを行わないことを

決定する等により，生コン協組をして，丁建設協組の組

合員が生コン協組の非組合員から生コンクリートを購入

しないようにさせていたことが，一般指定第 11項に該当

する行為をさせるようにしているものとして，法第８条

第１項第５号（現行法第８条第５号）違反とされた。 

Ｙ協同組合事件（昭和 56 年（勧）第 12 号）では，乳
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６―６ 

６―７ 

（再販売価格の拘

束） 

（拘束条件付取

引） 

業者に対して生乳を供給するに当たり，当該協同組合の

競争者から生乳の供給を受けないことを条件として取引

していたことが，一般指定の７（現行一般指定第 11項）

に該当するものとして，法第 19 条違反とされた。 

○ 「自己の供給する商品を購入する相手方に，正当な理

由がないのに，次のいずれかに掲げる拘束の条件を付け

て，当該商品を供給すること。 

イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定

めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の

販売価格の自由な決定を拘束すること。 

ロ 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該

商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこ

れを維持させることその他相手方をして当該事業者の

当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。」 

（法第２条第９項第４号）（１―２参照） 

〈具体例〉 

Ｘ玩具製造業者等団体事件（昭和 47 年（勧）第 10 号）

では，特定の玩具について量販店に定価（製造業者が販

売の標準として定めた小売価格）で販売させることを決

定し，この決定に基づき，構成事業者に，量販店に対し

て定価で販売することを約束させて商品を納入させ，約

束しない場合は納入を拒否させる等したことが，一般指

定の８（現行法第２条第９項第４号）に該当する行為を

させるようにしているものとして，法第８条第１項第５

号（現行法第８条第５号）違反とされた。 

○ 「法第２条第９項第４号（再販売価格の拘束）又は前

項（排他条件付取引）に該当する行為のほか，相手方と

その取引の相手方との取引その他相手方の事業活動を不

当に拘束する条件をつけて，当該相手方と取引するこ

と。」（一般指定第 12項） 

〈具体例〉 

Ｘ歯科用品小売販売業者団体事件（昭和 62年（勧）第

６号）では，歯科用品製造業者をして当該製造業者から

歯科用品の供給を受けている販売業者に通信販売の方法

による販売を中止させたことが，一般指定第 13 項（現行

一般指定第 12 項）に該当する行為をさせるようにしてい
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６―８ （優越的地位の濫

用） 

るものとして，法第８条第１項第５号（現行法第８条第

５号）違反とされた。 

Ｙ協同組合事件（昭和 56 年（勧）第 12 号）では，県

内の生乳及び飲用乳製品の市場において，当該協同組合

及び当該協同組合と極めて密接な関係にある乳業者（生

乳の供給を受けて飲用乳製品の製造をしている者）であ

る甲社の地位の維持，強化を図るため，県内の甲社以外

の乳業者に対し生乳を供給するに当たり，当該協同組合

から生乳の供給を受けていない乳業者の製造に係る飲用

乳製品を取り扱わないようにさせていたことが，一般指

定の８（現行一般指定第 12 項）に該当するものとして，

法第 19 条違反とされた。 

○ 「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを

利用して，正常な商慣習に照らして不当に，次のいずれ

かに該当する行為をすること。 

イ 継続して取引する相手方（新たに継続して取引しよ

うとする相手方を含む。ロにおいて同じ。）に対して，

当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購

入させること。 

ロ 継続して取引する相手方に対して，自己のために金

銭，役務その他の経済上の利益を提供させること。 

ハ  取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み，

取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商

品を当該取引の相手方に引き取らせ，取引の相手方に

対して取引の対価の支払を遅らせ，若しくはその額を

減じ，その他取引の相手方に不利益となるように取引

の条件を設定し，若しくは変更し，又は取引を実施す

ること。」 

（法第２条第９項第５号） 

〈具体例〉 

Ｘ協同組合連合会事件（平成２年（勧）第１号）では，

当該連合会の取引上の地位が指定メーカー（当該連合会

が青果物用段ボール箱の売買基本契約を締結している段

ボール箱製造業者）に対して優越していることを利用し

て，需要者が当該連合会を経由しないで連合会経由のも

のよりも安い価格で段ボール箱を購入することを防止す

るため売り込みを受けた地区の協同組合に差額を補てん
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６―９ （競争者に対する

取引妨害） 

するのに要する金銭を，指定メーカーに提供させていた

ことが，一般指定第 14項第２号（現行法第２条第９項第

５号ロ）に該当するものとして，法第 19 条違反とされた。 

○ 「自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内

において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方

との取引について，契約の成立の阻止，契約の不履行の

誘引その他いかなる方法をもってするかを問わず，その

取引を不当に妨害すること。」（一般指定第 14 項） 

〈具体例〉 

Ｘ衛生検査業者等団体事件（昭和 54年（判）第４号）

では，構成事業者の顧客を奪取した非構成事業者に対し，

顧客を奪取する行為の中止，奪取した顧客の返還等を申

し入れ，さらに，この申入れに従わなかった非構成事業

者の顧客に対し構成事業者をして一斉に営業活動を行わ

せて当該非構成事業者の顧客を奪取させるようにしてい

たことが，一般指定の 11（現行一般指定第 14 項）に該

当する行為をさせるようにしているものとして，法第８

条第１項第５号（現行法第８条第５号）違反とされた。 

Ｙ協同組合事件（平成元年（勧）第８号）では，当該

協同組合が行う生コンクリートの協同販売事業の区域内

では，建設工事業者が非組合員の生コンクリートのみを

使用して工事を行うことが困難な状況において，非組合

員の生コンクリートを使用している建設工事業者に対し

て組合員の生コンクリートを使用するよう要請し，この

要請に応じない者に対しては組合員の生コンクリートを

今後供給しないことを申し入れる等して，非組合員と建

設工事業者との取引をさせないようにしたことが，一般

指定第 15 項（現行一般指定第 14 項）に該当するものと

して，法第 19 条違反とされた。

７ 種類，品質，規格等に関する行為 

(1)  種類，品質，規格等の制限行為 

商品又は役務の種類，品質，規格等は，事業者間の競争の手段となり得るものであり，

事業者団体がこれを制限することにより競争を阻害することは，法第８条第３号，第４

号又は第５号の規定に違反する行為である。また，例えば，市場分割の目的で商品の種
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類を制限すること（３―２参照）等により市場における競争を実質的に制限することも

あり得るところであり，このような行為は法第８条第１号の規定に違反する。 

(2)  自主規制等，自主認証・認定等 

一方，商品又は役務の種類，品質，規格等に関連して，事業者団体が，例えば，生産・

流通の合理化や消費者の利便の向上を図るため規格の標準化に係る自主的な基準を設定

し，また，環境の保全や安全の確保等の社会公共的な目的に基づく必要性から品質に係

る自主規制等や自主認証・認定等の活動を行う場合がある（注１）（注２）（注３）（注４）。

このような活動については，独占禁止法上の問題を特段生じないものも多いが，一方，

活動の内容，態様等によっては，多様な商品又は役務の開発・供給等に係る競争を阻害

することとなる場合もあり，法第８条第３号，第４号又は第５号の規定に違反するかど

うかが問題となる。また，自主規制等や自主認証・認定等の形をとっていても，当該活

動により市場における競争を実質的に制限することがあれば，法第８条第１号の規定に

違反する。 

       このような活動の法第８条第３号，第４号又は第５号の規定に係る競争阻害性の有無

の判断について，自主規制等に関しては，下記の「ア 自主規制等に係る判断」に沿っ

て判断され，また，自主認証・認定等に関しては，このアに「イ 自主認証・認定等に

係る判断」に記すところを加えて判断される。 

ア 自主規制等に係る判断 

自主規制等に関して，その競争阻害性の有無については， 

①  競争手段を制限し需要者の利益を不当に害するものではないか（§８－４） 

及び 

②  事業者間で不当に差別的なものではないか（§８－３，§８－４，§８－５） 

の判断基準に照らし， 

③  社会公共的な目的等正当な目的に基づいて合理的に必要とされる範囲内のものか 

の要素を勘案しつつ，判断される。 

         なお，以上のような判断基準に照らし自主規制等が競争を阻害することがないよう

にするとの観点から，自主規制等の活動を行おうとするに際しては，事業者団体にお

いて，関係する構成事業者からの意見聴取の十分な機会が設定されるべきであるとと

もに，必要に応じ，当該商品又は役務の需要者や知見のある第三者等との間で意見交

換や意見聴取が行われることが望ましい。 

         また，自主規制等の利用・遵守については，構成事業者の任意の判断に委ねられる

べきであって，事業者団体が自主規制等の利用・遵守を構成事業者に強制することは，

一般的には独占禁止法上問題となるおそれがある。（§８－４） 

イ  自主認証・認定等に係る判断 
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         自主認証・認定等については，上記アの判断に加えて，以下の点が考慮される。 

①  自主認証・認定等の利用については，構成事業者の任意の判断に委ねられるべき

であって，事業者団体が自主認証・認定等の利用を構成事業者に強制することは，

独占禁止法上問題となるおそれがある。（§８－４） 

②  事業者にとって自主認証・認定等を受けなければ事業活動が困難な状況（注５）

において，事業者団体が特定の事業者による自主認証・認定等の利用について正当

な理由なく制限することは，独占禁止法上問題となるおそれがあり，その利用につ

いては，非構成事業者を含めて開放されているべきである（なお，自主認証・認定

等の活動に要する費用等として合理的な負担を非構成事業者等の利用者に求めるこ

とは問題とならない。）。（§８－３，§８－４，§８－５） 

（注１）①  事業者団体が，正当と考える目的に基づいて，事業者が供給し，又は供給を

受ける商品又は役務の種類，品質，規格等に関する自主的な基準・規約等を設

定し，その周知・普及促進を行い，又はその利用・遵守を申し合わせ，若しく

は指示・要請する等の活動を，この７の記述においては，「自主規制等」という。 

②  事業者団体が，事業者が供給し，又は供給を受ける商品又は役務が①による

自主的な基準・規約等に適合することの認証・認定等を行い，認証・認定等し

た場合に事業者にそれを証する表示を行わせる等の活動を，この７の記述にお

いては，「自主認証・認定等」という。 

（注２）  事業者団体が，①正当と考える目的に基づいて，技術者等要員の技術，技能，

知識等に関する自主的な基準等を設定し，事業者に対してその基準等の周知・普

及促進を行い，又はその利用・遵守を申し合わせ，若しくは指示・要請する等の

活動を行い，又は②その基準等への適合について試験を行い資格を付与する等の

活動を行うことがあるが，これについては，それぞれ，上記（注１）の①又は②

に類似した活動として，この７に記述した考え方が当てはまる。 

（注３） 事業者団体が，安全・衛生の確保や環境の保全等正当と考える目的に基づいて，

構成事業者に係る設備の維持・管理等や技術の内容等に関して，自主的な基準・

規約等を設定し，その周知・普及促進を行い，又はその利用・遵守を申し合わせ，

若しくは指示・要請する等の活動を行うことがあるが，これについては，上記（注

１）の①に類似した活動として，自主規制等についてこの７に記述した考え方が

当てはまる。 

（注４） 事業者団体が，行政機関等公的機関が設定した法的な拘束力のない基準等に係

る認証・認定，表示等を受託等して行う場合があるが，これについては，上記（注

１）の②に類似した活動として，自主認証・認定等についてこの７に記述した考

え方が当てはまる。 

（注５） 「事業者にとって自主認証・認定等を受けなければ事業活動が困難な状況」が
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生じ得る場合としては，例えば，構成事業者の市場シェアが極めて高い事業者団

体が，行政指導を受ける等して，商品の品質についての自主認証・認定及び表示

の事業を行い，これを需要者に積極的に宣伝しており，需要者にとって当該表示

の有無が商品選択の重要な判断要素となっているような場合がある。 

(3)  違反となるおそれがある行為 

       上記(2)の考え方を踏まえると，例えば以下のようなものは，違反となるおそれがある。 

７―１ 

７―２ 

７―３ 

７―４ 

（特定の商品等の

開発・供給の制限） 

（差別的な内容の

自主規制等） 

（自主規制等の強

制） 

（自主認証・認定

等の利用の制限） 

○ 特定の種類の商品又は役務を構成事業者が開発・供給

しないことを決定すること（７―６に該当するものを除

く。）。（§８－１，§８－４） 

〈例〉 

各構成事業者が特定の種類の商品のみを製造し，他の

種類の商品を製造しないことを団体において申し合わせ

ること。 

○ 特定の事業者に対して差別的な内容の自主規制等を行

うこと。（§８－３，§８－４，§８－５，§８－１） 

○ 構成事業者に，自主規制等を利用若しくは遵守するこ

と又は自主認証・認定等を利用することを，強制するこ

と（当該自主規制等がその内容から競争を阻害するおそ

れのないことが明白である場合を除く。）。（§８－４） 

○ 自主認証・認定等を受けなければ事業活動が困難な状

況において，特定の事業者による自主認証・認定等の利

用を正当な理由なく制限すること。（§８－３，§８－４，

§８－５，§８－１） 

〈例〉 

公的機関の指導によってある商品の販売について団体

の自主認証・認定等を受けるべきものとされている場合

において，非構成事業者や外国事業者による自主認証・

認定等の利用に際して困難な条件を付すこと。 

(4)  原則として違反とならない行為 

上記(2)の考え方を踏まえると，例えば以下のようなものは，原則として違反とならな

い。 
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７―５ 

７―６ 

７―７ 

（規格の標準化に

関する基準の設

定) 

（社会公共的な目

的に基づく基準の

設定） 

（規格の標準化等

に係る基準につい

ての自主認証・認

定等） 

○ 需要者の利益に合致した規格の標準化に関する自主的

な基準を設定すること（７―２又は７―３に該当するも

のを除く。）。 

○ 環境の保全や安全の確保等の社会公共的な目的に基づ

いて合理的に必要とされる商品又は役務の種類，品質，

機能等に関する自主的な基準を設定すること（需要者の

利益を不当に害さないものに限る。また，７―２又は７

―３に該当するものを除く。）。 

○ ７―５又は７―６に該当する自主的な基準等独占禁止

法上問題のない基準・規約等について，その周知や普及

促進を行い，又はそれへの適合について自主認証・認定

等を行うこと（７―３又は７―４に該当するものを除

く。）。 

８ 営業の種類，内容，方法等に関する行為 

(1)  営業の種類，内容，方法等の制限行為 

営業の種類，内容，方法等は，事業者間の競争の手段となり得るものであり，事業者

団体がこれを制限することにより競争を阻害することは，法第第８条第３号，第４号又

は第５号の規定に違反する行為である。また，例えば，競争制限の目的で販売方法を制

限すること等により，市場における競争を実質的に制限することもあり得るところであ

り，このような行為は法第８条第１号の規定に違反する。 

   (2)  自主規制等 

一方，営業の種類，内容，方法等に関連して，事業者団体が，例えば，消費者の商品

選択を容易にするため表示・広告すべき情報に係る自主的な基準を設定し，また，環境

の保全や未成年者の保護等の社会公共的な目的又は労働問題への対処のため営業の方法

等に係る自主規制等の活動を行う場合がある（注）。このような活動については，独占禁

止法上の問題を特段生じないものも多いが，一方，活動の内容，態様等によっては，多

様な営業の種類，内容，方法等を需要者に提供する競争を阻害することとなる場合もあ

り，法第８条第３号，第４号又は第５号の規定に違反するかどうかが問題となる。また，

自主規制等の形をとっていても，当該活動により市場における競争を実質的に制限する

ことがあれば，法第８条第１号の規定に違反する。 

    このような自主規制等の活動の法第８条第３号，第４号又は第５号の規定に係る競争

阻害性の有無の判断については，「７ 種類，品質，規格等に関する行為」の(2)の「ア 

自主規制等に係る判断」に記したところが当てはまる。 
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（注） 事業者団体が，正当と考える目的に基づいて，事業者の営業の種類，内容，方法

等に関する自主的な基準・規約等を設定し，その周知・普及促進を行い，又はその

利用・遵守を申し合わせ，若しくは指示・要請する等の活動を，この８の記述にお

いては，「自主規制等」という。 

(3)  違反となるおそれがある行為 

上記(2)の考え方を踏まえると，例えば以下のようなものは，違反となるおそれがある。 

８―１ 

８―２ 

（特定の販売方法

の制限） 

（表示・広告の内

容，媒体，回数の

限定等） 

○  特定の販売方法を構成事業者が用いないことを決定す

ること（８―５に該当するものを除く。）。（§８－４，§

８－１） 

〈違反とされた具体例〉 

Ｘ歯科用品小売販売業者団体事件（昭和 62 年（勧）第

６号）では，構成事業者は，歯科用品の非構成事業者に

対する販売，通信販売の方法による販売等を行わないこ

とを決定し，非構成事業者に販売していた構成事業者に

これを中止させる等により，当該決定を遵守させたこと

が，法第８条第１項第４号（現行法第８条第４号）違反

とされた。 

Ｙレコード等製造業者団体事件（昭和 55年（勧）第４

号）では，構成事業者に，レコード等の再販売価格の維

持を励行させることを決定するとともに，通信販売等で

販売されるレコード等の音源，価格及び販売促進方法に

ついて，小売業者経由で販売されるレコード等の販売に

支障のないようにさせることを決定したこと等が，法第

８条第１項第４号（現行法第８条第４号）違反とされた。 

Ｚ青果物販売業者団体事件（昭和 40 年（勧）第 26 号）

では，構成事業者は，①当該団体が承認する場合を除き

引売り（軽車両を利用して販売して歩くこと）を行わな

いこと，②スーパーマーケットを経営しようとする場合

は，近隣の構成事業者の同意を得なければならないこと

を決定したこと等が，法第８条第１項第４号（現行法第

８条第４号）違反とされた。 

○  構成事業者の表示・広告について，その内容，媒体，

回数等を限定する等，消費者の正しい商品選択に資する

情報の提供に制限を加えるような自主規制等を行うこ

と。（§８－４，§８－１） 
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８―３ 

８―４ 

（差別的な内容の

自主規制等） 

（自主規制等の強

制） 

○ 特定の事業者に対して差別的な内容の自主規制等を行

うこと。（§８－３，§８－４，§８－５，§８－１） 

○  構成事業者に，自主規制等を利用又は遵守することを，

強制すること（当該自主規制等がその内容から競争を阻

害するおそれのないことが明白である場合（注）を除

く。）。（§８－４） 

（注）  「その内容から競争を阻害するおそれのないこと

が明白である場合」としては，例えば，犯罪につな

がるような行為等社会倫理的な見地から当然行って

はならない行為の禁止を内容とした倫理綱領の場合

等があり得る。

(4)  原則として違反とならない行為 

上記(2)の考え方を踏まえると，例えば以下のようなものは，原則として違反とならな

い。 

８―５ 

８―６ 

８―７ 

（社会公共的な目

的等のための基準

の設定） 

（消費者の商品選

択を容易にする基

準の設定） 

（取引条件明確化

のための活動） 

○ 環境の保全や未成年者の保護等の社会公共的な目的又

は労働問題への対処のために合理的に必要とされる営業

の種類，内容，方法，営業時間等に関する自主的な基準

を設定すること（需要者の利益を不当に害さないものに

限る。また，８－３又は８－４に該当するものを除く。）。 

○ 虚偽若しくは誇大な表示・広告を排除し，又は表示・

広告されるべき事項の最低限度を定める等，消費者の正

しい商品選択を容易にすると認められる自主的な基準を

設定すること（８―３又は８―４に該当するものを除

く。）。 

○ 取引条件明確化のために，モデル契約書の作成，契約

の文書化の奨励等を，取引条件自体の内容（注）に関与

しないで行うこと（８－３又は８－４に該当するものを

除く。）。 

（注）  「取引条件自体の内容」とは，具体的な価格，

支払条件，納期等を指す。 

９ 情報活動 
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(1)  情報活動の多様性 

     事業者団体が，当該産業に関する商品知識，技術動向，経営知識，市場環境，産業活

動実績，立法・行政の動向，社会経済情勢等についての客観的な情報を収集し，これを

構成事業者や関連産業，消費者等に提供する活動は，当該産業への社会公共的な要請を

的確にとらえて対応し，消費者の利便の向上を図り，また，当該産業の実態を把握・紹

介する等の種々の目的から行われるものであり，このような情報活動のうち，独占禁止

法上特段の問題を生じないものの範囲は広い。 

(2)  違反となるおそれがある行為 

     一方，事業者団体の情報活動を通じて，競争関係にある事業者間において，現在又は

将来の事業活動に係る価格等重要な競争手段の具体的な内容に関して，相互間での予測

を可能にするような効果を生ぜしめる場合がある。このような観点から見て，下記９―

１に挙げるような情報活動は，違反となるおそれがある。 

       このような情報活動を通じて構成事業者間に競争制限に係る暗黙の了解若しくは共通

の意思が形成され，又はこのような情報活動が手段・方法となって競争制限行為が行わ

れていれば，原則として違反となる。 

       すなわち，事業者団体によるこのような情報活動が，１―１（価格等の決定），１―２

（再販売価格の制限），２―１（数量の制限），３―１（取引先の制限），３―２（市場の

分割），３―３（受注の配分，受注予定者の決定等），４―１（設備の新増設等の制限），

５―１（参入制限等）等に挙げられるような事業者団体による制限行為につながり，又

はそれら制限行為に伴う場合は，それぞれ，「１ 価格制限行為」から「５ 参入制限行

為等」までのところ等に記述したように，法第８条の規定に違反することとなる。 

       なお，事業者団体によるこのような情報活動を通じて，事業者間で，価格，数量，顧

客・販路，設備等に関する競争の制限に係る合意が形成され，事業者が共同して市場に

おける競争を実質的に制限する場合には，これら事業者の行為が法第３条の規定に違反

する。 

９―１ （重要な競争手段

に具体的に関係す

る内容の情報活

動） 

○  構成事業者が供給し，又は供給を受ける商品又は役務

の価格又は数量の具体的な計画や見通し，顧客との取引

や引き合いの個別具体的な内容，予定する設備投資の限

度等，各構成事業者の現在又は将来の事業活動における

重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報につい

て，構成事業者との間で収集・提供を行い，又は構成事

業者間の情報交換を促進すること。 

〈違反とされた具体例〉 

Ｘ石油製品販売業者団体事件（昭和 54 年（勧）第９号）

では，社長会（66 名の構成事業者の経営責任者により構
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成）及びセールス会（構成事業者の給油所長級の者によ

り構成）合同の会議において，揮発油の仕入価格の上昇

の見通しについての情報交換や小売価格の引上げ等につ

いての検討を行い，また，隣接する団体と合同の役員会

議において価格引上げの環境整備等についての意見交換

を行った上で，執行部会（17 名の執行委員により構成）

において，構成事業者の揮発油の小売価格の引上げの目

途となる価格を決定したこと等が，法第８条第１項第１

号（現行法第８条第１号）違反とされた。  

Ｙほかビニルタイル製造業者事件（昭和 54 年（勧）第

８号）では，関係四社が，所属する団体の理事会等の累

次の会合において，市況についての情報交換を行うとと

もに，市況品の販売価格の引上げ幅や引上げ後の価格の

「たたき台」についての意見交換を行い，更に協議の結

果，具体的価格の決定については当該団体の会長会社で

あったＹに一任することとし，これを受けてＹが各社に

具体的価格を提示し，また，各社が価格引上げの実施時

期の予定を相互に告知する等して，各社が市況品の販売

価格を引き上げたことが，法第３条違反とされた。 

Ｚほか塗料原料用エマルジョン製造販売業者事件（昭

和 63 年（勧）第５号）では，関係 10 社が，相互の協調

を図るため甲会と称する会合を開催しており，かねてか

ら甲会の地区会において塗料原料用エマルジョンの価格

改訂に際して価格交渉の状況等について情報交換を行っ

てきたところ，原料モノマーの値上がりに対処するため，

甲会の中央会において，原料の値上がり幅について情報

交換を行って標準的な値上がり幅を想定し，これを塗料

原料用エマルジョンの販売価格に転嫁することとし，同

製品の種類別に基準となる引上げ幅を決定するととも

に，その実効を確保するため，値上げ交渉の状況につい

て情報交換を行うことを決定したことが，法第３条違反

とされた。 

(3)  原則として違反とならない行為 

       これに対して，例えば以下のようなものは，上記(2)のような競争制限的な効果を持つ

ものではなく，原則として違反とならない。 

９―２ （消費者への商品 ○ 消費者に対して，その利便の向上を図るため，当該産
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９―３ 

９―４ 

９―５ 

９―６ 

９―７ 

知識等に関する情

報の提供） 

（技術動向，経営

知識等に関する情

報の収集・提供） 

（事業活動に係る

過去の事実に関す

る情報の収集・公

表） 

（価格に関する情

報の需要者等のた

めの収集・提供） 

（価格比較の困難

な商品又は役務の

品質等に関する資

料等の提供） 

（概括的な需要見

通しの作成・公表） 

業が供給する商品又は役務について，その正しい使用方

法等の情報提供を行うこと。 

○  政府機関，民間の調査機関等が提供する当該産業に関

連した技術動向，経営知識，市場環境，立法・行政の動

向，社会経済情勢等についての一般的な情報を収集し，

提供すること。 

○  当該産業の活動実績を全般的に把握し，周知するため

に，過去の生産，販売，設備投資等に係る数量や金額等

構成事業者の事業活動に係る過去の事実に関する概括的

な情報を構成事業者から任意に収集して，客観的に統計

処理し，個々の構成事業者の数量や金額等を明示するこ

となく，概括的に公表すること（価格に関するもの及び

１―(2)―３に該当するものを除く。）。 

ただし，構成事業者により既に当該構成事業者に係る

数量，金額等が公表されている場合には，その数量，金

額等を明示しても構わない。 

○  需要者，構成事業者等に対して過去の価格に関する情

報を提供するため，構成事業者から価格に係る過去の事

実に関する概括的な情報を任意に収集して，客観的に統

計処理し，価格の高低の分布や動向を正しく示し，かつ，

個々の構成事業者の価格を明示することなく，概括的に，

需要者を含めて提供すること（１―(2)―３に該当するも

のを除く。また，事業者間に現在又は将来の価格につい

ての共通の目安を与えるようなことのないものに限

る。）。 

○  市場における価格の比較が困難な商品又は役務につい

て，費用項目，作業の難易度，品質等価格に関連する事

項についての公正かつ客観的な比較に資する資料又は技

術的指標を，需要者を含めて提供すること（事業者間に

価格についての共通の目安を与えるようなことのないも

のに限る。）。 

○  当該産業の全般的な需要の動向について，一般的な情

報を収集・提供し，又は客観的な事象に基づく概括的な
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９―８ （顧客の信用状態

に関する情報の収

集・提供） 

将来見通しを作成し，公表すること（構成事業者に各自

の将来の供給数量に係る具体的な目安を与えるようなこ

とのないものに限る。）。 

○  構成事業者の取引の安全を確保するため，顧客の信用

状態について客観的な事実に関する情報を収集し，構成

事業者に提供すること（構成事業者間に特定の事業者と

取引しないこと又は特定の事業者とのみ取引することに

ついての合意を生ぜしめるようなことのないものに限る

（注）。）。 

（注） 例えば，特定の事業者を不良業者又は優良業者

として掲載したリスト（いわゆるブラックリスト

等）を作成し，配布することは，このような合意

を生ぜしめるおそれがある。

10   経営指導 

(1)  経営指導の性格 

       中小企業者は経営に関する知識等において相対的に不足する面があることから，それ

を補って各事業者がその自主的な判断に基づいて事業の改善を図ることができるよう，

中小企業者の団体が経営指導を行うことは，本来独占禁止法上問題となるものではない。 

(2)  違反となるおそれがある行為 

       一方，経営指導の形をとっていても，事業者団体が，例えば次の行為のように，事業

者の現在又は将来の事業活動に係る価格等重要な競争手段の具体的な内容について目安

を与えるような指導を行うことは，違反となるおそれがある。 

       事業者団体によるこのような指導が，１―１（価格等の決定）等に挙げられるような

事業者団体による制限行為につながり，又はそれら制限行為に伴う場合は，「１ 価格制

限行為」等に記述したように，法第８条の規定に違反することとなる。 

10―１ （統一的なマーク

アップ基準等を示

す方法による原価

計算指導等） 

○  構成事業者が供給する商品又は役務に係る平均原価，

統一的なマークアップ基準等又は所要資材等の標準的な

数量，作業量等及び単価を示す方法により，原価計算又

は積算の指導を行うこと。 

〈違反とされた具体例〉 

Ｘプロパンガス卸売業者団体事件（昭和 40 年（勧）第

17 号）では，構成事業者のうち兼業者の大部分がプロパ

ンガスの販売に当たって保安経費，償却費等を正しく評

価した原価計算をしないでその価格を決定しているもの
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として，標準原価計算書を作成し，必要経費及び利潤と

して算定された一定の金額を必ず販売価格のうちに見積

ることとし，この額に仕入価格として一定の金額を加算

することにより，小売業者向け家庭・業務用プロパンガ

スの販売基準価格を決定したこと等が，法第８条第１項

第１号（現行法第８条第１号）違反とされた。 

(3)  原則として違反とならない行為 

       これに対して，中小企業者の団体が，例えば次の行為のように，事業者間の競争に影

響を与えないような内容の経営指導を行うことは，原則として違反とならない。 

10―２ 

10―３ 

10―４ 

（知識の普及及び

技能の訓練） 

（個別的な経営指

導） 

（原価計算の一般

的な方法の作成

等） 

○  経営に関する一般的な知識の普及及び技能の訓練を行

うこと。 

○  構成事業者の求めに応じ，個別企業の経営実態等に応

じた経営指導を行うこと。 

○ 原価計算や積算について標準的な項目を掲げた一般的

な方法を作成し，これに基づいて原価計算や積算の方法

に関する一般的な指導又は教育を行うこと（事業者間に

価格や積算金額についての共通の目安を与えるようなこ

とのないものに限る。）。 

11 共同事業 

(1)  共同事業の多様性 

       事業者団体が，構成事業者の共同による事業活動の性格を持つ事業（以下「共同事業」

という。）を行う場合がある。共同事業には，単独では大企業に対抗できない中小企業者

による法律に基づく協同組合が有効な競争単位を形成するために行う共同経済事業や事

業者団体が構成事業者の本来の事業内容ではない社会文化活動等について行う共同事業

等，競争促進的な効果を持つもの又は競争と直ちに関係のないものも多い。他方，共同

事業は，その事業内容の範囲において事業者団体が単一の事業主体となって行う事業と

して市場における競争に影響を与え得るところであり，また，参加する個々の事業者の

事業活動の制限につながるおそれもあるところであって，その内容，態様等によっては，

法第８条第１号，第３号，第４号若しくは第５号又は第 19 条の規定に違反するかどうか

が問題となる。 

(2)  考え方 

       事業者団体による共同事業が独占禁止法上問題となるかどうかについては，下記のア
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からウまでの各事項を総合的に勘案して判断される。 

ア 共同事業の内容 

         共同事業が，その対象である商品又は役務の価格，数量をはじめ競争手段である事

項にどのような影響を与えるものであるかが検討される。 

         例えば，商品又は役務の共同販売，共同購買や共同生産では，共同事業の中でその

対象となる商品又は役務の価格，数量や取引先等の重要な競争手段について決定され

ることとなるため，他の種類の共同事業に比べて独占禁止法上問題となる可能性が高

い。 

         一方，事業者の主たる事業に附随する運送や保管に係る共同事業については，それ

自体としては，本来，対象となる商品そのものの価格，数量や取引先に影響を与える

べきものではなく，共同販売等に比べて独占禁止法上問題となる可能性は低いが，共

同事業の実施を通じて，構成事業者に係る対象商品の価格又は数量，顧客・販路等の

競争手段を制限することにつながらないよう留意する必要がある。 

         これに対して，当該産業全体への理解増進のための広報宣伝活動，あるいは福利厚

生活動や社会文化活動等，市場における競争に対する影響が乏しい性格の共同事業は，

原則として独占禁止法上問題とならない。（§８－１，§８－４） 

イ 共同事業参加事業者の市場シェアの合計等 

         共同事業への参加事業者の市場シェアの合計が高い等参加事業者が全体としてみて

市場において有力であれば，独占禁止法上問題となる可能性は高くなり，逆に，参加

事業者の市場シェアの合計が低い等参加事業者が全体としてみて市場において有力で

なければ，独占禁止法上問題となる可能性は低くなる。（§８－１，§８－４） 

ウ 共同事業の態様 

事業者団体が，共同事業について，構成事業者にその参加若しくは利用を強制し，

又はその参加若しくは利用について事業者間で差別的な取扱いをすることは，独占禁

止法上問題となるおそれがある。（§８－３，§８－４，§８－５，§８－１，§19）  

(3)  違反となるおそれがある行為 

       上記(2)の考え方を踏まえると，例えば以下のようなものは，違反となるおそれがある。 

11―１ （共同販売等） ○  商品又は役務に係る共同販売，共同購買又は共同生産

の事業を行うこと（11－４に該当するものを除く。）。（§

８－１，§８－４） 

〈違反とされた具体例〉 

Ｘコンクリートブロック製造業者団体事件（平成７年

（勧）第１号）では，①構成事業者の取り扱う土木用コ

ンクリート積みブロックをすべて当該団体が買い取り，
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11－２ 

11―３ 

（共同運送・共同

保管） 

（共同事業への参

加の強制等） 

販売すること，②構成事業者からの買取り量については，

当該団体で決定した出荷比率等に基づいて月別に割り当

てること，等を内容とする共同販売事業を実施すること

を決定したことが，法第８条第１項第１号（現行法第８

条第１号）違反とされた。  

Ｙちり紙製造業者団体事件（昭和 44 年（勧）第 14 号）

では，当該団体が共同事業として販売する茶ちり紙の商

標を「甲」と定め，構成事業者は「甲」を表示した茶ち

り紙を当該団体以外に販売しないこと，構成事業者は商

品「甲」以外の茶ちり紙を生産しないこと等を決定した

上で，構成事業者からの購入数量の限度及び販売価格を

定める等し，かつ，域外から移入される茶ちり紙を一手

に買取り販売したことが，法第８条第１項第１号（現行

法第８条第１号）違反とされた。 

Ｚ印刷用彫刻ゴム製版業者等団体事件（昭和 43 年（勧）

第８号）では，構成事業者が使用する印刷用彫刻ゴム製

版の原材料の共同購入の実施に際して，地区内に供給さ

れる同原材料を一切管理することによって非構成事業者

の進出を阻止すること等を目的として，構成事業者は当

該団体以外の者から原材料を購入しないことを決定して

いたこと等が，法第８条第１項第４号（現行法第８条第

４号）違反とされた。 

○  共同運送や共同保管の事業を実施するに際して，対象

となる商品の価格若しくは数量又は構成事業者の取引先

に関与すること。（§８－１，§８－４） 

○  共同事業に関して，参加若しくは利用を構成事業者に

対して強制し，又は参加若しくは利用について事業者間

で差別的な取扱いをすること。（§８－３，§８－４，§

８－５，§８－１，§19）

(4)  原則として違反とならない行為 

上記(2)の考え方を踏まえると，例えば以下のようなものは，原則として違反とならな

い（11―３に該当するものを除く。）。 

11－４ （参加事業者の市

場シェアの合計が

○ 対象となる商品又は役務に係る参加事業者の市場シェ

アの合計が市場における競争に影響を与えない程度に低
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11－５ 

11―６ 

低い共同事業） 

（顧客の利便等の

ための共同事業） 

（競争への影響の

乏しい共同事業） 

い共同事業を行うこと。 

○  顧客の利便のための共同駐車場や産業全体の販売増進

のための共同展示施設を設置すること。 

○  当該産業全体への理解増進のための広報宣伝活動，福

利厚生活動，社会文化活動等，市場における競争に与える

影響が乏しい共同事業を行うこと。 

12  公的規制，行政等に関連する行為 

事業者に対する公的規制は，例えば国民の健康・安全の確保，環境の保全等の社会的な

目的や市場メカニズムが有効に機能しない商品・役務についての資源配分の適正化の目的

等の下に設定されているが，一方で，事業者の事業活動を制限することにより事業者間の

競争に対して一定の制約を加える効果を伴うものである。 

   特定の政策目的の実現のために公的規制が必要である場合においても，事業者間の競争

を制約する効果が最小限にとどめられ，できる限りの競争の機能する余地が残るようにさ

れるべきであり，また，その公的規制分野における事業者間の競争を事業者団体が制限す

るようなことがあれば，その行為は独占禁止法上問擬される。さらに，公的規制が緩和又

は廃止された場合には，その範囲において規制による競争への制約が解消され事業者間の

自由な競争が回復されるべきものであることから，その競争を事業者団体が制限するよう

なことがあれば，その行為は独占禁止法上問擬されることもいうまでもない。 

   行政機関等から公的事業に関する業務等が事業者団体に委託されるような場合があるが，

その業務等の実施に際して，事業者団体が事業者間で差別的な取扱いをする等独占禁止法

上問題となり得る行為を行うことがあることに留意する必要がある。 

   行政機関から，行政遂行の過程で，事業者団体に対して行政指導が行われ，それらを踏

まえて事業者団体が活動を行うことがある。このような行政指導が円滑な行政遂行の必要

性に基づいて行われるものであるとしても，一方で，行政指導の内容や方法又はそれらを

踏まえた事業者団体の活動の内容や態様によっては，事業者団体による競争制限行為につ

ながり得ることに留意する必要がある。 

(1)  許認可，届出等に関連する制限行為 

       事業活動に対して許認可，届出等による公的規制が行われる場合において，事業者団

体が，次のような行為により構成事業者に係る価格，設備等について制限し，これによ

り市場における競争を実質的に制限することは，法第８条第１号の規定に違反する。ま

た，市場における競争を実質的に制限するまでには至らない場合であっても，次のよう

な行為により構成事業者に係る価格，設備等について制限することは，原則として法第

８条第４号の規定に違反する。 

       なお，公的規制による許認可，届出等の制度の下で，各事業者の行政機関への許認可
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等の申請又は届出について，事業者団体が，一括して行い，又は事業者団体を経由して

行わせることは，このような制限行為につながりやすい。 

12―１ 

12―２ 

（許認可申請等の

制限） 

（幅認可料金の幅

の中における料金

の収受に係る決

定） 

○  構成事業者の事業活動に係る許認可等の申請又は届出

の内容を制限すること。 

〈具体例〉 

Ｘタクシー事業者団体事件（昭和 57 年（勧）第 16 号）

では，タクシー運賃等の引上げについて，構成事業者の

認可申請すべき内容を決定し，これに基づいて構成事業

者に認可申請をさせたことが，法第８条第１項第４号（現

行法第８条第４号）違反とされた。 

Ｙバス事業者団体事件（平成元年（勧）第９号）では，

貸切バスの増車に係る事業計画変更の認可申請につい

て，構成事業者の増車申請車両数の枠を決定し，これに

基づいて認可申請させたことが，法第８条第１項第４号

（現行法第８条第４号）違反とされた。 

Ｚタクシー事業者団体事件（昭和 56年（勧）第４号）

では，タクシーの増車又は営業所の新設若しくは位置の

変更に係る事業計画変更の認可申請について，当該団体

の協議を経なければならないことを決定し，これに基づ

き各構成事業者の増車申請車両数の限度を決定し，また，

営業所の新設又は位置の変更に係るものについては，そ

の都度当該申請の可否を決定していたことが，法第８条

第１項第４号（現行法第８条第４号）違反とされた。 

○  最高額及び最低額の幅をもって許認可等を受けている

料金（以下「幅認可料金」という。）について，その幅の

中で構成事業者が収受する料金を決定し，又はその維持

若しくは引上げを決定すること。 

〈具体例〉 

Ｘバス事業者団体事件（平成元年（勧）第９号）では，

貸切バスの運賃は行政機関によって認可された基準の運

賃率によって計算した金額の上下それぞれ 15 パーセン

トの範囲内で事業者が自由に設定できるところ，構成事

業者の貸切バスの大口輸送等に係る最低運賃等を決定し

たことが，法第８条第１項第１号（現行法第８条第１号）

違反とされた。 
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12―３ 

12―４

（認可料金以下の

料金の収受に係る

決定） 

（届出料金等の収

受に係る決定） 

○  幅認可料金の最低額又は確定額をもって許認可等を受

けている料金における当該確定額を下回る実勢料金によ

る取引が平穏公然としてしかも継続的に行われながら主

務官庁により法律的に効果のある措置が相当期間にわた

り講じられていないような場合において，当該最低額又

は当該確定額以下の金額で，構成事業者が収受する料金

を決定し，又はその維持若しくは引上げを決定すること。 

○  届出又は掲示の義務がある料金について，構成事業者

が収受する料金を決定し，又はその維持若しくは引上げ

を決定すること。 

〈具体例〉 

Ｘ一般旅行業者等団体事件（平成３年（勧）第 13号）

では，旅行業法において，旅行者から収受する旅行業務

の取扱料金についての掲示義務及び掲示料金を超えた料

金の収受の禁止が規定されているところ，従来，掲示料

金を下回った料金を収受し，又は料金を収受しないで旅

行業務を行っている場合が多い状況に対応して，掲示料

金どおりに取扱料金を収受することを目標とすることを

決定し，構成事業者に対し，その趣旨及び構成事業者が

取扱料金を収受する際には掲示料金と同一料金の入った

明細書を使用することを通知する等したことが，法第８

条第１項第４号（現行法第８条第４号）違反とされた。

(2)  公的規制分野における規制されていない事項に係る制限行為 

公的規制分野において，価格等の重要な競争手段であって公的規制によって制限され

ていない事項について，事業者団体が，１―１（価格等の決定）等に挙げられるような

制限行為を行う場合には，「１ 価格制限行為」等に記述したように，法第８条の規定に

違反する（下記〈例〉①参照）。公的規制が緩和又は廃止されて規制の対象外となった事

項についての制限行為についても同様である（下記〈例〉②参照）。 

〈例〉 

① ある事業の分野において，事業者の参入や店舗設

置については規制されているが，料金については規

制されていないにもかかわらず，団体が，構成事業

者間での情報交換等を踏まえて，構成事業者が供給

する役務の料金を決定すること。 

②  ある役務に関して料金についての公的規制が撤廃
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され料金設定が自由となったにもかかわらず，団体

が，従来の慣行や構成事業者間での情報交換等を踏

まえて，構成事業者が供給する役務の料金を決定す

ること。

(3)  公的業務の委託等に関連する違反行為 

行政機関等から公的事業の実施のための一定の業務等（以下「公的業務」という。）が

事業者団体に委託等された場合に，事業者団体が，公的業務の実施に際して，事業者間

で差別的な取扱いをする等独占禁止法上問題となり得る行為を行うことがあり，例えば

次のような行為は違反となる。 

       また，事業者の参入等に当たって事業者団体への加入や事業者団体による同意等を求

める行政指導が行われるようなことがあれば，このような行政指導自体が独占禁止法と

の関係において問題を生じさせるおそれのあるものであるが，このような場合には，事

業者団体が，事業者団体への加入に関する了承や参入等に関する同意等について，独占

禁止法上問題となる行為を行うことがあり，例えば次のような行為は違反となる。 

12―５ 

12―６ 

（公的業務を伴う

事業活動における

不当な拘束等） 

（公的業務の実施

等に際しての制限

行為） 

○  公的業務を伴う事業活動を行う場合において，特定の

事業者に対してその事業活動を不当に拘束する条件を付

ける等不公正な取引方法を用いること。（§19） 

〈具体例〉 

Ｘ協同組合事件（昭和 53年（判）第１号）では，農業

近代化資金助成法に基づき，組合員に対して，農業近代

化資金の貸付け事業を行うに当たり，正当な理由がない

のに，組合員が当該組合の競争者から農業機械を購入し

ないことを条件として，当該組合員と取引したことが，

一般指定の７（現行一般指定第 11 項）に該当するものと

して，法第 19 条違反とされた。 

○  公的業務を実施するに際して，また，行政指導により

事業者が参入等に当たって求められた団体への加入に関

する了承や参入等に関する同意等に係る判断に際して，

非構成事業者等特定の事業者を不当に差別的に取り扱う

等して，新たに事業者が参入することを制限し，若しく

は既存の事業者を排除し，又は構成事業者の機能若しく

は活動を不当に制限すること。（§８－３，§８－４，§

８－１） 

〈例〉 

① 行政指導によって，団体と保証契約を締結した事
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業者のみが特定の公的機関への役務供給の事業を行

い得るとされている場合において，非構成事業者に

対する保証契約の締結を合理的な理由なく拒否し，

それら事業者が当該役務供給の事業に参入すること

を制限すること。 

② 行政指導によって，事業者が店舗を新規に開設す

るに当たっては，団体の地区部会の同意を求めるも

のとされている場合において，当該部会が，ある事

業者について，合理的な理由なく同意を拒み，その

事業者が参入することを制限すること。 

③ 行政指導によって，事業者が設備投資のための公

的融資を申し込むに当たっては，団体の同意を得た

上で行うものとされている場合において，同意に当

たって構成事業者の設備投資の内容を不当に制限す

ること。 

(4)  行政指導により誘発された行為 

特定の政策目的の実現のために行政機関によって事業者団体に対して行政指導が行わ

れる場合があるが，事業者団体の行為については，たとえそれが行政機関の行政指導に

より誘発されたものであっても，独占禁止法の適用が妨げられるものではない。 

行政指導に関する独占禁止法上の考え方については，「行政指導に関する独占禁止法上

の考え方」（平成６年６月 30 日公表）で明らかにしたところであり，公正取引委員会と

しては，その趣旨を踏まえ，事業者団体の行為に関する行政指導で独占禁止法との関係

において問題を生じさせるおそれのあるものについては，関係行政機関と事前に所要の

調整を図ることとしている。 

(5)  入札談合 

       公共的な入札において，入札に参加しようとする者等を構成事業者とする事業者団体

が，入札に係る受注予定者，最低入札価格等を決定するようなこと（いわゆる入札談合）

は，公共的な入札の制度の実質を失わしめるものであるとともに，独占禁止法の規定に

違反する行為である。 

       入札に係る事業者及び事業者団体の活動と独占禁止法との関係に関する考え方につい

ては，「公共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」

（平成６年７月５日公表）を参照されたい。 

(6)  国，地方公共団体等に対する要望又は意見の表明 

       事業者団体が，国，地方公共団体等に対して，法律・制度の内容や運用に関して，一

般的な要望又は意見の表明を行うことは，それ自体としては，独占禁止法上問題となら

ない。 
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